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要約  

本事業では、自動運転に係る海外研究機関との共同研究の推進に向けた連携

体制の構築として、連携のメリットが期待できる研究機関との共同研究を見据

えて、連携テーマの探索、連携スキームの協議を促進する環境整備を行った。

また、この取り組みを持続的なものとすることを目的として、海外の産官学が

連携した研究組織等とも対峙し、日本固有の課題にも対処できる組織の確立に

向け、既に組成された学学連携体制を有効活用しつつ、自動車産業の国際競争

力の強化に資する組織の設立に向けた検討を行い、一般社団法人の設立を行っ

た。  

具体的には、1）SIP -adus の国際連携窓口として、海外研究機関との連携環境

整備と研究テーマ形成の促進、 2）自動運転分野における国際連携の研究を促

進する組織の設立計画の立案並びに調整、の二つの取り組みを行った。  

1）では、政府レベルの国際連携における海外研究機関との連携に向けた環

境整備として、ドイツとの日独連携体制に基づき、調整事務局としてステアリ

ング委員会、日独連携に関する対面打ち合わせ、Web 会議等の運営を担当した。

また、本日独連携の活動成果をまとめた共同 B rochu re を作成し、発行した。  

欧州委員会との日 E U 連携活動では、日 EU 連携体制の枠組みを構築し、欧

州委員会と合意するとともに、事務局レベル会合の開催・運営を担当した。ま

た、日 EU 連携活動内容をまとめた年間報告書を 2020 年より毎年発行すると

ともに、年間活動報告を兼ねたハイレベルミーティングの開催・運営を担当し

た。更に、日 EU 連携活動の対外アピールとして、2021 年、2022 年の ITS 世界

会議にて欧州委員会との合同セッションを企画し、実施した。  

SIP -adus の国際連携窓口業務としては、SIP-adus  Workshop での海外政府関係

登壇者（ USDOT、欧州委員会等）との調整を行い、SIP -adus  Workshop の一部セ

ッションの企画・運営を行った。また、海外国際会議での SIP-adus 発表者の調

整（米 TRB、A RTS、 ITS 世界会議等）を行うとともに、国際会議に出席し自動

運転関連の研究動向の情報収集を行った。  

専門家レベルにおける、海外研究機関と連携する研究テーマ形成の促進では、

レベル 4  モビリティサービス実用化研究を国際連携研究テーマにすべく活動

を行った。また、日独連携専門家ワークショップの開催運営を行うとともに、

日独連携、日 EU 連携にて個別連携研究テーマの形成に向けた専門家の支援を

行った。  

既存の自動運転関連研究の研究者データベースについて、更新、整備を行う

とともに、個人情報保護等を考慮したデータベースの規約案、運用案を作成し、
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運用を行った。また、自動運転関連研究者データベースの利活用として、共著

関係分析・題目分析を通した自動運転研究の分析を行い、自動車技術会を中心

として対外発表を行った。  

2）では、持続的な連携モデル（組織形態、構成員等）の検討として、国内外

の類似組織の調査（独の産学連携組織（ IKA・ FKA）、国内類似組織）を行い、 

新組織に求められる活動内容の検討、立ち上げに向けた実施項目と主な課題の

整理を行った。また、国内の学学連携及び自動運転関連研究を進める「モビリ

ティ・イノベーション連絡会議」を開催し、学学連携体制の強化を行うととも

に、学学連携を中心とした共同研究体制として、レベル 4  モビリティサービス

実用化研究についてコンソーシアム体制での活動を開始した。  

 組織設立計画の立案ならびに調整では、新組織の立ち上げに向け 2020 年度

より政府関係者等に活動内容を説明して意見聴取を行い、それらの内容を踏ま

え新組織の活動内容案を作成した。また、 SIP 第 2 期自動運転終了後に向け一

般社団法人として新組織を設立する方針とし、規則等の案を作成するとともに、

一般社団法人の設立登記に必要な手続について情報収集、検討等を行い、新組

織として「一般社団法人モビリティ・イノベーション・アライアンス」の 2022

年 7 月の設立、活動開始に対する協力を行った。  
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Executive Summary  

In  th is  p ro jec t ,  a s  “C ons t ruc t ion  of  Co l labora t ion  S t ruc ture  in  P romot ion  o f  Jo in t  

Research  on  Au tomated  D r iv ing  wi th  Over seas  R esea rch  Ins t i tu t ions ” ,  an  

env i ronmen t  to  p romote  in i t i a t ing  coopera t ion  themes  and  d iscuss ions  on  

co l l abo ra t ion  schemes  was  c rea ted  wi th  a  v i ew toward  jo in t  re sea rch  w i th  ove r sea s  

re sea rch  organ iza t ions  tha t  i s  expec ted  to  b r ing  the  bene f i t .  In  add i t ion ,  toward  the  

es tab l i shmen t  o f  new re sea rch  body  tha t  w i l l  be  a  coun te rpar t  o f  ove rseas  r esea rch  

in s t i tu t es  by  indus t ry -academic -gove rnment  co l labora t i on ,  wi l l  be  add re ss ing  

Japanese  un ique  i s sues  and  wi l l  con t r ibu te  to  s t r eng then ing  in t e rna t iona l  

compe t i t iveness  in  au tomob i l e  indus t r i es ,  va r ious  s tud ies  we re  conduc ted  by  

u t i l iz ing  the  cu r ren t  a cademia  ne twork  scheme.  As  a  r esu l t ,  t he  new assoc ia t ion  was  

es tab l i shed .  

The fo l lowing  two ac t iv i t i es  w ere  ac tua l ly  conduc ted :  1 )  Promote  co l labora t ion  

env i ronmen t s  w i th  ove rsea s  re search  ins t i tu t ions  and  c rea t ion  o f  r e sea rch  theme,  a s  

a  ma in  w indow  o f  S IP -adus  in te rna t iona l  coope ra t ion ,  and  2)  C rea te  the  p l an  and  

a r range  the  es tab l i shmen t  o f  re sea rch  bod ie s  fo r  p romot ing  in te rna t iona l  

co l l abo ra t ive  resea rch  in  au tomated  dr iv ing  a rea .   

In  the  ac t iv i t ie s  o f  1 ) ,  as  deve lop ing  env i ronmen t s  o f  in te rna t iona l  coopera t ion  wi th  

gove rnmen t  leve l ,  based  on  the  Japanese -German coope ra t ion  scheme,  we  managed  

s t ee r ing  commi t tee  mee t ings  and  sec re ta r ia t  mee t ings  a s  a  J apanese  coo rd ina t ing  

sec re ta r ia t .  I n  add i t ion ,  a  jo in t  b rochure  summar iz ing  the  ou tcomes  o f  the  J apan ese-

German coope ra t ion  w as  prepa red  and  pub l ished .  

Rega rd ing  the  Japanese -European  coope ra t ion  ac t iv i t i es  w i th  the  Eu ropean  

Commiss ion ,  Japanese -EU coope ra t ion  s t ruc ture  w as  es tab l i shed  and  ag reed  wi th  the  

European  Commiss ion ,  and  we  managed  secre ta r i a t  mee t ings  a s  a  Japanese  

coo rd ina t ing  secre t a r i a t .  In  add i t ion ,  an  annua l  repo r t  summar iz ing  Japan ese -EU  

coopera t ion  ac t iv i t ies  was  i s sued  annua l ly  s ince  2020 ,  and  we  organ ized  and  

managed  h igh - leve l  mee t ing s  to  r epo r t  on  annua l  ac t iv i t ie s .  Fur thermore ,  in  o rder  

to  p romote  Japanese -EU coope ra t ion  ac t iv i t ie s ,  a  jo in t  se s s ion  wi th  the  E uropean  

Commiss ion  was  p lanned  and  he ld  a t  the  IT S Wor ld  Congre ss  in  2021  and  2022 .  

As an  in te rna t iona l  coope ra t ion  w indow ro le  o f  S IP -adus ,  coo rd ina t ion  w i th  over seas  

gove rnmen t  speaker s  (USDOT,  E uropean  Commiss ion ,  e tc . )  a t  t he  S IP -adus  

Workshop  was  conduc ted ,  and  we  p lanned  and  managed  some  ses s ions  a t  the  S IP -
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adus  Workshop .  In  add i t ion ,  we  coord ina ted  speake r s  f rom S IP -adus  a t  over sea s  

in te rna t iona l  conferences  (US  TRB,  ARTS,  ITS Wor ld  Congre ss ,  e tc . )  and  a t tended  

in te rna t iona l  con fe rences  to  co l l ec t  i n fo rma t ion  on  the  l a te s t  r esea rch  t r ends  re la ted  

to  au toma ted  d r iv ing .  

As c rea t ing  resea rch  themes  fo r  in t e rna t iona l  coope ra t ion  w i th  exper t  l eve l ,  r esearch  

ac t iv i t ie s  to  r ea l ize  leve l  4  mobi l i ty  se rv ices  we re  conduc ted  to  become  an  

in te rna t iona l  coope ra t ion  re sea rch  theme .  In  add i t ion ,  we  organ ized  and  managed  

the  Japanese -German  exper t  workshop ,  and  we  suppo r ted  exper t s  fo r  c r ea t ing  

ind iv idua l  co l l abo ra t ive  r esea rch  themes  in  Japan ese -German and  Japan ese-EU  

coopera t ion .  

Rega rd ing  the  da tabase  o f  re searc he rs  regard ing  au toma ted  d r iv ing ,  we  upda ted  and  

ope ra ted  the  ex i s t ing  da tabase  by  c rea t ing  ope ra t iona l  p lan  and  tak ing  in to  

cons ide ra t ion  o f  the  p r ivacy  da ta  p ro tec t ion .  In  add i t ion ,  as  a  s tudy  on  e f fec t ive  use  

o f  r esearche r s ’ da tabase ,  a  s tudy  on  au toma t ed  d r iv ing  re sea rch  th rough  co -au tho red  

re la t ionsh ip / sub jec t  ana lys i s  was  conduc ted  and  p resen ted  a t  Soc ie ty  o f  Au tomot ive  

Enginee r s  o f  Japan  ( JSAE) ,  e t c .  

In  the  ac t iv i t i es  o f  2 ) ,  a s  s tudy ing  fu tu re  sus t a inab le  co l l abo ra t ion  mode l ,  

inves t iga t ions  o f  s imi la r  domes t ic  and  over seas  o rgan iza t ion  mode ls  (Ge rman  

indus t ry -academia  co l labora t ion  organ iza t ions  ( IKA and  FKA)  and  s imi la r  domes t ic  

o rgan iza t ions)  we re  conduc ted ,  and  the  ac t ion  i t ems  and  ma jo r  i s sues  necessary  to  

es tab l i sh  a  r esea rch  body  were  s tud ied  and  summar ized .  In  add i t ion ,  “A l l i ance  fo r  

Promot ing  Mobi l i ty  Innova t ion ”  mee t ings  were  he ld  to  p romote  au tomated  d r iv ing  

re sea rch  and  academic  co l l abo ra t ion ,  and  a  r esearch  consor t ium to  add res s  re sea rch  

ac t iv i t ie s  to  r ea l ize  l eve l4  au toma ted  mob i l i t y  se rv ice  was  l aunched  and  s ta r ted  

ac t iv i t ie s  as  a  jo in t  re sea rch  f r amework  cen te red  on  academic  co l l abo ra t ion .  

Rega rd ing  c rea t ing  the  p l an  and  a r rang ing  the  e s t ab l i shmen t  o f  r e sea rch  bod ies ,  we  

exp la ined  the  ac t iv i t i e s  o f  the  new re sea rch  body  to  gove rnmen t  o f f i c ia ls  and  o the r  

re la ted  s t akeho lde r s  and  ob ta ined  the i r  op in ions ,  and  based  on  the se  op in ions ,  d ra f t  

ac t iv i ty  p l an  was  c rea ted .  In  add i t ion ,  w e  dec ided  to  e s tab l i sh  a  new resea rch  body  

cons ide r ing  a f t e r  the  2 nd  phase  o f  S IP -adus ,  and  we  suppo r t ed  to  es tab l i sh  “Mob i l i ty  

Innova t ion  A l l iance  Japan”  and  i t s  ac t iv i t ie s ,  th rough  c rea t ing  necessa ry  prov is ions  

and  proceed ing  p roces ses  to  es t ab l i sh  the  as soc ia t ion .  
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1. SIP-adus の国際連携窓口として、海外研究機関と

の連携環境整備と研究テーマ形成の促進  
 

1.1  政府レベルの国際連携における、海外研究機関との連携

に向けた環境整備  

 

1.1.1  日独連携政府間会議の開催運営  

(1 )  日独連携の背景  

2017  年 1  月 12  日に鶴保庸介内閣府特命担当大臣（科学技術政策）がドイ

ツ・ベルリンにて、ドイツ連邦教育研究省（ BMBF）のヨハンナ・ヴァンカ大臣

と 会 談 し 、 自 動 走 行 技 術 の 研 究 開 発 の 推 進 に 関 す る 日 独 共 同 声 明 （ Jo in t  

Dec la ra t ion  of  In ten t）への署名を行った。この共同声明に基づき、自動走行技

術の研究開発の推進について内閣府とドイツ連邦教育研究省は具体的な連携

を行うこととなった（下記、共同声明参照）。  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

＜参考＞共同声明（ Jo in t  Dec la ra t ion  o f  In t en t）のポイント  

（内閣府記者発表資料

「 h t tps : / /www8.cao .go . jp /c s tp /kokusa i tek i /n ich idoku/ jo in tdec la ra t ion .h tml」から

抜粋）  

（１）自動走行システムの意義・重要性の認識で一致  

・自動走行システムは、交通事故を低減し、全ての人々のための新た

な移動手段を提供  

・自動走行システムの研究開発には、日独双方にとって連携、協力の

促進が重要  

（２）今後の連携に向け、実証実験など日独双方の取組について共有  

・日本では、「戦略的イノベーション創造プログラム」（ SIP）の自動

走行システム研究開発プロジェクトにて、 2017 年 9 月から大規模

実証実験を開始予定。海外専門家にも参加を呼び掛け  

・ドイツでは、 BMB F が研究開発プロジェクトを推進し、関係省庁と

緊密に協力しており、  日本側からの SIP での大規模実証実験への

参加呼び掛けを伝達  

（３）内閣府及び B MBF は、関係者との協議、調整を進め、自動走行技術

の研究開発に関する日独協力を具体化  

・今後の具体的な日独研究協力の基盤となるよう検討を推進  
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・ 2017 年前半に最初の具体的な協議を開始  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

上記を受け、政府間会議及び各個別研究分野の日独連携の進捗推進を図る

べく、図 1-1 -1 -1 に示す日独連携体制に基づき、 Coord ina t ing  Sec re ta r ia t  (CS)

として各会議の運営を実施した。 (2 )〜 (3 )に政府間会議の運営内容について記

す。  

 

図 1 -1 -1-1 日独連携体制  

  

Structure of Japanese-German Research 
Co-operation (Proposal)

Steering Committee
Japan: ________(CAO)

Germany: ________(BMBF)

Coordinating Secretariat
Japan:________ (________)

Germany: ________ (________)

Research Team 1 Research Team 2 Research Team 3 ・・・・

Supporting 
WorkshopExpert Workshop:

Communication and open 
discussion
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(2 )  内閣府が実施する政府間会議  

内閣府がドイツ連邦教育研究省（ BMB F）と実施する会議（ Web 会議）につ

いて、各種運営を実施した。実施した会議内容は表 1 -1 -1 -1 の通り。  

 

表 1 -1 -1-1 日独連携政府間会議の実施内容  

日時  参加者  会議内容  

2019 /8 /23  

17:30 -18 :30  

（ドイツ側とは

電話回線により

接続）  

（日本側）  

内閣府・古賀企画官・村田氏  

東京大学・鹿野島  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich 

(Depu ty  Di rec tor ) ,  D iv i s ion  512 

他 1 名  

＜会議内容＞  

・個別分野

（ Cyber secur i ty、 Safe ty  

Assu rance）の今後の連携の

進め方  

・ SIP-adus  Workshop に際

しての日独ワークショップ

開催について  

2019 /10 /9  

12:00 -15 :00  

＠ドイツ B MBF

会議室（ボン）  

（日本側）  

内閣府・古賀企画官  

在独大・上田書記官  

東京大学・鹿野島  

（ドイツ側）  

Dr.  He rber t  Ze ise l  (Deputy  

Direc tor -Gene ra l  o f  the  

Direc to ra te  51  -  Resea rch  for  

Dig i t a l  Trans fo rma t ion , 

Fede ra l  Min is t ry  o f  E duca t ion  

and  R esearch )  

Mr.  S te fan  Mengel  (D i rec to r ) ,  

D iv is ion  512  -  E lec t ron ic s  and  

Autonomous  Dr iv ing ,   

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512  

Mr.  Ingo  Hö l l e in ,  D iv i s ion  513 ,  

Communica t ion  and  Secu r i ty  o f  

Dig i t a l  Sys tems  in  cha rge  o f  

cybe rsecu r i ty   

＜会議内容＞  

・個別分野（ Human  

Fac to rs、社会経済インパク

ト）の進捗状況の共有  

・個別分野

（ Cyber secur i ty、 Safe ty  

Assu rance）の今後の連携の

進め方  

・ SIP-adus  Workshop に際

しての日独ワークショップ

開催について  
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Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

2019 /10 /30  

18:30 -19 :20  

（ドイツ側とは

電話回線により

接続）  

（日本側）  

内閣府古賀企画官・村田氏  

東京大学・鹿野島  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・ SIP-adus  Workshop に併

せて実施するステアリング

会議及び専門家ワークショ

ップについて  

2019 /11 /15  

14:00 -15 :00  

@メルパルク東

京 6F ラルミエ

ール会議場  

（日本側）  

葛巻 PD ほか  

（ドイツ側）  

Dr.  He rber t  Ze ise l ,  Deputy  

Direc to r  Genera l  “R esearch  fo r  

Dig i t a l  Trans fo rma t ion”  a t  t he  

Fede ra l  Min is t ry  o f  E duca t ion  

and  R esearch  (BMBF)  ほか  

＜会議名称＞  

2nd  S tee r ing  C ommit t ee  

Mee t ing  

Japanese -German Research  

Coope ra t ion  on  Connec ted  

and  Au toma ted  D r iv ing  

（表 1 -1 -1 -2）  

2020 /3 /2 4  

18:30 -19 :30  

（ドイツ側とは

電話回線により

接続）  

（日本側）  

内閣府古賀企画官・村田氏、

NEDO 田中氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・個別分野

（ Cyber secur i ty、 Safe ty  

Assu rance）の今後の評価に

向けた進め方  

・次回ステアリング会議の

議題内容、日程について  

 

2020 /4 /16  

17:30 -18 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、村田氏

NEDO・田中氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回ステアリング委員会

の日程、議題、参加者の論

議  

・新規連携分野（ Safe ty  

Assu rance ,  Cyber secu r i ty）

の連携提案の評価  
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2020 /5 /11  

17:30 -18 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、村田氏

NEDO・田中氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回ステアリング委員会

開催に向けた準備状況の確

認（出席者状況、資料準備

状況、当日の運営方法等）  

 

2020 /5 /29  

17:30 -19 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

葛巻 PD ほか  

（ドイツ側）  

Dr.  He rber t  Ze ise l ,  Deputy  

Direc to r  Genera l  “R esearch  fo r  

Dig i t a l  Trans fo rma t ion”  a t  t he  

Fede ra l  Min is t ry  o f  E duca t ion  

and  R esearch  (BMBF)  ほか  

＜会議名称＞  

3rd  S tee r ing  Commi t tee  

Mee t ing   

Japanese -German Research  

Coope ra t ion  on  Connec ted  

and  Au toma ted  D r iv ing  

（表 1 -1 -1 -3）  

2020 /9 /11  

16:00 -17 :00  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、村田、

NEDO・田中氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・ SIP-adus  Workshop  2020

の情報共有  

・次回 Exper t  workshop に

向けた内容論議  

2020 /10 /1  

17:30 -18 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、村田氏

NEDO・田中氏、池田氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・ SIP-adus  Workshop  2020

の情報共有  

・次回 Exper t  workshop の

日程、議題、参加者の論議  

2020 /10 /12  

16:30 -17 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、村田氏

NEDO・田中氏、池田氏  

東京大学・梅田  

＜会議内容＞  

・次回 Exper t  workshop 開

催の進め方に関する論議
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（ドイツ側）  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

（参集依頼先、発表者、当

日の運営方法等）  

2020 /12 /18  

18:00 -19 :00  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、村田氏

NEDO・田中氏、池田氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回ステアリング委員会

開催に向けた日程、内容の

論議  

・日米欧三極会議での

Expe r t  workshop 報告に関

する相談  

2021 /4 /26  

16:30 -17 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、杉山氏

NEDO・田中氏、池田氏、舟橋

氏、東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・日米欧三極会議への対応  

・次回ステアリング委員会

の日程、議題、参加者の論

議  

2021 /5 /17  

16:30 -17 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、杉山氏

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回ステアリング委員会

開催に向けた議題案の論議  

2021 /6 /14  

16:30 -17 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、杉山氏

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

＜会議内容＞  

・次回ステアリング委員会

開催に向けた準備状況の確

認（出席者状況、資料準備

状況、当日の運営方法等）  
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Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

2021 /6 /25  

17:00 -19 :00  

（Web 会合）  

（日本側）  

葛巻 PD ほか  

（ドイツ側）  

Dr.  He rber t  Ze ise l ,  Deputy  

Direc to r  Genera l  “R esearch  fo r  

Dig i t a l  Trans fo rma t ion”  a t  t he  

Fede ra l  Min is t ry  o f  E duca t ion  

and  R esearch  (BMBF)  ほか  

＜会議名称＞  

4th  S tee r ing  Commi t tee  

Mee t ing   

Japanese -German Research  

Coope ra t ion  on  Connec ted  

and  Au toma ted  D r iv ing  

（表 1 -1 -1 -4）  

2021 /8 /24  

16:00 -17 :00  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・大口、梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回 Exper t  workshop に

向けた内容論議  

・ SIP-adus  Workshop  2021

の情報共有  

 

2021 /9 /21  

15:30 -16 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・大口、鈴木、梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回 Exper t  workshop に

向けた議題案、開催日程の

論議  

・ SIP-adus  Workshop  2021

の情報共有  

2021 /10 /26  

15:30 -16 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・大口、鈴木、梅田  

（ドイツ側）  

＜会議内容＞  

・次回 Exper t  workshop 開

催の進め方に関する論議  

・日独連携研究テーマの継

続に関する論議  
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Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

・ SIP-adus  Workshop  2021

の情報共有  

2021 /11 /25  

17:00 -18 :00  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・大口、鈴木、梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回 Exper t  workshop 開

催に向けた準備状況の確認  

・今後の日独連携活動に向

けた論議  

2022 /2 /18  

17:00 -18 :00  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・大口、鈴木、梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  S te fan  Menge l  ( Head  o f  

Div is ion  512 ) ,  BMB F  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  (Depu ty  

Direc to r ) ,  D iv is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回ステアリング委員会

開催に向けた日程、内容の

論議  

・今後の日独連携活動に向

けた論議  

2022 /3 /15  

17:00 -18 :00  

（Web 会合）  

 

（日本側）  

葛巻 PD ほか  

（ドイツ側）  

Dr.  He rber t  Ze ise l ,  Deputy  

Direc to r  Genera l  “R esearch  fo r  

Dig i t a l  Trans fo rma t ion”  a t  t he  

Fede ra l  Min is t ry  o f  E duca t ion  

and  R esearch  (BMBF)  ほか  

＜会議名称＞  

5th  S tee r ing  Commi t tee  

Mee t ing   

Japanese -German Research  

Coope ra t ion  on  Connec ted  

and  Au toma ted  D r iv ing  

（表 1 -1 -1 -5）  

 

2022 /5 /20  

15:00 -16 :00  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏  

NEDO・舟橋氏、宇木氏、東京  

＜会議内容＞  

・次回日独連携 B i- la te ra l

会合に向けた対応  
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大学・大口、鈴木、梅田  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich ,  D iv is ion  

512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

・日独連携共同 Brochure

の進め方  

2022 /6 /3  

13:30 -15 :00  

@DLR s i t e  

Ber l in -

Adle rsho f ,  

Germany  

（日本側）  

葛巻 PD、経済産業省・福永氏、

芝氏、東京大学・大口、梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  S te fan  Menge l ,  Head  o f  

Div is ion  512 ,  BMBF  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich ,  D iv is ion  

512 ,  BMBF  

Mr.  Marco  Schu ld t ,  B MWK  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

日独連携 B i- l a te ra l 会合  

＜会議内容＞  

・今後の日独連携活動継続

に向けた論議  

・日独連携共同 Brochure

のスケジュール確認  

・ SIP-adus  Workshop  2022

への登壇依頼  

2022 /8 /31  

16:30 -17 :30  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・木村参事官、杉山氏

NEDO・舟橋氏、宇木氏、東京

大学・大口、鈴木、梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  S te fan  Menge l ,  Head  o f  

Div is ion  512 ,  BMBF  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich ,  D iv is ion  

512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次期 SIP に関する情報共

有  

・今後の日独連携活動継続

に向けた論議  

2022 /10 /11  

12:30 -13 :00  

@同志社大学  

（日本側）  

葛巻 PD、筑波大学・石田、ホ

ンダ・樋山、内閣府・植木参

事官、木村参事官、杉山氏、

東京大学・須田、大口、鈴

木、梅田  

（ドイツ側）  

SIP 第 3 期「スマートモビ

リティプラットフォームの

構築」メンバーとの非公式

会合  

＜会議内容＞  

・今後の日独連携活動継続

に向けた論議  
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Dr.  S te fan  Menge l ,  Head  o f  

Div is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  L otha r  Menn icken ,  German  

Embassy  Tokyo  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

2022 /10 /14  

13:00 -14 :30  

@ANA クラウン

プラザホテル京

都  

（日本側）  

葛巻 PD、杉本 SPD、近藤

SPD、内閣府・木村参事官、杉

山氏、経済産業省・福永氏、

NEDO・田中氏、舟橋氏、宇木

氏、東京大学・大口、鈴木、

梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  S te fan  Menge l ,  Head  o f  

Div is ion  512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

日独連携 B i- l a te ra l 会合  

＜会議内容＞  

・次回ステアリング委員会

に向けた調整  

・今後の日独連携活動継続

に向けた論議  

・日独連携共同 Brochure

の状況確認  

2023 /1 /13  

17:00 -18 :00  

（Web 会合）  

（日本側）  

内閣府・木村参事官、杉山氏、

平岡氏、経済産業省・福永氏、

NEDO・田中氏、舟橋氏、宇木

氏、東京大学・鈴木、梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  S te fan  Menge l ,  Head  o f  

Div is ion  512 ,  BMBF  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich ,  D iv is ion  

512 ,  BMBF  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

＜会議内容＞  

・次回ステアリング委員会

の議題案、進め方の論議  

・今後の日独連携活動継続

に向けた論議  

2023 /1 /31  

17:00 -18 :00  

(@BMBF B onn  +  

Web 会合 )  

（日本側）  

葛巻 PD ほか  

（ドイツ側）  

Dr.  S te fan  Menge l ,  Head  o f  

Div is ion  512 ほか  

＜会議名称＞  

6th  S tee r ing  Commi t tee  

Mee t ing   
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Japanese -German Research  

Coope ra t ion  on  Connec ted  

and  Au toma ted  D r iv ing  

（表 1 -1 -1 -6）  

2023 /1 /31  

18:15 -19 :30  

(@BMBF B onn  +  

Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・木村参事官、  

経済産業省・福永氏、  

在独大・鈴木書記官、  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  S te fan  Menge l ,  Head  o f  

Div is ion  512 ,  BMBF  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich ,  D iv is ion  

512 ,  BMBF  

Mr.  E rns t  S töck l -Puka l l ,  

D iv is ion  IV A 3 ,  BMWK  

Dr.  O le  Hi tzemann ,  D iv i s ion  

513 ,  BMBF  

Dr.  Chr i s t ine  Fey,  D iv is ion  721 ,  

BMBF  

Mr.  Hans -Gerha rd  Reh ,  Div i s ion  

214 ,  BMBF  

Dr.  L otha r  Menn icken ,  German  

Embassy  Tokyo  

Dr.  B ea te  Mül le r,  VD I /VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

Kai  B en jamin  Le iner,  VDI/VDE 

Innova t ion  +  Techn ik  GmbH  

日独連携 B i- l a te ra l 会合  

＜会議内容＞  

・今後の日独連携活動継続

に向けた論議  
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(3 )  日独連携 Stee r ing  Commi t t ee 会議  

日独連携プロジェクトの計画提案の承認、進捗状況・成果確認や、日独双方で

実施している自動運転関連プロジェクトの情報共有等を目的として、日独連携

Steer ing  Commi t tee 会議が開催され、その運営（一部支援）を行った。期間中に

開催された第 2 回〜第 6 回の会議概要は表 1 -1 -1-2〜 1-1 -1 -6 の通り。  

 

表 1 -1 -1-2 第 2 回 Steer ing  Commi t tee 会議概要   

 

日時： 2019 年 11 月 15 日  

場所：メルパルク東京 6F ラルミエール会議場  

参加者：  

ドイツ： BMBF：連邦教育研究省（議長： Depu ty  Di rec tor  Genera l  Ze i se l 氏、

Fr ied r ich 氏）、BMWi：連邦経済エネルギー省、ドイツ連邦共和国大

使館東京、 VDI /VDE-IT（ Coord i na t ing  Sec re ta r ia t）  

日本：内閣府（議長：葛巻 PD、有本サブ PD、垣見参事官、古賀企画官他）、

警察庁、総務省、内閣官房、東京大学（大口、鹿野島他、Coord ina t ing  

Sec re ta r ia t）、 NEDO  

主な議事：  

⚫  現在の日独連携状況の確認  

⚫  新規連携プロジェクト（ Safe ty  A ssurance、Cyber secur i ty）に関する論

議  

⚫  その他、将来の日独連携プロジェクトについての議論  

⚫  次回ステアリング会議の日程  

結果概要：  

⚫  新規連携プロジェクト（ Safe ty  Assu rance、Cyber secu r i ty）については、

昨年度使用した提案書のフォーマットを使用し、専門家間で具体的な

連携方法の論議を進める。  

⚫  具体的な検討を進めるにあたり、分野毎の専門家窓口のリストを日独

双方で作成し、交換する。  

⚫  次回ステアリング会議は新規連携プロジェクト（ Safe ty  Assu rance、

Cyber secu r i ty）の提案書を受け、開催を検討する。  
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表 1 -1 -1-3 第 3 回 Steer ing  Commi t tee 会議概要  

 

日時： 2020 年 5 月 29 日  

場所：Web 会議  

参加者：  

ドイツ： BMBF：連邦教育研究省（議長： Depu ty  Di rec to r  Genera l ,  Z e ise l 氏、

Fr ied r ich 氏）、BMWi：連邦経済エネルギー省、ドイツ連邦共和国大

使館東京、 VDI /VDE-IT（ Coord i na t ing  Sec re ta r ia t）  

日本：内閣府（議長：葛巻 PD、有本サブ PD、垣見参事官、古賀参事官他）、

経 済 産 業 省 、 在 独 日 本 大 使 館 、 東 京 大 学 （ 大 口 、 鹿 野 島 、 梅 田 、

Coord ina t ing  Sec re t a r ia t）、 NEDO  

主な議事：  

⚫  現 在 の 日 独 連 携 状 況 の 確 認 （ Human Fac tor s ,  Impac t  Assessmen t  o f  

Soc io -economic  Bene f i t s）  

⚫  新規連携プロジェクト（ Safe ty  A ssurance、Cyber secur i ty）に関する提

案書評価結果と承認に向けた議論  

⚫  その他、将来の日独連携についての議論  

結果概要：  

⚫  既に連携をスタートさせている 2 分野について、日独専門家より状況

説明を行い、進捗状況を確認した。一部 COVID-19 による影響が出て

いるものの、日独双方で活動が進捗していることを確認した。  

⚫  新規連携プロジェクト（ Safe ty  A ssu rance、 Cyber secur i ty）について、

提出された日独連携提案書に基づき、連携プロジェクトの内容評価と

審議を行った。結果、両分野とも非常に重要な分野であり緊急性のあ

る内容、ということで提案内容に基づき連携を開始することで承認さ

れた。  

⚫  ドイツ側調整事務局より、次のステップとして今回承認した Safe ty  

Assu rance と Cyber secur i ty について、 SIP -adus  Workshop  2020 の時期

を想定した第 4 回日独専門家ワークショップ開催の提案があり、本提

案内容を基に検討を進めることで合意した。   
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表 1 -1 -1-4 第 4 回 Steer ing  Commi t tee 会議概要   

 

日時： 2021 年 6 月 25 日  

場所：Web 会議  

参加者：  

ドイツ： BMBF：連邦教育研究省（議長： Depu ty  Di rec to r  Genera l ,  Z e ise l 氏、

Fr ied r ich 氏他）、BMWi：連邦経済エネルギー省、ドイツ連邦共和国

大使館東京、 VDI /VD E-IT（ Coord ina t ing  Secre ta r i a t）他  

日本：内閣府（議長：葛巻 PD、各サブ P D、垣見参事官、古賀参事官他）、在

独日本大使館、東京大学（大口、鈴木、梅田）、 NEDO 他  

主な議事：  

⚫  現在の日独連携状況の確認（ Human  Fac tors ,  Safe ty  Assurance）  

⚫  ドイツでの Safe ty  Assurance 関係のプロジェクト紹介  

⚫  SIP -adus 東京臨海部実証実験の成果紹介  

結果概要：  

⚫  Human  Fac tor s と Safe ty  Assu rance の 2 分野について日独専門家より

状況説明を行った。両分野とも日独メンバー間で信頼関係を構築し、

活動が進捗していることを確認した。  

⚫  ドイツ側より、 BMWi が進めている PEGASUS Fami ly プロジェクト

（ VV-Methods ,  SET L eve l）と、 B MBF が進めている UNICARagi l プロ

ジェクトの紹介があった。  

⚫  日本側より、 20 年度に実施した SIP-adus 東京臨海部実証実験の成果

について紹介した。  

⚫  両議長より、日独連携の進捗状況が確認できたことは非常に有益との

コメントがあり、今後も継続して日独連携を進めていくことを確認。  
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表 1 -1 -1-5 第 5 回 Steer ing  Commi t tee 会議概要  

 

日時： 2022 年 3 月 15 日  

場所：Web 会議  

参加者：  

ドイツ： BMBF：連邦教育研究省（議長： Depu ty  Di rec to r  Genera l ,  Z e ise l 氏、

Menge l 氏、 F r ied r ich 氏他）、 B MWK：連邦経済・気候保護省、ドイ

ツ連邦共和国大使館東京、 VDI /VDE-IT（ Coord ina t ing  Sec re t a r ia t）  

日本：内閣府（議長：葛巻 PD、各サブ PD、福島参事官他）、在独日本大使館、

東京大学（大口、鈴木、梅田）、 NEDO 他  

主な議事：  

⚫  来年度以降の日独連携継続に向けた状況説明  

⚫  現在の日独連携プロジェクトのステータス確認  

⚫  現在の日独連携活動の今後に向けた論議  

結果概要：  

⚫  来年度以降の日独連携活動に関し、日独双方より現在の状況を説明、

今後も日独連携の継続に向け、継続して議論していくことを確認した。 

⚫  現在の日独連携活動の成果として、連携４プロジェクトの成果をまと

めた B rochu re を作成・公表すべく、今後具体的なスケジュール含め検

討を進める。  

⚫  6 月の V IVID 共同シンポジウム（＠独ベルリン）、 10 月の SIP -adus  

Worksho p（＠京都）の機会を捉え、対面会議の可能性を検討する。  

⚫  ドイツ（ BMBF）側の体制として、今まで共同議長を務めてきたサイ

ゼル次長が 2022 年 4 月で退任し、後任として Ste fan  Menge l 氏が着任

することがアナウンスされた。  
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表 1 -1 -1-6 第 6 回 Steer ing  Commi t tee 会議概要  

 

日時： 2023 年 1 月 31 日  

場所：独 Bonn 連邦教育研究省  A1 棟  1168 号室＋Web 会議  

参加者：  

ドイツ：BMBF：連邦教育研究省（議長：Menge l 氏、F r ied r ich 氏他）、BMWK：

連邦経済・気候保護省、ドイツ連邦共和国大使館東京、VDI /VDE-IT

（ Coord ina t ing  Sec re t a r ia t）  

日本：内閣府（議長：葛巻 PD、各サブ PD、木村参事官他）、在独日本大使館、

東京大学（大口、鈴木、梅田）、 NEDO 他  

主な議事：  

⚫  これまでの日独連携活動の振り返り  

⚫  日独連携成果に関する共同ステートメントの承認  

結果概要：  

⚫  現体制では最後となる Stee r ing  Commi t tee を開催。  

⚫  調整事務局よりこれまでの連携活動の概要と成果を報告し、キーパー

ソンより総括コメントをいただいた。これまでの成果に対する評価と、

今後の日独連携活動の継続を期待するコメントが多く寄せられた。  

⚫  最後に、これまでの日独連携成果を記載した共同ステートメントを承

認し、現体制での日独連携活動を終了した。  
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(4 )  日独連携テーマ別窓口担当者リストの作成、ドイツ側との交換  

2019 年 11 月に実施した日独連携政府間会議において、新規連携テーマの専

門家間による提案を進めるにあたり、各テーマの窓口担当者リストを日独双方

で作成し、交換することとした。それに伴い、今までの日独連携テーマ含めた

リストを作成、ドイツ側と交換した。リストの内容は表 1 -1 -1-7 の通り。  

 

表 1 -1 -1-7  日独連携テーマ別窓口担当者リスト（ 2019 年 12 月時点）  

Japan  

S u b j e c t    N a m e  e - m a i l  Te l  P o s i t i o n  A f f i l i a t i o n  

O v e r a l l  

C o o r d i n a t e  

M a i n  M r .  M a n a b u  U m e d a          P r o j e c t  R e s e a r c h e r  T h e  U n i v e r s i t y  o f  To k y o  

S u b  M r .  Ya s u y u k i  K o g a          C o u n s e l l o r  C a b i n e t  O f f i c e ,  G o v.  o f  J a p a n  

S u b  M r .  H i r o y a s u  Wa t a n a b e          P r o j e c t  M a n a g e r  N E D O  

I m p a c t  

A s s e s s m e n t  

M a i n  P r o f .  Ta k a s h i  O g u c h i          P r o f e s s o r  T h e  U n i v e r s i t y  o f  To k y o  

S u b  P r o f .  H i r o a k i  M i y o s h i          P r o f e s s o r  D o s h i s h a  U n i v e r s i t y  

H u m a n  

F a c t o r s  

M a i n  D r .  S a t o s h i  K i t a z a k i          D i r e c t o r  A I S T  

S u b  D r .  M a k o t o  I t o h          P r o f e s s o r  U n i v e r s i t y  o f  Ts u k u b a  

C y b e r  

S e c u r i t y  

M a i n  M r .  S h i g e r u  U e h a r a          P r o j . G e n . M a n a g e r  To y o t a  M o t o r  C o r p o r a t i o n  

S u b  P r o f .  Ts u t o m u  

M a t s u m o t o  

        P r o f e s s o r  Yo k o h a m a  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  

S a f e t y  

A s s u r a n c e  

M a i n  M r .  S a t o s h i  Ta n i g u c h i          G r o u p  M a n a g e r  To y o t a  M o t o r  C o r p o r a t i o n  

S u b  P r o f .  H i d e o  I n o u e          P r o f e s s o r  K a n a g a w a  I n s t i t u t e  o f  Te c h n o l o g y  

Germany  

S u b j e c t    N a m e  e - m a i l  Te l  P o s i t i o n  A f f i l i a t i o n  

O v e r a l l  

C o o r d i n a t e  

M a i n  D r .  B e a t e  M ü l l e r          G r o u p  l e a d e r  V D I / V D E  I n n o v a t i o n  a n d  

Te c h n o l o g y  G m b H  S u b  D r .  K o n s t a n t i n  K o n r a d          P r o j e c t  m a n a g e r  

I m p a c t  

A s s e s s m e n t  

M a i n  D r .  C h r i s t i n e  E i s e n m a n n          G r o u p  l e a d e r  D L R  

S u b  P r o f .  To b i a s  K u h n i m h o f          P r o f e s s o r  RW T H  A a c h e n  U n i v e r s i t y  

H u m a n  

F a c t o r s  

M a i n  P r o f .  K l a u s  B e n g l e r          P r o f e s s o r  Te c h n i c a l  U n i v e r s i t y  M u n i c h  

S u b  P r o f .  J o s e f  K r e m s          P r o f e s s o r  Te c h n i c a l  U n i v e r s i t y  C h e m n i t z  

C y b e r  

S e c u r i t y  

M a i n  P r o f .  F r a n k  K a r g l          P r o f e s s o r  U n i v e r s i t y  U l m  

S u b  M r .  J o c h e n  K o s z e s c h a  

 

        D i r e c t o r  F u n d i n g  

P r o j e c t s  &  C o o r d i n a t i o n  

I n f i n e o n  Te c h n o l o g i e s  A G  

S a f e t y  

A s s u r a n c e  

M a i n  P r o f .  M a t t h i a s  H e i n          P r o f e s s o r  T U  I l m e n a u  

S u b  P r o f .  H e r r m a n n  Wi n n e r          P r o f e s s o r  T U  D a r m s t a d t  
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1.1.2  日独連携共同 Brochure の作成  

2022 年 3 月に実施した第 5 回日独連携 Steer ing  Commi t tee 会議にて、これ

までの日独連携活動について、各連携プロジェクトの活動成果をまとめた共

同 Brochu re を作成することで合意、 Brochure の作成を行った。  

Brochure の作成にあたっては、ドイツ側と合意した英語版に加え、広く日

本の関係者にも周知すべく日本語版を別途作成し（図 1-1-2-1）、 2023 年 3 月

に開催された SIP -adus 最終成果発表会にて配布を行った。  

 

図 1 -1 -2-1  日独連携共同 B rochu re（日本語版）  
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1.1.3  日 EU 連携ストラクチャの構築  

(1 )  日 EU 連携の背景  

欧州における自動運転分野の研究では、欧州委員会が進める研究開発・イノ

ベーション枠組みプログラムである Hor izon2020 において、米国、アジア・オ

セアニア等の海外との連携を推奨している。  

SIP -adus では、2018 年 4 月に SIP -adus 葛巻 PD と欧州委員会研究・イノベー

ション総局（ DG-RTD）との間で意見交換会を実施したのを機に、欧州委員会と

日 EU 連携の形を検討してきた。  

2019 年 11 月に実施した欧州委員会との個別会合にて、正式な Twinning によ

る連携（公募段階からの調整）は長時間を要し実行が困難なことから、SIP-adus

のプロジェクト期間（ 2018−22 年度）も考慮して、既存の自動運転関連の EU プ

ロ ジ ェ ク ト と の 連 携 を 探 索 す る こ と と し た 。 そ の 後 SIP-adus に 関 連 す る

Horizon  2020 のプロジェクトリストを欧州委員会より受領し、具体的な日 EU

連携のプロジェクト候補の検討を行ってきた。  

 

(2 )  日 EU 連携ストラクチャ  

 継続的な日 EU 連携の枠組みとして、日 EU 各プロジェクト間での連携をベ

ースとし、事務局間でプロジェクト間の連携状況をモニター、サポートする体

制を核とした日 EU 連携ストラクチャ案を作成し（図 1-1-3-1）、 2020 年 5 月に

欧州委員会側に提示、 2020 年度内に最終合意した。  

 

図 1 -1 -3-1 日 EU 連携ストラクチャ  
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1.1.4   欧州委員会との事務局間会合の開催運営  

日 EU 連携のプロジェクト連携検討状況を把握し、連携活動を推進するため、

1 .1 .3 項で構築した欧州委員会との連携ストラクチャに基づき、欧州委員会研

究・イノベーション総局（ DG-RTD）との事務局レベルでの定期会合を 2020 年

5 月より開始した。  

欧州委員会との事務局レベルの定期会合は開始以降、年 3 -4 回のペースで開

催され、調整事務局として会合の開催運営を行った。  

実施した会議内容は表 1 -1 -4-1 の通り。  

 

表 1 -1 -4-1 欧州委員会（ DG-RTD）との事務局会合実施内容  

日時  参加者  主な会議内容  

2020 /5 /8  

16:00 -17 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、松本氏  

東京大学・梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  

Dr.  Tom A lk im (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD ),   

Dr.  Tom Kuczynsk i  (D elega t ion  o f  

the  EU to  Japan )  

・日 EU 連携プロジェクト

の検討状況確認  

・日 EU 連携スキームの論

議  

・今後の定期的な事務局間

会合の開催について  

2020 /7 /17  

16:00 -17 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、松本氏  

NEDO・田中氏  

東京大学・大口、鹿野島、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  

Dr.  Tom A lk im (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD )  

・ COVID-19 の状況確認  

・ SIP-adus  Workshop  2020

の情報共有と Keyno te  

speech の登壇依頼  

・日 EU 連携プロジェクト

の状況確認  

 

2020 /10 /2  

16:00 -17 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、松本氏  

NEDO・田中氏、池田氏  

東京大学・大口、鹿野島、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  

・ COVID-19 の状況確認  

・ SIP-adus  Workshop  2020

の情報共有と Keyno te  

speech の状況確認  

・日 EU 連携プロジェクト

の状況確認  
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Dr.  Tom A lk im (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD ),   

Dr.  Tom Kuczynsk i  (D elega t ion  o f  

the  EU to  Japan )  

・ Annua l  S ta tu s  Repo r t 作成

に向けた相談  

2020 /12 /2  

18:30 -19 :30  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、松本氏  

NEDO・田中氏、池田氏  

東京大学・大口、鹿野島、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  

Dr.  Tom A lk im (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD ),   

Dr.  Gediminas  Ramanauskas ,  

Dr.  Tom Kuczynsk i  (D elega t ion  o f  

the  EU to  Japan )  

・最近の活動状況確認  

・日 EU 連携プロジェクト

の状況確認  

・ Annua l  S ta tu s  Repo r t の内

容論議  

・ 2021 年 ITS 世界会議に

向けたジョイントセッショ

ン提案の論議  

2021 /1 /15  

17:00 -18 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、松本氏  

NEDO・田中氏、池田氏  

東京大学・大口、鹿野島、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  

Dr.  Tom A lk im (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD )  

・最近の活動状況確認  

・日 EU 連携プロジェクト

の状況確認  

・ Annua l  S ta tu s  Repo r t 最終

化にむけた内容確認  

・ 2021 年 ITS 世界会議ジ

ョイントセッション提案に

関する内容論議  

・ Annua l  Repo r t  Mee t ing の

開催に向けた相談  

2021 /2 /12  

17:00 -18 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、松本氏  

NEDO・田中氏、池田氏  

東京大学・大口、鹿野島、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  

Dr.  Tom A lk im (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD )  

・最近の活動状況確認  

・ Annua l  Repo r t  Mee t ing の

開催時期、議題、参加者に

関する論議  

・ 2021 年 ITS 世界会議ジ

ョイントセッション提案内

容の確認  

2020 /3 /4  

18:00 -19 :00  

（日本側）  

内閣府・古賀参事官、松本氏  

・ Annua l  Repo r t  Mee t ing 開

催に向けた準備状況の確認
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(Web 会合 )  NEDO・田中氏、池田氏  

東京大学・大口、鹿野島、梅田  

（欧州側）  

Dr.  Tom A lk im (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD ),  

Dr.  Tom Kuczynsk i  (D elega t ion  o f  

the  EU to  Japan )  

（出席者状況、資料準備状

況、当日の論議内容等）  

 

2021 /9 /7  

16:00 -17 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏、

平岡氏  

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・大口、鈴木、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  

Dr.  Tom A lk im,  Ms.  Suzanna  

Kraak  (E uropean  Commiss ion ,  

DG-RTD),   

Dr.  Tom Kuczynsk i  (D elega t ion  o f  

the  EU to  Japan )  

・日 EU 連携プロジェクト

の進捗状況確認  

・ ITS 世界会議での日 EU

ジョイントセッションの論

議  

・ SIP-adus  Workshop の状

況確認  

2021 /10 /28  

16:00 -17 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏、

平岡氏  

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・大口、鈴木、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  

Dr.  Tom A lk im (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD )  

・日 EU 連携プロジェクト

の進捗状況確認  

・ ITS 世界会議での日 EU

ジョイントセッション結果

共有  

・ SIP-adus  Workshop の状

況確認  

・ 2021 年 Annua l  S ta tus  

Repor t 作成に向けた相談  

2022 /1 /31  

17:00 -18 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏、

平岡氏  

NEDO・池田氏、舟橋氏  

東京大学・大口、鈴木、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  Ms .  Suzanna  

・日 EU 連携プロジェクト

の進捗状況確認  

・ 2021 年 Annua l  S ta tus  

Repor t の内容確認  

・ 2022 年 ITS 世界会議で

の日 EU ジョイントセッシ

ョンに向けた論議  
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Kraak  (E uropean  Commiss ion ,  

DG-RTD),  

Dr.  R amanauskas ,  D r.  Kuczynsk i  

(De lega t ion  o f  the  EU  to  Japan)  

・ 2022 年の日 EU 連携活動

について  

2022 /4 /8  

17:00 -18 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・福島参事官、杉山氏  

NEDO・田中氏、舟橋氏、宇木

氏、東京大学・大口、鈴木、梅

田  

（欧州側）  

Mr.  Ludge r  Rogge ,  Mr.  Andrea  De  

Cand ido ,  Ms.  Suzanna  Kraak  

(Eu ropean  C ommiss ion ,  DG -RTD)  

・ Hor izon  E urope プロジェ

クトの内容紹介  

・次期 SIP の情報共有  

・ ITS 世界会議での日 EU

ジョイントセッションの内

容確認  

2022 /5 /31  

11:00-12 :00  

（日本側）  

東京大学・大口、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Andrea  De  Cand ido ,  

Ms.  Suzanna  K raak  (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD ) ,  

Dr.  S tephane  Drehe r  (ERTICO)  

・日 EU 連携活動の経緯説

明  

・ ITS 世界会議での日 EU

ジョイントセッションの内

容論議  

・ SIP-adus  Workshop に向

けた状況確認  

2022 /9 /7  

17:00 -18 :00  

(Web 会合 )  

（日本側）  

内閣府・木村参事官、平岡氏  

NEDO・田中氏、舟橋氏、宇木

氏、東京大学・大口、鈴木、梅

田  

（欧州側）  

Mr.  Andrea  De  Cand ido ,  

Ms.  Suzanna  K raak  (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD ) ,  

Ms.  Anna -Mar ia  Mar tyshchuk  

(Eu ropean  C ommiss ion ,  DG -

MOVE)  

・日 EU 連携プロジェクト

の進捗状況確認  

・ ITS 世界会議での日 EU

ジョイントセッションに向

けた最終確認  

・ SIP-adus  Workshop に向

けた状況確認  

・今後の日 EU 連携活動ス

ケジュールの確認  

2022 /10 /12  

12:00 -13 :15  

（日本側）  

内閣府・葛巻 PD、木村参事官、

平岡氏、 NEDO・田中氏  

・今後の日 EU 連携の継続

向けた論議  
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東京大学・大口、鈴木、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Andrea  De  Cand ido  (E uropean  

Commiss ion ,  DG -RTD )  

Dr.  S tephane  Drehe r  (ERTICO)  

Dr.  Gediminas  Ramanauskas ,  D r.  

Tom Kuczynsk i  (De lega t ion  o f  the  

EU to  Japan )  

2022 /11 /15  

16:30 -17 :30  

（日本側）  

東京大学・大口、内村、梅田  

（欧州側）  

Mr.  Pa t r ick  Merc ie r,  Ms.  Suzanna  

Kraak  (E uropean  Commiss ion ,  

DG-RTD)  

・日本の連携窓口の紹介  

・今後の日 EU 連携活動ス

ケジュールの確認  

・ 2023 年国際会議の情報

共有  
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1.1.5   Bi-lateral ミーティングの実施と日 EU 連携活動レポートの作成  

(1 )  日 EU 連携活動レポートの作成  

 2019 年 11 月に実施した欧州委員会との打ち合わせ以降、推進してきた日 EU

連携活動に関し、１年間の活動内容をまとめたレポート（ Annual  S ta tu s  Repo r t）

を毎年作成し、発行することで欧州委員会側と合意した。  

最初のレポートは 2020 年の活動内容をまとめる形で 2021 年 1 月に発行され

た。以降、2023 年 1 月まで計 3 回のレポートを発行した。各レポートの内容は

表 1 -1 -5-1〜 1-1 -5 -3 の通り。  

 

表 1 -1 -5-1 2020 年 Annua l  S ta tus  Repo r t の内容（目次のみ掲載）  

Execu t ive  Summary  

1 .  Ac t iv i t ie s  o f  E uropean  -  Japanese  coope ra t ion  on  CAD  

2 .  P ro jec t  Co l labora t ion  Ac t iv i t ie s  

2 .1 .  Trans  A ID -  ITS Japan /UTmobI  

2 .2 .  HEADSTART -  SAKURA/DIVP  

2 .3 .  HADRIAN -  S IP -adus  Human Fac to r s  

2 .4 .  SHOW -  ITS  Japan/UTmobI  

3 .  Fu ture  poss ib i l i t ie s  

3 .1 .  Oppor tun i t ie s  f rom European  pe r spec t ive  

APPENDIX  

表 1 -1 -5-2 2021 年 Annua l  S ta tus  Repo r t の内容（目次のみ掲載）  

Execu t ive  Summary  

1 .  Ac t iv i t ie s  o f  E uropean  -  Japanese  coope ra t ion  on  CAD  

1 .1 .  Annua l  Repor t  Mee t ing  in  March  2021  

1 .2 .  B i - la te ra l  mee t ing  in  Ju ly  2021  

1 .3 .  Jo in t  s es s ion  a t  ITS Wor ld  C ongre ss  in  Hamburg  

1 .4 .  Othe r  ac t iv i t ie s  

2 .  P ro jec t  Co l labora t ion  Ac t iv i t ie s  

2 .1 .  HEADSTART -  SAKURA/SIP-adus  

2 .2 .  HADRIAN -  S IP -adus  Human Fac to r s  

2 .3 .  SHOW -  ITS  Japan/UTmobI  

2 .4 .  H i -Dr ive  -  S IP -adus  FOTs  

3 .  Fu ture  poss ib i l i t ie s  

APPENDIX  
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表 1 -1 -5-3 2022 年 Annua l  S ta tus  Repo r t の内容（目次のみ掲載）  

Foreword  

1 .  Ac t iv i t ie s  o f  E uropean  -  Japanese  coope ra t ion  on  CAD  

1 .1 .  Annua l  Repor t  Mee t ing  in  Ju ly  2022  

1 .2 .  Jo in t  s es s ion  a t  ITS Wor ld  C ongre ss  in  Los  Ange le s  

1 .3 .  S IP-adus  Workshop  in  Kyo to  

1 .4 .  Othe r  ac t iv i t ie s  

2 .  P ro jec t  Co l labora t ion  Ac t iv i t ie s  

2 .1 .  HADRIAN -  S IP -adus  Human Fac to r s  

2 .2 .  SHOW -  ITS  Japan/UTmobI  

3 .  Fu ture  poss ib i l i t ie s  

APPENDIX  

 

 

(2 )  Annua l  Repo r t  Meet in g の開催  

(1 )の Annua l  S ta tu s  Repor t の完成を受け、日 EU 連携の活動報告と今後の更

なる連携について議論するため、 Annua l  Repo r t  Mee t ing と称した H igh - leve l  

Mee t ing を開催した。  

第 1 回 Annua l  Repo r t  Mee t ing は Annua l  S ta tu s  Repo r t  2020 の発行を受け、

2021 年 3 月に開催された（表 1 -1 -5 -4）。以降、第 2 回を 2022 年 7 月（表 1 -1 -

5-5）、第 3 回を 2023 年 2 月（表 1-1-5-6）に開催し、東京大学が調整事務局と

してその開催・運営を担当した。  
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表 1 -1 -5-4 第 1 回欧州委員会との Annua l  Repo r t  Mee t ing 概要   

 

日時： 2021 年 3 月 12 日  

場所：Web 会議  

参加者：  

欧州：欧州委員会 D G-RTD：研究・イノベーション総局（議長：Head o f  Un i t ,  

F ro i ssa rd 氏）、駐日 EU 代表部  

日本：内閣府（議長：葛巻 PD、有本サブ PD、垣見参事官、古賀参事官他）、

SIP -adus 国際連携テーマリーダー、経済産業省、欧州連合日本政府代

表部、東京大学（大口、鹿野島、梅田）、 NEDO  

主な議事：  

⚫  SIP -adus の活動内容紹介  

⚫  欧州委員会の活動内容紹介  

⚫  “Annua l  S ta tu s  Repor t ”の概要説明  

⚫  日 EU 連携の更なる連携に向けた論議  

結果概要：  

⚫  SIP -adus、欧州委員会（ DG-RTD）双方よりお互いの取組み内容を紹介

し、最新の活動内容について情報共有を行った。欧州委員会側からは、

2021 年から新たに始まる研究・イノベーション枠組み計画（ Framework  

Prog ramme）、Hor izon  Europe の内容や Hor izon  2020 で新規に立ち上が

った 2 つのプロジェクト（ AWARD,  Hi -Dr ive）について紹介があった。  

⚫  日 EU 連携の更なる連携の方向性として、日本側よりプロジェクトで

の合同ワークショップ等の可能性を提案、一方欧州側からは今後の連

携項目として関心がある研究分野の紹介があり、欧州側で立ち上がる

新規プロジェクトに関する日本との連携について期待が寄せられた。 

⚫  今後、事務局間で更なる情報交換を行いながら継続して更なる連携の

可能性を議論する。  
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表 1 -1 -5-5 第 2 回欧州委員会との Annua l  Repo r t  Mee t ing 概要  

 

日時： 2022 年 7 月 1 日  

場所：Web 会議  

参加者：  

欧州：欧州委員会 DG-RTD：研究・イノベーション総局（ Head of  Uni t ,  F ro i ssa rd

氏、De Cand ido 氏他）、欧州委員会 DG-MOVE：モビリティ・運輸総局  

日本：内閣府（葛巻 P D、杉本 SPD、近藤 SPD、福島参事官他）、経済産業省、

東京大学（鈴木、梅田）、 NEDO  

主な議事：  

⚫  Annua l  S ta tus  Repo r t  2021 の概要説明  

⚫  Horizon  Europe の最新状況の紹介  

⚫  SIP 第 3 期の検討状況の紹介  

⚫  今後の日 EU 連携に向けた論議   

結果概要：  

⚫  Annua l  S ta tus  Repo r t  2021 の概要を説明、 2021 年の日 EU 連携活動内

容を共有した。  

⚫  欧州委員会（ DG-RT D）より Hor izon  E urope  1s t  Ca l l  (2021 )のプロジェ

クト情報と、今後 C al l 予定の研究トピック案（ 2023 ,24）について紹

介があった。また、欧州プロジェクト決定後の連携は日本側で予算確

保する必要があるため、欧州側プロジェクトの申請段階からの早期の

連携検討が望ましいとのアドバイスがあった。  

⚫  内閣府より、 SIP 第 3 期の検討状況について紹介。自動運転分野はよ

り広範囲の「スマートモビリティプラットフォームの構築」で扱う予

定であり、現在 PD 候補の下で検討中であることを共有した。  

⚫  今後の日 EU 連携について論議。欧州委員会側は次の日 EU 連携のベ

ースとなる「スマートモビリティプラットフォームの構築」に強い関

心があり、今後も継続して情報交換を行い、今後の日 EU 連携の可能

性について議論することとした。  
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表 1 -1 -5-6 第 3 回欧州委員会との Annua l  Repo r t  Mee t ing 概要  

 

日時： 2023 年 2 月 24 日  

場所：Web 会議  

参加者：  

欧州：欧州委員会 DG-RTD：研究・イノベーション総局（ Head of  Uni t ,  F ro i ssa rd

氏、De C and ido 氏、Merc ie r-H and isyde 氏他）、欧州委員会 DG -MOVE：

モビリティ・運輸総局、 E RTICO   

日本：内閣府（葛巻 P D、有本 SPD、杉本 SPD、木村参事官他）、経済産業省、

欧州連合日本政府代表部、東京大学（大口、鈴木、梅田）、 NEDO  

主な議事：  

⚫  2022 年日 EU 連携活動の報告  

⚫  Horizon  Europe 最新状況、 FAME プロジェクトの情報共有  

⚫  次期 SIP の情報共有  

結果概要：  

⚫  欧州委員会（ DG-RTD）より、2022 年 12 月に公表された Hor izon  Europe

の自動運転に関連する Work  Package  2023-24 の内容と、 2022 年に立

ち上がった 1s t  Ca l l と 2nd  Ca l l の研究プロジェクトについて説明があ

った。また、欧州での自動化モビリティの調整枠組みプロジェクト

（ FAME）の最新状況の紹介があった。  

⚫  内閣府より、2023 年 4 月より立ち上がる SIP 第 3 期「スマートモビリ

ティプラットフォームの構築」の状況説明を行った。  
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1.1.6   ITS 世界会議における欧州委員会とのジョイントセッション開催  

2020 年より具体的な活動を加速させてきた、欧州委員会との日 EU 連携活動

について、内外にその活動を広くアピールするため、 ITS 世界会議 2021（＠独

ハンブルグ）および ITS 世界会議 2022（＠米ロサンゼルス）にて、欧州委員会

とのジョイントセッションを企画し、その運営を行った。  

2021 年に実施したセッションでは、日欧双方から政府の取り組み概要、Safe ty  

Assu rance、 FOT（ Fie ld  Ope ra t iona l  Tes t）の取り組みを紹介し、その中で日 EU

連携活動についても紹介いただいた。各登壇者による主な発表内容は以下のと

おり。  

 

a .  Nat iona l  R esearch  Pro jec t  on  Automated  Driv ing  to  rea l ize  Soc ie ty  5 .0  -  SIP -

adus  in  Japan  -（内閣府  福島参事官（代理：東京大学  梅田））  

・ SIP の説明と SIP -adus の取り組み内容の紹介  

・国際連携活動として、日独・日 EU 連携活動を紹介  

 

b.  Connec ted ,  Cooperat ive  and  Automated  Mobi l i ty（欧州委員会（ DG-RTD）

Tom A lk im 氏）  

・ Susta inab le  & Smar t  Mob i l i ty  S t ra tegy、 CCAM パートナーシップの紹介  

・ Hor izon2020 の Flagsh ip プロジェクト、 Hor izon  E urope の紹介  

・国際連携活動として、日米欧の自動運転三極会議の取り組み、日 EU 連携

プロジェクトの紹介  

 

c .  Automated  Dr iv ing  Sa fe ty  A ssurance  P lat form through EU -Japan  coopera t ion  

（トヨタ自動車  谷口リーダー（代理：東京大学  梅田））  

・日本の Safe ty  Assu rance の取り組みについて、シナリオデータベース

（ SAKURA）、ヴァーチャル環境評価（ D IVP®）の内容紹介  

・ Fina l  remark として、 HEADSTART プロジェクトとの連携の話と、本成果

は欧州をはじめ世界中の専門家との連携活動によるものであることを説明  

 

d.  SAFE-UP & HEADSTART In ternat iona l  coopera t ion  wi th  Japan（ IDIADA 

Álva ro  Ar rúe 氏）  

・全ての道路ユーザーのための新しい安全ツール、技術を開発する “SAFE -

UP”プロジェクトと HEADSTART プロジェクトの内容紹介  

・日本との連携活動として、 SAKURA＆ SIP -adus プロジェクトとの連携、  

現在取り組んでいる Whi te  pape r の状況紹介  
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e .  S IP -adus  F OT in  Tokyo waterfront  area（トヨタ自動車  南方リーダー（代

理：東京大学  大口教授））    

・ SIP-adus の東京臨海部実証実験の取り組み内容紹介。実証実験には欧州

メーカーも参加  

・最後に地方部での実証実験の取り組みとして、道の駅実証実験の概要を

紹介  

 

f .  ENSEMBLE -  Enab l ing  sa fe  Mul t i -Brand Platoon ing  for Europe（ TNO 

Mar ika  Hoedemaeke r 氏）  

・ Hor izon  2020 で実施しているトラック隊列走行の大規模実証実験プロジ

ェクト、 ENSEMBLE の概要紹介  

・ 2 週間前に Fina l デモを行い、実環境で 7 つの異なるトラックメーカーで

の隊列走行を実施  

・プロジェクトは 2022 年 3 月で終了予定。 3 月にベルギーで Fina l イベン

トを実施  

 

2021 年の ITS 世界会議（＠独ハンブルグ）は、 2019 年以来約 2 年ぶりの対

面での会議開催となったが、 COVID-19 の影響で日本の登壇者が現地に出張で

きない状況となり、日 EU 連携活動の事務局を務めている東京大学が登壇予定

者のビデオメッセージを含め日本側のプレゼン内容を代理で発表する形でセ

ッションが行われた。  

2022 年の ITS 世界会議（＠米ロサンゼルス）で実施したセッションでは、

2021 年同様、日欧双方から政府の取り組み概要の紹介後、今後の連携の可能性

がある分野として Safe ty  A ssurance 分野のプロジェクトの取り組み紹介を行っ

た。各登壇者による主な発表内容は以下のとおり。  

 

g .  S trateg ic  Innovat ion  P romot ion  P rogram for Connec ted  Automated  veh ic l e  

in  Japan（ SIP -adus  葛巻 PD）  

・ SIP-adus 全体の取り組み成果を 4 つの重要テーマを中心に紹介  

・国際連携の取り組みでは、日 EU 連携のプロジェクトについて言及  

 

h.  P repara t ions  for a  nex t -phase  SIP area  on  mob i l i ty（内閣府  木村参事官）  

・ SIP 第 3 期全体の取り組み内容と、第 3 期の研究テーマ「スマートモビリ

ティプラットフォームの構築」に関する検討状況の紹介   
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i .  The  European  Approach to  In ternat iona l  Co l labora t ion  in  the  domain  of  

Automated  Road Transporta t ion（欧州委員会（ DG-RTD） Andrea  De  Cand ido

氏）  

・欧州における CCAM パートナーシップの紹介、 Hor izon  Europe の 2021 ,22  

Cal l で立ち上がる C CAM 関連プロジェクトの紹介  

・国際連携活動として、特に日本と米国との連携を重視している旨紹介、

日本との連携プロジェクトについて紹介  

 

j .  Dr iv ing  Inte l l igence  Val idat ion  P la t form (D IVP®) for ADS Safe ty  Assurance

（神奈川工科大学  井上教授）  

・ SIP-adus で行っている D IVP®の取り組み紹介  

・最後に自動運転 Safe ty  Assurance の国際標準に向けた活動を紹介  

 

k.  Introduct ion  of  SU NRISE projec t（ ICC S Chr i s t ina  Anagnos topou lou 氏）    

・ Hor izon  E urope で新たに立ち上がった Safe ty  A ssu rance に関する

「 SUNRISE」プロジェクトの紹介  

・日 EU 連携活動として、前身の HEADSTART プロジェクトでの SIP -adus、

SAKURA プロジェクトとの共同 Whi te  paper について紹介  
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1.1.7   国際連携の研究領域やスキームを調整するプロセスの整理  

海外研究機関との連携に向けた環境整備として取組んできた政府レベルで

の国際連携に関し、日独連携、日 EU 連携の取組みをベースに研究領域やスキ

ームを調整するプロセス、具体的な連携レベルの整理を行った。  

 

(1 )  政府レベルでの国際連携研究活動調整プロセス  

 国際連携の構築手法としては、 a )トップダウン方式、 b )ボトムアップ方式、

c)その他の方式、の大きく 3 つの手法が考えられる。  

 各手法による調整プロセスのフローを図 1 -1 -7 -1〜 1-1-7-3 に示す。 a)トップ

ダウン方式では、政府間での連携活動に関する公式な決定を受け、事務局レベ

ル会合により連携の枠組みをまず整え、その後専門家含めた具体的な連携活動

内容の調整、合意を行っていく。一方、 b)ボトムアップ方式では、研究者が個

別に活動している協力、連携体制をベースに、この連携体制を政府間の協定と

して位置づけていく形となる。c )その他の方式は、想定される形の一つとして、

上記二つの手法の中庸的な形が考えられ、政府間で公式な協定等は結ばないも

のの、ある程度トップダウン的に政府間で連携の合意を取りつつ、具体的な連

携活動内容は専門家間ベースで決めていくような形が考えられる。  

なお、連携の形態は互いの研究プロジェクト期間やファンディングスキーム

等によって異なると考えられるため、連携に向けては早期の段階で互いの状況

を考慮した連携スキームを作成し、合意することが重要である。  
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図 1 -1 -7-1 トップダウン方式による国際連携研究活動の調整プロセス  

連携に向けた枠組み調整  

・調整窓口の決定  

・連携規模、研究領域、意思決定者、ファンディングス
キーム等の検討  

事務局レベル会合の実施  

・具体的な連携研究領域、関心分野のす
り合わせ  

・連携研究分野の専門家の紹介  

・連携スキームの構築、事務局間合意  

・上位者会合 ( H ig h - l e v e l  M ee t in g )の開催
に向けた調整  

上位者会合 (High - l eve l  Meet ing )の開催  

・連携活動の方向性、連携スキームの上位者合意  

・具体的な連携研究分野の内容確認、連携活動の承認  

専門家間の連携に向けた調整  

ST EP 1：互いの研究内容、取り組
み体制の紹介  

ST EP 2：互いの関心事の紹介、具
体的な連携分野の論議  

ST EP 3：連携レベルの論議、合意  

ST EP 4：連携提案書の作成、合意  

具体的な連携活動の開始  

 

連携活動内容の合意  

・意思決定者による連携活動内容の合意  

連携活動のモニタリング  

・連携スキームに基づく連携活動の進捗確認  

・専門家ワークショップ等の開催  

・事務局間会合、上位者会合の定期的な開催  

更なる連携研究分野の検討  

 

連携に関する政府の公式決定  
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図 1 -1 -7-2 ボトムアップ方式による国際連携研究活動の調整プロセス  

専門家間の連携体制の構築  

・研究者、研究プロジェクト間での連携活動の合意  

事務局レベル会合の実施  

・具体的な連携研究内容の確認  

・連携スキームの構築、事務局間合意  

・上位者会合 ( H ig h - l e v e l  M ee t in g )の開催
に向けた調整  

上位者会合 (High - l eve l  Meet ing )の開催  

・連携スキームの上位者合意  

・具体的な連携研究内容の紹介、連携メリットの確認  

専門家間の連携体制の見直し  

・政府間連携を受けた活動内容、
連携体制の見直し  

具体的な政府間連携活動の開始  

 

連携活動の方向性の合意  

・意思決定者による連携活動の方向性の正式合意  

 

連携活動のモニタリング  

・連携スキームに基づく連携活動の進捗確認  

・専門家ワークショップ等の開催  

・事務局間会合、上位者会合の定期的な開催  

更なる連携研究分野の検討  

 

政府間連携の検討  

・政府間連携の必要性（メリット、デメリット）の検討  

・政府間連携体制の検討  

 

連携に向けた事前調整  

・調整窓口の決定  

・連携規模、研究領域、意思決定者、ファンディングス
キーム等の確認  
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図 1 -1 -7-3 その他国際連携研究活動の調整プロセスの例  

 

事務局レベル会合の実施  

・具体的な連携研究領域、関心分野のす
り合わせ  

・連携研究分野の専門家の紹介  

・連携スキームの構築、事務局間合意  

・上位者会合 ( H ig h - l e v e l  M ee t in g )の開催
に向けた調整  

上位者会合 (High - l eve l  Meet ing )の開催  

・連携活動の方向性、連携スキームの上位者合意  

・具体的な連携研究分野の内容、連携状況の確認  

専門家間の連携に向けた調整  

ST EP 1：互いの研究内容、取り組
み体制の紹介  

ST EP 2：互いの関心事の紹介、具
体的な連携分野の論議  

ST EP 3：連携レベルの論議  

連携活動のモニタリング  

・連携スキームに基づく連携活動の進捗確認  

・専門家ワークショップ等の開催  

・事務局間会合、上位者会合の定期的な開催  

更なる連携研究分野の検討  

 

連携に向けた枠組み調整  

・調整窓口の決定  

・連携規模、研究領域、意思決定者、ファンディングス
キーム等の検討  

連携活動の合意  

・意思決定者による連携活動の正式合意  

専門家間の連携活動の合意  

・研究者、研究プロジェクト間で
の連携活動の合意  
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(2 )  連携体制  

 実際の政府レベルでの連携体制は、(1 )で述べた構築手法やファンディングス

キーム等により異なると考えられるが、持続可能な連携体制を構築する上では、

意思決定者（ S teer ing）、調整事務局（ Coord ina t ing）、専門家（ E xpe r t）の三者が

連携した体制とすることが重要である。特に政府側の意思決定者と各専門家を

繋ぐ調整事務局の機能が、実効ある連携体制を実現する上で必要不可欠である。 

 

(3 )  連携内容のレベル  

 具体的な連携領域が政府レベルで合意されれば、専門家間で具体的な連携内

容の調整が行われる。実際の連携レベルは互いの研究プロジェクト内容や状況

により異なるが、想定される連携レベルとして、過去の事例をベースに以下の

ような 3 つのレベルに整理した（表 1 -1 -7-1）。  

 

表 1 -1 -7-1 想定される連携内容のレベル  

 

＜連携レベル 1＞  

・専門家間による情報交換、意見交換  

・互いのワークショップ、セミナー等への招待  

＜連携レベル 2＞  

・共同のワークショップ、セミナー等の開催  

・各研究テーマの専門家間による技術ミーティングの実施  

・共同の研究レポート等、出版物の発行  

＜連携レベル 3＞  

・研究データの相互活用  

・共同研究、実験の実施  

・研究者の相互派遣等、人材交流の実施  
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1.1.8   SIP-adus 国際連携窓口としての対応  

(1 )  S IP -adus  Workshop の Keyno te  speech 登壇者に係る調整  

SIP -adus の国際連携窓口として、米国運輸省高官及び EU 政府高官等に SIP -

adus  Workshop の Keynote  speech の登壇依頼を行った。各年の SIP-adus  Workshop

に最終的に登壇いただいたメンバーは以下の通り。  

＜ SIP-adus  Workshop  2019＞  

米国：  

Haro ld  W.  Mar t in  Ⅲ氏（ Nat iona l  Coord ina t ion  Off i ce  fo r  Space -Based  

Pos i t ion ing ,  Naviga t ion ,  and  Timing ,  Depa r tmen t  o f  Transpo r t ,  Un i ted  S ta te s  

o f  A mer ica）  

EU：   

Ludge r  R ogge 氏 （ Pol icy  Off ice r,  D i rec to ra te -Genera l  fo r  R esearch  and  

Innova t ion ,  Eu ropean  Commiss ion）  

＜ SIP-adus  Workshop  2020（録画収録）＞  

米国：  

Diana  E l izabe th  Furch tgo t t -Ro th氏（ Deputy  Ass i s tan t  Sec re t a ry  fo r  R esea rch  

and  Techno logy,  Un i t ed  S ta te s  Depa r tment  o f  Transpor t a t ion ,  Uni t ed  S ta t es  o f  

Amer ica）  

EU：   

Pat r ick  Ch i ld氏（ Deputy  Di rec tor  Genera l ,  D ir ec to ra te -Genera l  fo r  R esea rch  

and  Innova t ion ,  E uropean  C ommiss ion）  

＜ SIP-adus  Workshop  2021（録画収録）＞  

米国：  

Kenne th  M.  Leonard氏（ D irec tor,  In te l l igen t  Transpor ta t ion  Sys tems  Jo in t  

Prog ram Off ice ,  Un i ted  S ta te s  Depa r tment  o f  Transpor t a t ion ,  Uni t ed  S ta t es  o f  

Amer ica）  

EU：   

Rosa l inde  van  de r  V l i es氏（ D irec tor ,  C lean  P lane t  Di rec tora t e ,  D ir ec to ra t e -

Genera l  fo r  Resea rch  and  Innova t ion ,  E uropean  C ommiss ion）  

＜ SIP-adus  Workshop  2022＞  

米国（録画収録）：  

Vincent  Gera rd  Whi te氏（ Sen io r  Adv i so r  fo r  Innova t ion ,  Off i ce  o f  the  

Sec re ta ry,  Un i ted  S ta t es  Depa r tmen t  o f  Transpo r ta t ion ,  Un i ted  S ta te s  o f  

Amer ica）  
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EU：   

Andrea  De  C and ido氏（ Po l icy  Off icer,  D i rec to ra t e -Gene ra l  fo r  Resea rch  and  

Innova t ion ,  Eu ropean  Commiss ion）  

ドイツ：  

Ste fan  Mengel氏（ Head o f  D iv i s ion ,  E lec t ron ics  and  au tonomous  Dr iv ing ;  

Supe rcompu t ing ,  Fede ra l  Min i s t ry  o f  Educa t ion  and  Research ,  Germany）  

 

(2 )  S IP -adus  Workshop の一部セッションの企画、運営  

＜ SIP-adus  Workshop  2019 の Breakou t  Ses s ion  “Regiona l  Ac t iv i t i es”の企画、運

営＞  

2019 年 11 月 14 日の Breakou t  workshop、 ”Reg iona l  Ac t iv i t ie s”において、セ

ッションの企画・運営、討議結果を踏まえたサマリー取りまとめ、およびその

説明（同日 16 :00-17 :00）を実施した。概要は表 1 -1 -8 -1 の通り。  

 

表 1 -1 -8-1  S IP -adus  Workshop  2019  B reakou t  workshop  

“Reg iona l  Ac t iv i t i es”セッション概要  

Breakou t  Workshop の成果  

•  日米欧から自動運転に関する専門家、政府関係者が参加し、レベル 4 の

モビリティサービス実用化に向けた日米欧各地の取り組み状況と課題に

ついて、若手研究者・技術者も交えて議論・共有し、レベル 4 の自動運

転車の社会実装に向け、次のステップとしてどうすべきか論議した。  

•  社会実装に向けた次のステップとして、まず ODD（運行設計領域）をど

う定義するか（できるか）がポイントとなる。各地で行われている実証

実験により得られた知見を皆で共有しながら、実現可能な O DD を方法論

を含めて決めていく必要がある。  

•  参加者概要；  

欧州： 8 名、米国： 3 名、日本：有本 SPD、須田教授、大口教授、政府代

表含め 32 名、全 43 名  

成果を踏まえた今後の対応、取り組み  

•  Breakou t  Workshop にて、レベル 4 のモビリティサービス実用化に向け、

今後も関係者で国際連携の枠組みで取り組んでいくことを合意。具体的

な次のステップとして、来年 4 月にヘルシンキで行われる T RA にて日本

からも専門家が参加し、ワークショップを行う予定。  

Breakou t  Workshop で提示された重要な論点  

•  欧州で自動運転のプロジェクトを実施している専門家、政府関係者、およ
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び米国の自動運転専門家、日本からは自動運転実証実験を実施している運

営会社、大学関係者、法律の専門家、都市計画の専門家、政府関係者、シ

ンクタンク、また自動運転実証実験を実施しているスタートアップ企業

等、若い世代含め様々な分野の専門家が参加し、レベル 4 のモビリティサ

ービス実用化に向けて、何が課題で、次のステップとして何に取り組むべ

きか、またどのように解決していくべきかについて論議した。  

•  海外からは欧州におけるレベル 4 の実証実験の取り組み、米国における自

動運転の取り組み、自動運転の実用化に向けたオランダ政府の取り組み等

の情報を共有、日本からは高齢化地域、無人運転バス等の自動運転実証実

験の取り組み、法律的な観点からの課題、レベル４の実用化に向け都市空

間設計の観点からのポイント、そしてスタートアップ企業による地域密着

型の実証実験の取り組み等の情報について共有した。  

•  Workshop を通じ、レベル 4 のモビリティサービス実用化に向けた主なポ

イントは以下；  

➢  実証実験の積み重ねにより、苦労した点や得られた知見を皆で共有し、

実用化に向けキーとなる要素、基準を明確にする必要がある。  

➢  実用化に向けては自動運転のモビリティサービスに関わる様々な関係

者の積極的な関与が重要。  

➢  まず最初に実現可能な ODD を定義すること。また、ODD を定義するの

に必要な要素を特定すること。  

➢  実用化に向けたビジネスモデルやモビリティサービスを構築する。  

➢  消費者との信頼関係を構築し、彼らの期待値を把握して、消費者を巻き

込んだマネジメントが重要。  

➢  サービスと技術の概念を区別すること。  

➢  レベル 4 の一般的実用化はまだ多くの課題があることを共有。  

•  上記のポイントについて継続して論議する必要があり、今後も関係者で国

際連携の枠組みで取り組んでいくことを合意。具体的な次のステップとし

て、来年 4 月にヘルシンキで行われる T RA にて日本からも専門家が参加

し 、 欧 州 側 の 主 催 で ワ ー ク シ ョ ッ プ を 行 う 。 そ の 後 、 米 国 、 SIP-adus  

Workshop  2020 での議論に展開していくこととした。  
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＜ SIP-adus Workshop 2020 の Plenary Session “Regional Activities”の企画、運営＞  

ITS Japan と共同で、プレナリーセッション ”Reg iona l  Ac t iv i t ie s”の企画・運営

を実施した。 2020 年の SIP-adus  Workshop プレナリーセッションは事前収録に

よるオンライン配信の形式となったが、 ”Regiona l  Ac t iv i t i es”のセッションは海

外登壇者の収録を兼ねたライブセッション形式で実施し、収録後に参加者によ

るディスカッションを実施した。概要は表 1 -1 -8-2 の通り。  

 

表 1 -1 -8-2  S IP -adus  Workshop  2020  “Reg iona l  Ac t iv i t i es”セッション概要  

セッションの概要  

•  自動運転レベル 4 モビリティサービスの実用化に向けた日米欧各地の取

組アップデート及び COVID-19 の経験に基づくモビリティサービスの課

題を共有した。  

•  今回は収録を兼ねたライブセッション形式で実施し、収録後に自動運転

レベル 4 モビリティサービスの実用化に向けた課題について論議を実

施。  

•  日本の活動報告  

➢  持続可能なモビリティエコシステム確立に向けた大学間連携、及び柏

の葉地区における自動運転バス長期営業運行実証実験の取組み  

➢  自動運転バスを使った実証実験における、オペレーションから見た自

動運転車両の実用化における課題  

•  欧米の活動報告  

➢  フランスでの自動運転車の安全性と社会受容性に関する実証実験、及

び社会経済へのインパクトを評価する SAM プロジェクトの取組み  

➢  EU 都市エリアでの実証実験を通じ、持続可能な都市のモビリティ促

進のため、 Shared ,  Connec ted ,  e lec t r i f i ed の自動運転を支援する SHOW

プロジェクトの狙い  

➢  オーストリアでの「車両、インフラ、運用」の総合的視点による自動

運転 L eve l  4 での移動サービスのスナップショット  

➢  ドイツでの自動運転評価テストベッドの紹介と自動運転 Leve l  4 の移

動サービスを目指す UNICARagi l プロジェクトの概況  

➢  米国での自動運転による公共交通移動サービスの実証実験動向と米国

における自動運転物流サービスの最新動向  

セッションの成果  

•  日米欧から自動運転に関する専門家が参加し、自動運転レベル 4 モビリ

ティサービスの実用化に向けた日米欧各地の取組み紹介と課題について
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論議を実施。  

•  自動運転レベル 4 モビリティサービスの実現に向けては依然として多く

の課題があり、以下のような取組みが必要との意見があった。  

➢  関連する多くのステークホルダーと地域連携、産官学連携等を通じて

エコシステムを構築する  

➢  単に自動運転車両を導入する、というのではなく、システムやサービ

スを導入するという考え方を持つ  

➢  インフラ側のサポートは、安全だけでなく効率や環境への影響も含め

統合的に考える  

➢  サービスの導入に向けては、街の将来をどうするかをクリアにし、自

動運転の専門家と市民等関係者とのコミュニティを作る必要がある  

•  ライブセッション参加者概要：海外 14 名、日本 21 名  

 

＜ SIP-adus  Workshop  2021 プレナリーセッション、 “Reg iona l  A ct iv i t ie s”の企

画・運営＞  

SIP -adus  Workshop  2021 のプレナリーセッション、 ”Regiona l  Act iv i t ie s”の企

画・運営を実施した。2021 年の SIP-adus  Worksho p も 2020 年に引き続きプレナ

リーセッションは全て事前収録によるオンライン配信の形式となった。  

2020 年の SIP -adus  Workshop では、 ”Reg iona l  A ct iv i t ie s”セッションを自動運

転レベル 4 モビリティサービス実用化に向けた日米欧各地の取り組み紹介を行

うセッションとしたが、 2021 年の SIP-adus  Workshop では、欧米中の政府関係

者より政府による自動運転の取り組み概要を紹介するセッションとして実施

した。概要は表 1 -1 -8-3 の通り。  

 

表 1 -1 -8-3  S IP -adus  Workshop  2021  “Reg iona l  Ac t iv i t i es”セッション概要  

セッションの概要  

•  USDOT Robe r t  He i lman 氏：自動運転システムのデモ試験助成プログラム

やデジタルインフラ整備、商用自動運転車の安全評価プログラム、自動

運転バスプロジェクト等の取り組み内容の紹介  

•  欧州委員会  Ludge r  R ogge 氏：欧州の研究枠組みプログラム Horizon  2020

で実施している 3 つの大規模実証プロジェクトの概要紹介、新たに始ま

った研究枠組みプログラム Hor izon  Europe の内容説明  

•  独 BMBF R einho ld  F r ied r ich 氏：自動運転に関連する 3 省庁 (B MVI,  B MWi,  

BMBF)の取り組み紹介、日独連携活動の紹介  

•  中国清華大  李教授：中国における ICV *の取り組み、自動運転に関連す
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る新たな産業チェーン、カーボンニュートラルに向けたスマートモビリ

ティの取り組み紹介  

* I C V  :  I n t e l l i g e n t  C o n n e c t e d  Ve h i c l e  

セッションの成果  

•  SIP -adus  Workshop のオープニング、キーノートスピーチに続くセッショ

ンとして、欧米中の各地から政府関係者にプレゼンしていただき、当初

の狙い通り各地域の取り組み概要を把握できるセッションとなった。  

•  世界各地の取り組み内容としては、依然として政府による大規模な予算

を使った自動運転の実証実験が行われており、近年では特に商用サービ

ス（輸送トラック、バス、シャトル）の自動運転の取り組みにフォーカ

スしている印象を受けた。  

 

＜ SIP-adus  Workshop  2022 プレナリーセッション、 “Reg iona l  A ct iv i t ie s”の企

画・運営＞  

SIP -adus  Workshop  2020 ,  2021 に引き続き、プレナリーセッション ”Reg iona l  

Act iv i t i es”の企画・運営を実施した。 2021 年のプレナリーセッション同様、欧

米中の自動運転取り組み概要を紹介するセッションとして実施したが、中国か

らの登壇者が直前でキャンセルとなった。概要は表 1 -1 -8 -4 の通り。  

 

表 1 -1 -8-4  S IP -adus  Workshop  2022  “Reg iona l  Ac t iv i t i es”セッション概要  

セッションの概要  

•  米 Jane  Lapp in 氏： U SDOT の関連組織での自動運転関連の取り組み紹

介。自動運転の実証実験が盛んに行われているカリフォルニア州等での

自動運転の取り組み状況の紹介  

•  欧州委員会  Andrea  De  Cand ido 氏：欧州における自動運転（ CCAM）のパ

ートナーシップ、適用計画の紹介、新たに Hor izon  E urope で立ち上がる

CCAM 関連のプロジェクト紹介等  

•  VW Ar ia  E temad 氏：欧州での自動運転車の大規模実証実験プロジェクト

である L3 Pi lo t とその後継である H i-Dr ive プロジェクトの取り組み紹介  

•  ERTICO S tephane  Dreher 氏：欧州における自動運転（ CCAM）関連の

Coord ina t ion プロジェクトである ARCA DE プロジェクトの成果紹介と、

その後継である FAME プロジェクトの取り組み紹介  

•  独 VDI /VDE-IT Bea te  Mül le r 氏：ドイツでの自動運転関連の状況と自動運

転に関連する 3 省庁 (BMDV,  BMWK , BMB F)の取り組み紹介、日独連携活

動の紹介  
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セッションの成果  

•  Regiona l  Ac t iv i t ie s として、米と欧州から現地の最新の自動運転に関する

取り組みについてプレゼンしていただき、欧米の取り組みを把握できる

セッションとなった。特に欧州からは欧州委員会から全体の取り組み、

その後大規模実証実験プロジェクト、欧州での自動運転ナレッジデータ

ベース等の取り組み紹介があり、欧州での自動運転の取り組みを把握で

きる内容となった。  

•  内容に関しては、米国カリフォルニア州での状況（ 1163 台の自動運転車

が 400 万マイル以上を公道で走行）や欧州 L3 P i lo t プロジェクトでの自

動運転システムによる交通安全や社会経済への効果の検討結果、欧州

ARCADE プロジェクトでの欧州プロジェクト分析（取り組み分野やユー

スケースの比較）等、興味深い発表が行われた。  

•  欧州委員会、ドイツからのプレゼンで日 EU 連携、日独連携について紹

介があり、 SIP-adus として取り組んできた日独・日 EU 連携活動をアピー

ルできた。  
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(3 )  国際会議等での SIP -adus 取り組みの対外発信  

 SIP -adus 国際連携窓口として、自動運転関連の国際会議（米 Transpo r ta t ion  

Rese arch  Boa rd  Annual  Mee t ing、米 Automa ted  Road  Transpo r t a t ion  Sympos ium、 

ITS 世界会議等）での S IP-adus への登壇依頼に対し、登壇者の調整を行うとと

もに、SIP -adus 国際連携コーディネータとして、以下 a .～ c .の会議・Webina r に

登壇し、 SIP -adus の取組み紹介を行った。  

 

 a .  ITS  Wor ld  Congress  Web inar “Innovat ion  and  Dep loyment  o f  CCAM”  

(2021 年 9 月 9 日 )  

 2021 年 10 月の IT S 世界会議（＠独ハンブルグ）に向け、トピックの紹介

を行う Webinar シリーズ。第 5 回目の Webina r として、「 CCA M（ Connec ted  

Coope ra t ive  and  Au toma ted  Mobi l i ty）のイノベーションと開発」と題し行われ

た。 SIP -adus からは、 SIP-adus の取り組み概要を説明するとともに、 ITS 世

界会議での日本パビリオン、日 EU ジョイントセッション、11 月開催の SIP-

adus  Workshop  2021 について紹介した。  

  

 b.  ITS  Wor ld  Congress  2021 ,  “Bu i ld ing  the  Ecosystem :  coord ina t ion  e f for ts  

across  the  wor ld  support ing  the  deve lopment  and  dep loyment  o f  CCAM”

(2021 年 10 月 11 日 )  

 IT S 世界会議（＠独ハンブルグ）で実施されたセッション。 ”Bu i ld ing  the  

Ecosys tem”と題し、 CCAM の展開に向けた様々な Coord ina t ion 活動について

世界各地（日、豪、英、独等）からの取り組みを紹介し、国際連携活動の必

要性について論議を行った。SIP -adus からは、産官学連携で取り組んでいる

東京臨海部実証実験の活動や、地方部での自動運転社会実装に向けた取り組

み、日独・日 EU を中心とした国際連携活動について紹介した。  

 

c .  TRB Annua l  Meet ing  2022 ,“ High l igh ts  f rom the  2021  TRB ARTS”  

(2022 年 1 月 9 日 )  

 TRB (Transpor ta t ion  Resea rch  Boa rd )  Annua l  Mee t ing（＠米ワシントン

DC）で実施された、 2021 年 7 月に行われた ARTS  (Au toma ted  Road  

Transpo r ta t ion  Symposium)の振り返りを行うセッション。 COVID -19 の影響

による登壇者のキャンセルにより、当初登壇予定だったセッションの企画

が変更となり、急遽本セッションでの登壇となった。  

SIP -adus からは、 SIP -adus の東京臨海部実証実験、 Safe ty  Assurance の取

り組みを紹介するとともに、 2021 年度より新たに経済産業省、国土交通省
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の下で始まった RoA D to  the  L 4 プロジェクトの概要紹介を行い、最後に

2022 年 10 月開催予定の SIP -adus  Workshop  2022 について紹介を行った。  
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1.1.9  国際会議等での情報収集、ネットワーク作り  

 国際連携窓口として、自動運転関連の海外における技術動向の情報収集と、

海外専門家とのネットワーク作りのため、表 1 -1 -9 -1 に示す国際会議に出席し

た。なお、出席した国際会議の概要については、 2019 年度〜 21 年度は過年度

の報告書に記載済みのため、ここでは 2022 年度のみ概要を以下（次頁以降①

〜⑤）に記す。  

 

表 1 -1 -9-1  情報収集を行った主な自動運転関連の国際会議  

時期  名称  場所  

2019 年 10 月  ITS  World  Congres s  Singapo re  

2020 年 1 月  Transpo r ta t ion  Resea rch  Board ,  

Annua l  Mee t ing  

米 Wash ing ton  D.C  

2020 年 7 月  Automa ted  Veh ic le  Sympos ium  米（ Web 開催）  

2020 年 9 月  European  Transpor t  C onference  欧州（ Web 開催）  

2020 年 9 -10 月  EUCAD Webina r  欧州（ Web 開催）  

2020 年 11 月  ITS European  Congres s  欧州（ Web 開催）  

2021 年 1 月  Transpo r ta t ion  Resea rch  Board ,  

Annua l  Mee t ing  

米（ Web 開催）  

2021 年 4 月  ITS A sia -Pac i f ic  Fo rum  豪（ Web 開催）  

2021 年 7 月  Automa ted  Road  Transpor ta t ion  

Sympos ium  

米（ Web 開催）  

2021 年 11 月  ITS  World  Congres s  独 Hamburg  

2022 年 1 月  Transpo r ta t ion  Resea rch  Board ,  

Annua l  Mee t ing  

米 Wash ing ton  D.C  

2022 年 5 -6 月  ITS European  Congres s  仏 Tou louse  

2022 年 7 月  Automa ted  Road  Transpor ta t ion  

Sympos ium  

米 Garden  Grove  

2022 年 9 月  ITS  World  Congres s  米 Los  Angeles  

2022 年 11 月  Transpo r t  Research  Arena  葡 Lisbon  

2023 年 1 月  Transpo r ta t ion  Resea rch  Board ,  

Annua l  Mee t ing  

米 Wash ing ton  D.C  
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① ITS European  Congress 情報収集概要（ 2022.5 .30-6 .1）  

 

A.  ITS  European  Congre ss  2022  

ITS European  Congres s  2022 は、「 Smar t  and  Sus ta inab le  Mob i l i ty  fo r  a l l」を

テーマに掲げ、 AIRB US 社や E asyMile 社が本社を置く仏 Tou louse で開催され

た。  

主催の ERT ICO からの情報によると、延べ約 3 ,000 人が参加登録し、 100 以

上のセッション、 60 以上の展示が行われた。  

次年度の ITS  European  Congre s s  2023 はポルトガルリスボンにて開催される

予定である。  

 

B.  聴講セッション概要  

(a )  P lena ry  Sess ion： Manoeuvr ing  a round  obs tac les  on  the  road  to  dep loymen t  

 自動運転の展開に向けた障害を取り除き、 Smar t  and  Sus ta inab le  Mobi l i ty  fo r  

A l l に向けて取り組むべき内容について論議するセッション。以下、各登壇者

の主要コメントを記載する。  

1)  欧州議会  

・ ”Smar t  and  Sus ta inab le  Mob i l i ty  fo r  A l l”が全てを表している。欧州連合はど

のようにスマートで持続可能にするかに取り組んできた。  

・13 年前、交通の世界は全く違った。当時は交通網の発展が目標だった。そ

れからよりスマートに、より持続可能を目指し、デジタル化が進んだ。  

・持続可能というのを事実上可能にするのは大きなチャレンジである。 CO2

削減のためにモビリティは何ができるのか？ Connec t iv i ty を最適化する必

要がある。  

・デジタル化はモビリティにとって特に重要である。都市や公共交通に使用

可能なモビリティの新たな構造を実現できる。  

・持続可能のため、CO2 削減のために何かしなければならない。手段として、

電動化と新たな技術の使用がある。  

・電動化や水素技術をモビリティへ適用するために、まず最初にインフラが

必要。インフラは常に鶏と卵の問題になる。過去の取り組みでもなかなか

うまくいかなかった。  

・我々は電動化モビリティのインフラの展開について、既に 5 ,6 年失ってし

まったので、新たな法整備を行い、現在は法規化されている。欧州議会で

の議論の後、今では我々は欧州委員会の提案より高い志を持っている。  

・我々はデジタル化が必要であり、持続可能性が必要であり、そのために将
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来のモビリティのスマートソリューションが必要である。欧州連合と欧州

議会はそれに向け全てのプロセスをより早く、加速させるようコミットし

ている。  

2)  T- sys tem  

・私の関心事は IT S をどうやって実用化していくか。多くの実証が行われて

いるが、どうやって顧客に現実として展開できるか。  

・様々な障害があるが、まず法整備が必要。MaaS は良い事例。我々はスマー

トな法規、技術中立な法規が必要である。  

・我々は道路にある様々な障害を取り除くべく取り組んでいる。  

3)  Miche l in  

・持続可能なモビリティは Connec ted モビリティである。  

・Miche l in  DDI (Dr iv ing  Da ta  In te l l igence)の取り組み。データに基づいて運

転挙動の分析を行い、安全に寄与する。  

・Miche l in では、フリートマネジメント、Decarbona te モビリティの取り組み

も行っている。  

・ Connec ted モビリティはユーザーファーストである必要がある。  

4)  E uropean  Space  Agen cy  

・宇宙分野も今は単独ではなく様々な産業界と連携している。デジタル化、

データ活用は実際に起こっている。  

・新しい宇宙ベースのソリューションを作る。産官連携によるイノベーショ

ン、新しい技術により安全、安心な世界を目指す。  

・今はスピード感を持って取り組んでいる。車両をスマートで Connec ted に

する。  

5)  E asyMile  

・ EasyMi le 社は Tou louse 発のスタートアップ企業。  

・自動運転技術をラストマイル・ファーストマイルのシャトルや物流車両に

適用している。  

・メインメッセージは、全ての準備を待っていては時間がかかる。今から適

用を始めることである。  

 

(b )  P lena ry  Sess ion： Shar ing  C i ty  Space ,  T he  “ smar t”  so lu t ion  fo r  a l l  

 都市空間のシェアリングについて、モビリティの観点から議論が行われた。

以下、各登壇者の主要コメントを記載する。  

1)  Goog le ,  Ge rmany  

・スマートシティやエキサイティングな都市を目指して新たな都市が作られ
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ている。良いのはそれが設計をカバーしている限り、良いも悪いもないと

いうこと。  

・ 10 年前、会議でドイツの研究者が K eyno te で自動運転車を高効率で走ら

せ、人はスマホで予約するだけ、というビジョンを語っていた。これは車

を所有せず、街の中心へのプライベート車の侵入が認められず、駐車スペ

ースが消えて、とても良い状態になる。しかしこれはドイツの研究者の想

定であり、現実ではない。  

・スマートソリューションはとても複雑である。建物はグリーンで、機能的

で、持続可能で、社会に対してポジティブな影響をもたらさなければなら

ない。これらを達成しようとすると、データドリブンでデータプルーフで

ある必要がある。  

・ポイントはあなたの都市のニーズを満たすために正しい方法でユースケー

スを評価することである。 15 -minute  c i ty の話をしたい。これは多くのサー

ビスが徒歩 15 分か自転車で移動する範囲にある。バルセロナがこの目標を

達成するためにたくさんの歩行者・自転車優先道路を作り、同時に公共交

通のテコ入れを行っている。アムステルダムでは駐車スペースから多くの

車を取り除いた。  

・このアプローチは地域に特化したデータドリブンのアプローチに強く依存

しており、データが重要である。  

・ラストマイルの問題について話をしたい。顧客は今までより更に配送に依

存しており、早く、信頼でき、低コストな配送を期待している。Goog le  Cloud

により、フリートオペレーションは計画から実行まで一貫したルーチンデ

ータを持つことができる。これは交通渋滞の減少、ルート最適化された配

送、カーボンフットプリントの減少につながる。代替の配送輸送方法とし

て、ドローンによる自動配送サービスに重点を置いている。  

2)  ITF  ( In te rna t iona l  Transpo r t  Forum)  

・この 2 年間の COVID -19 を経て、交通とモビリティは全てが新しくなった。

パーソナルモビリティを多く見るようになり、公共交通に対する受容性に

も大きな変化があった。COVID -19 により、公共交通は危険かもしれないと

感じるようになり、自家用車の使用を促す政府も現れた。  

・最近では多くのパーソナルモビリティを見るようになったが、私はこれが

多くの問題を引き起こしていると思う。今まで長い間、インフラはコスト

の利益分析に基づき作られてきた。そこに突然予想していない新しいモビ

リティが入ってきた。  

・我々は将来に向け新たなアプローチが必要である。都市の空間を再構築す
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ることは簡単ではない。将来のインフラを考えるとまだかなり不透明であ

るが、我々はフレキシブルで、クリエイティブで、ユニバーサルな方法に

ついて考えなければならない。  

・ただこれには法規制の議論やプロセスの合意や将来のモビリティの見積

等が必要であり、すぐにはできないかもしれない。  

3)  A i rbus  

 ・基本的な問題は、異なるモードのモビリティオプションがその空間を実際

どのように使って、どのように空間の占有を正当化するのか？共通の結論

は、最適な方法を見つけるために異なるモードのコーディネーションを促

進する必要があるということ。  

・私の質問は、ドローンのような活用もあるが、それが公共空間の使用に本

当に必要なのか？都市のモビリティで考えなければならないことは何か？

都市のエアスペースをどう活用したいのか？ここは公共空間の延長になる

のか？その場合、社会や生活にどのような結果をもたらすのか？我々は技

術の域を超えた課題を持っている。  

・欧州では、欧州委員会が都市のエアスペースでどのようにモビリティサー

ビスを使用するかについて、法規を策定する検討を始めている。  

4)  B e-Mob i le  

 ・都市空間のシェアリングは、携帯電話が将来重要な役割を果たす可能性が

あるイノベーティブなトピックである。  

・車に対して、我々は既にマルチモーダルなルートの計画等、幾つかのツー

ルを持っている。マルチモーダルな道路計画として、end  to  end で利用可能

な全てのデータを持つことが重要である。  

・乗客移動だけでなく物流について考えることも重要。物流車両の最適な道

路を考えることが重要であり、都市配送をより最適化すべきである。  

・交通や物流の駐車スポットを考える上で、インフラが必要となる。これも

都市にとってのチャレンジである。  

5)  G rea te r  Ba rce lona  Me tropo l i t an  Area  

 ・新しいモビリティのエコシステムはより複雑になってきている。  

・バルセロナではより暮らしやすい都市を目指し、低エミッションゾーンを

作り、同時に歩行者の状況改善にも取り組んでいる。  

・我々は交通の改善にも取り組んでおり、よりよい情報提供、インターモダ

リティの改善等を行っている。  

・これらの活動は、持続可能で信頼できるソリューションを我々の都市で示

すため、システムを最適化しなければならない。社会の利益バランスと民
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間セクターの関心を同時に見つける必要があり、簡単ではない。  

 

(c )  To  comply  o r  no t  t o  comply,  tha t ’s  t he  ques t ion .  Traff ic  Managemen t  fo r  

Connec ted  & Au toma ted  Veh ic le s  

 自動運転車の ODD（ Opera t iona l  Des ign  Domain）拡張に向けたインフラサポ

ートについて論議するセッション  

1)  ODD a t t r ibu te  awareness（Warwick 大学）  

・ ODD とは何か？背景、環境、動的要素に分類される。  

・ALKS は UN R157 で規定されており、そこでは OEDR（物体と事象の検知

と反応）にとってクリティカルな幾つかのシナリオをチェックする、とな

っている。  

・ODD 属性の認識：背景（ HD マップ）と動的要素（交通マネジメントシス

テム）  

・分類された ODD の認識―降雨の例：降水率は何を意味するのか？どのよ

うに計測するのか？地域により変わる問題にどう取り組むのか？自動運転

システムはオンボードセンサーだけで計測できるのか？  

・情報クリティカリティの理解：情報リフレッシュレートのクリティカリテ

ィはインフラの投資と Connec t iv i ty の要件に影響を及ぼす。  

・考えるべき事項：O DD の分類から考えるのが良いスタート。あらゆる ODD

の属性は車外で計測できること。個々の ODD 属性は車外で計測する必要は

ない。車外計測はインフラの投資が必要になる。C onnec t iv i ty が暗に要件と

なる。  

2)  Vo lvo  Au tonomous  Solu t ions  (Vo lvo )  

 ・自動輸送は鉱山、配送センター、高速輸送等様々なセグメントで行われて

おり、Volvo 社は顧客に合ったソリューションを開発している。乗用車 OEM

とはビジネスモデルが異なる。  

 ・ L4 自動運転技術の開発： Safe ty  F i rs t !  まずは安全を確保する。  

 ・段階的な安全へのアプローチ。閉鎖空間から限定空間、そして公共空間へ。  

 ・鉱山での自動運転の取り組み紹介。ここでは既にビジネスを始めている。 

3)  In f ras t ruc ture  Suppor t  fo r  AD ( ISAD) leve l s  (ASFINAG )  

 ・インフラのサポートは多くのことを可能にする。SAE の自動運転レベルと

同様に、インフラがどれだけ自動運転をサポートできるかの情報を知らせ

るために ISAD レベルがある。  

 ・ In te l l igen t  Speed  A ss i s t ance の例。車にいかに正しい情報を伝えるか？車は

人間ではない。  
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 ・インフラベースの自動運転：デジタル化とコミュニケーションが鍵となる。

高レベルの ISAD に向け、違った側面を考慮する必要がある。  

 ・インフラ（ C -ITS）からの情報提供、人は状況とどう対応すべきか理解する

が、自動運転車にどう理解させるのか？情報をどう記述し、提供すべきか？

今がやるべきとき。  

4)  オランダ水運管理局  

・静的インフラの観点からオランダの高速道路ネットワークにおける ODD

の分析を実施。高速道路での Autopi lo t に関し、73%が ODD 内だったが、多

くのテイクオーバー、短時間のテイクオーバーがあった。  

・計画外のテイクオーバー時にどれだけの時間が必要か？ C -ITS のメッセー

ジによって解決できるのか？システムは ODD 外の状況にいるとどうやっ

て決めるのか？  

・何が必要か？：ODD は車両の能力だけでは決まらない、車両周辺の世界は

予測可能ではない、というパラダイムシフト。共通のゴールを定義する。

ODD の拡張に向けて共同で努力する。  

・大きな換気装置によってセンサーが誤作動し、ブレーキが作動するため、

ACC を切るよう促す標識がある事例。ゴールはこのような標識を早く取り

除くことができるようになることである。  

5)  Traf icon  

・ TM4CAD プロジェクト： Lv3 と  Lv4 にフォーカス。交通渋滞の解消、不

利な道路天候、道路工事の 3 つのエッジケースでどのような情報が必要か

を検討。  

・道路工事に関する情報提供の例。 DOA（ Dis t r ibu ted  ODD Awareness）がな

い場合は道路工事の検知により急減速が発生するが、ODD 属性の情報によ

り急減速を回避し、さらに車線変更により道路工事の区間でも Lv3 を維持

する。  

・ Pre l imina ry  F ind ings：ユースケースに合った属性の情報がとても重要。地

域にあった情報が重要。情報の品質を見た場合、時間間隔や位置精度等に

ついて、質の高い情報が必要である。道路運行者はどれだけの自動運転車

が道路上にいるのかの情報を知りたいと思っている。  

 

(d )  S t ree t  back  to  people  v ia  s low -mov ing  au toma ted  veh ic le s  

低速自動運転車の関連企業による取り組みを紹介するセッション  

1)  Robor ide 社  

・ Robor ide 社はフィンランドの自動運転オペレーター。  
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・車が持っている様々な問題として、排ガスだけでなく人、市民への危険要

素、都市構造への影響がある。  

・ Stree t  B ack  to  Peop le  v i s ion：人々の幸福と QoL (Qua l i ty  o f  L i f e )を上げるた

めに持続可能で手頃な Car- f ree の都市。  

・より少ない汚染、事故、より多くの生活空間。低速自動運転車は都市中心

部の混在モビリティに完全にフィットする。  

・今は速度 (km/h )×乗客 ×乗員が 8× 8×1 だが、将来（ 2025 年）は 25×16×0 を目

指す。技術的にまだ課題がある。  

・車が小さすぎると車両が増え渋滞する可能性がある。需要があるのであれ

ばキャパは大きい方が良い。  

2)  S i tow ise  

・フィンランド Tampere での取り組み  

-  エネルギー＆気候のロードマップ 2030 を作成。様々なモビリティサービ

スのソリューションを通じ、低カーボンでエネルギー効率の良い交通を

目指す。  

-  郊外の Hervan ta と都市の中心を新しい公共交通のスマートモビリティシ

ステム（トラム、ライトレール）で結ぶ。  

-  ファースト /ラストマイルのサービスとシームレスな公共交通システム

に関する課題に注目している。  

・ Hervan ta での実証実験。 2022 年 1 月から 3 月まで 2 台のトヨタ Proace を

使って実施。ユーザーの反応は良かった。こういったサービスに好意的だ

った。  

・将来の計画： 2030 年に向けた Tampere での取り組み。  

3)  AuveTech 社  

・AuveTech 社はエストニアの自動運転シャトル開発会社。3 年前に大学のプ

ロジェクトとしてスタートした。  

・AuveTech シャトル：軽量＆コンパクト、フレキシブル＆ Affordab le。全長

3 .5m、全幅 1 .5m、乗員は 8 名。  

4)  In s igh t s  to  Automa ted  Dr iv ing  P i lo t  (Sens ib le  4 )  

・Sens ib le  4 はフィンランドの自動運転技術開発会社。約 10 のカスタマーが

いる。 Lv4 にフォーカスしている。  

・ラストマイルの自動運転に対する全天候のユニークなアプローチ：厳しい

天候下で自動運転技術を開発している。悪天候下での障害物検知のため

様々なセンサーのフュージョンを行っている。  

・ Tampere での実証実験の紹介。 1 ,663 名の乗客を運んだ。  
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5)  E asyMile 社  

・EasyMi le 社はフランスの自動運転技術プロバイダー。乗客輸送からスター

トし、運搬管理も急速に成長している。  

・ 5 年間の実証実験で得た 4 つの Key lea rn ing  

-  ファースト＆ラストマイルのユースケース：グローバルにシェアド自動

運転の需要がある。  

-  政治的意志：コミュニティレベルでシェアド交通のビジネスケースがあ

る。  

-  監視：自動（ Autonomous）とは人間がループにないということを意味す

るのではない。  

-  経験：経験を通して、我々は真の価値を持った Lv4 オペレーションの準

備ができている。  

・自動運転は大量輸送交通の代替にはならない。  

・ Oncopo le での取り組み紹介： 2021 年 2 月から段階的な実証実験を実施。

2022 年 1 月より無人化。  

 

C.  EasyMi le  Au tonomous  shu t t le  s e rv ice 試乗  

 ITS  European  C ongres s のテクニカルツアーとして行われた、Oncopo le で行わ

れている E asyMi le 社の自動運転バスサービスに試乗した。本自動運転バスサ

ービスは、欧州で最初の公道での完全無人 Leve l  4 シャトルサービスである。

以下に取り組みの概要を記載する。  

1)  走行ルート：病院の駐車場と入り口を結ぶ約 600m  

直線区間は歩行者や自転車も入れる混在空間だが他の車両は入れない  

2)  車両： EasyMi le  E Z10（乗車定員 12 名）  

・自己位置推定は G NSS と L iDAR のフュージョン  

・遠隔監視により緊急停止が可能  

・車椅子の輸送にも対応  

・ V2X による信号情報の取得も行っている  

・ 1 日約 100 人程度を輸送  

3)  説明員による補足コメント  

・最初の 6 ヶ月は安全保安員を乗せて実証行い、 2022 年 2 月頃から Lv4 と

して運用を開始した。  

・認証を取るのが大変で、特に安全の証明に苦労した。  

・気象条件により運行可否を判断しており、雨量や風速等の基準を決めてい

る。霧が一番厄介な条件。  
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②Automated  Road Transpor tat ion  Symposium (ARTS)  情報収集概要

（ 2022.7 .12-15）  

 

A.  Automa ted  Road  Transpor t a t ion  Sympos ium (ARTS)  2021  

これまで AVS(Automated  Veh ic l es  Sympos ium)として行われてきた本会議は、

2021 年より新たに名称を Automa ted  Road  Transpor ta t ion  Sympos ium (ARTS)に

変更し、開催されている。  

2022 年は 2019 年以来、 3 年ぶりに対面会議として実施されたが、従来に比

べ Breakou t  Ses s ion の数を減らし、小規模な形での開催となった。（参加者数も

約 500 名程度ということで、従来の 1 /3 程度とのこと。）  

 

B.  聴講セッション概要  

(a )  USDOT Pe te  Bu t t ig ieg 長官による Keynote  speech  

・ラストマイルの配達パイロット、自動貨物に関するパートナーシップ、無

人乗用車バン、補足的な輸送等について、本当にエキサイティングな報告を

聞いてきた。  

・どの新しい技術にも重要で難しい選択があるが、自動運転にとって我々は

重要な時期にいる。これらの技術を正しく実現し、賢明で然るべき政策と技

術進歩を結びつければ、自動運転は安全性の向上や世界的経済競争力の向上

といった我々の共通目標の多くに役立つだろう。  

・特に安全に関して、自動運転の鍵となるのはデータである。我々は、政策全

般、自動車・道路への政策がうまくいっており、常に人々の安全を守ってい

ることを保証するために、車両の性能を理解する必要がある。  

・世界経済の競争力について、今、我々は自動運転が米国の国際競争力と経

済成長の一部であることを確実にする機会がある。我々は、現在運輸業に従

事している人々にとって、自動運転関連の仕事への公平な道があること、そ

して自動運転の革命で創出される新しい仕事が良い仕事であることを確認

する必要がある。  

・我々の政策が自動運転やその他のイノベーションの急速な進歩についてい

くため、Transforming  Transpo r ta t ion  Adv i so ry  Commi t tee  (TTAC)を立ち上げる

ことを嬉しく思う。この委員会は、あなたの専門知識、経験、洞察から大き

な恩恵を受けるだろう。  

 

(b )  Upda te  on  Curren t  and  P lanned  USDOT Automa t ion  Research（ USDOT Robe r t  

Hampsh i r e  次官補代理）  
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・ ART S は産官学から様々な関係者が参加しクロスセクションで行われる非

常によいシンポジウムだと思う。  

・ COVID-19 は交通に対し非常に多くのインパクトを与えた。  

・戦略的プランを作成。安全、経済成長・国際競争力、E qu i ty 等に取り組む。  

・Nat iona l  Transpor t a t ion  R esea rch  Vis ion：研究＆イノベーションを通じ、全て

の人々に安全で、アクセス可能で、信頼でき、持続可能な交通を提供する人

中心の交通システムを目指す  

・ Off ice  o f  the  A ss i s t an t  Secre ta ry  fo r  Research  (OST-R )  の取り組み  

-  Unive r s i ty  Transpor t a t ion  Cen te r s  (UTC)プログラム  

交通研究の大学コンソの支援。 5 年で $500M を支出。  

-  St rengthen ing  Mobi l i ty  and  Revo lu t ion iz ing  Transpor ta t ion  (SMART)  プログ

ラム  

先進 的な スマ ート シテ ィや 地域 の技 術・ シス テム にフ ォー カス 。年 間

$100M を投資。  

-  Advanced  Research  Pro jec ts  Agency - Inf ra s t ruc ture  (ARPA - I)  プロジェクト  

イノベーティブなインフラ技術・能力を開発、展開し、先進的な交通イン

フラでグローバルリーダーに。  

-  High ly  Au toma ted  Sys tems  Sa fe ty,  C en te r  o f  Exce l lence  (HASS  COE)  

自動運転技術の安全性をレビューし、評価し、バリデートする。現在専門

家を募集中。  

・バージニア工科大交通研究所 (VTT I)  が FMCSA (Federa l  Moto r  Ca rr i e r  Sa fe ty  

Admini s t ra t ion )から商用車の ADAS による安全効果データを開発する研究プ

ロジェクト（期間は 4 年間）を受託。  

・ FMCSA の ACE 研究プログラム：電子部品検査、 Human Fac to r 等 6 つのキ

ー自動運転プロジェクト  

・ FTA(Fede ra l  Trans i t  Admin i s t r a t ion )プロジェクト Upda te： IMI・ A IM プログ

ラム、 ADS Demo g ran t（ IOWA 大学等が受託）  

・ STAR(S t ra teg ic  Trans i t  Au toma t ion  Resea rch )プラン： FTA が「 STAR P lan  2 .0  

(2023-27 )」を作成中。 2022 年 8 /1 まで R FI を募集中  

 

(c )  NHTSA’s  Safe ty -Based  Approach  to  A utoma ted  Dr iv ing  Sys tems （ NHTSA :  

S teven  Cl i f f 長官）  

・ NHTSA は 50 年以上に渡って安全に取り組んできた。安全へのコミットメ

ントは米国の道路では最も緊急に感じられる。昨年我々の道路で 4 万人以上

の命が失われたことは容認できない。  
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・昨日ロサンゼルスのダウンタウンでのイベントで、史上初の全国的なスピ

ード違反防止キャンペーンを行った。  

・ DOT は、歩行者死者が集中する場所のインフラ整備、低速化の促進、歩行

者検知衝突被害軽減ブレーキのルール作り等に注力し、様々な角度から問題

に取り組んでいる。  

・自動運転車両は、いつか自分で運転できない人や、貧弱な交通網に頼って

いた人々にサービスを提供することができる。しかし、これらの車両は、多

くの異なるユーザー向けに設計する必要がある。  

・ 2022 年 3 月に、自動運転車両の乗員安全を確保する初の最終規則を公表し

た。この規則は、従来の手動操作のない車両に対して FMVSS の乗員保護基

準を Upda te するものである。  

・我々の全ての決定は事実、研究、そして分析に基づいており、 データは

NHTSA の生命線である。昨年の夏、 NH TSA は自動運転システムとレベル 2

の ADAS を搭載した車両の衝突および事故報告を要求する Stand ing  Genera l  

Orde r を発行し、収集するデータを拡大した。今後毎月データを Upda te し続

ける予定である。  

・透明性は我々にとって不可欠であり、これらのデータが多くの方々の関心

事になると確信している。我々がこれを開始したのは、車両開発のあらゆる

段階で安全性を組み込む必要があるためである。  

・自動運転技術は、我々の社会の多くを再考する機会を提供する。equ i ty に関

する懸念に加え、自動運転システムは土地利用開発やコミュニティのカーブ

スペース配分の再考に役立つ。  

 

(d )  Imp lemen ta t ion  o f  AVSC Bes t  Prac t ices  

 Automated  Veh ic le  Safe ty  Conso r t ium (AVSC)のベストプラクティスに関する

取り組みを紹介するセッション  

1)  AVSC Overv iew (AVSC )  

・ AVSC は自動運転の安全性向上に向けたベストプラクティスのドキュメン

ト作成に取り組んでいる。  

・このベストプラクティスは全ての AVS C メンバーが彼らの組織に合わせた

形で適用する。  

2)  Imp lemen ta t ion  of  AVSC Bes t  P rac t i ce  -  Pas senger - In i t ia t ed  Emergency  Tr ip  

In te r rup t ion  (Ford )  

・乗員による緊急介入の AVSC ベストプラクティスを 2020 年 6 月に発行。

OEM の意見を入れている。  
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・キーとなるコンセプトは乗員による緊急停止（ PES）と乗員による緊急コ

ール（ PEC）。コンセプトの検証を実施。  

・我々は自動運転車の開発にこれらのベストプラクティスを適用すること

をコミットしている。  

3)  Da ta  Co l lec t ion  fo r  Au toma ted  Dr iv ing  Sys tem Dedica ted  Veh ic le s  to  Suppor t  

Even t  Analys i s  -AVSC 0004202009  (Vo lkswagen )  

2020 年 9 月に発行した、自動運転専用車のイベント分析をサポートするデ

ータ収集に関するベストプラクティスの紹介。  

4)  Imp lemen t ing  a  Sa fe ty  Managemen t  Sys tem a t  Aurora  (Aurora )  

・ Auro ra 社の安全マネジメントシステム（ SMS）の紹介。 Safe ty  Conce rn の

報告プロセスや安全リスクマネジメントの体制を整えている。安全を意識

する文化を形成していく。  

・AVSC の情報レポートは SMS の適用に有効なツールだった。自動運転開発

者のスタートポイントとして使用をお勧めする。  

5)  Ove rv iew of  SAE AVSC Bes t  P rac t i ce  fo r  In te rac t ions  Be tween  ADS -DVs and  

Vu lne rab le  Road  U se r s  (VRU) (Honda )  

・まだ公表していない自動運転車と VR U とのインタラクションに関するベ

ストプラクティスの取り組み紹介。  

・ VRU の検知・クラス分け、挙動予測に関するチャレンジ。 VRU は形状も

様々で挙動の予測が難しい。  

・自動運転システムの挙動コンピテンシーに対する安全メトリクス、メトリ

クスの適用例を作成。  

 

(e )  Publ i c  knowledge  of  and  a t t i tudes  toward  veh ic l e  au toma t ion :  t rends  and  

imp l i ca t ion  (MIT Age Lab)  

  自動運転に関する公衆の知識と態度に関する調査結果の紹介  

・様々な性格を持つ人々がどのように自動運転を理解し、受け入れるのか、

異なる要素がどのように総合的な受容性の決定に影響を与えるのかについ

て分析。  

・ 2016 年から 21 年まで毎年約 3000 -4000 のサーベイデータを収集した。  

・アンケート調査結果  

-  快適と感じる自動運転レベル：Dr ive r  Ass i s t までが大半。完全自動運転が

快適と答える割合は年々異なる。  

-  快適性に関する調査：完全自動運転の使用について、消費者は簡単ではな

いと感じている。  
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・高いレベルの自動運転を快適と感じる事に結びつくドライバー特性：自動

運転の受容性は多次元の要素で決まるかもしれない。  

・回帰分析結果：知識は受容性に多大な影響を及ぼす。ADAS の使用について

の主観的な認識が受容性の予測につながる。自動車に限らず一般的な技術へ

の適用は自動運転の受容性に大きな影響を及ぼす。  

・消費者の知識の状況：かなりの消費者が完全自動運転は既に購入・リース

可能である、あるいはここ数年で可能になると信じている。  

・完全な自動運転に向けた理解や態度は間違った理解、正しくない期待、過

剰または過小の信頼で形成されるかもしれない。  

・予想されるインパクト：回答は利点より不利な点に集中している。より明

確な恐れに対する強い認識が消費者の知識と受容性の現状と結びついてい

るかもしれない。  

・どのような知識、態度、経験が受容性に影響を与えるかについての包括的

な分析を行う。ドライバー /消費者の知識と気づきの複雑さを紐解いていく。

違うタイプの ADAS 経験がどのように受容性に影響するかを分析する。現在

MIT と J .D .  Power、 PAVE で連携活動を実施中。  

・ Imp l ica t ions：  

-  異なる統計、態度、特性の消費者による自動化への適用と受容は、その能

力と潜在的な利益に基づくコミュニケーションによって高められるかもし

れない。  

-  今日においてポジティブな経験を形成すること：現在の妥当な経験が将来

の受容性への Bui ld ing  b lock かもしれない、しかしそれは量より質の問題

である。  

-  消費者を教育する努力が必要。  

 

( f )  SHOW-ing  the  Way :  Eu rope ' s  "SHared  au tomat ion  Opera t ing  model s  fo r  

Wor ldw ide  adop t ion"  Discusse s  Lessons -L earned  w i th  US Au toma ted  Trans i t  

P ro jec t s  

 欧州 SHOW プロジェクトがオーガナイズし、米国での自動運転交通プロジェ

クトの Lessons -Learned について議論するパネルディスカッション。  

1)  SHOW プロジェクトでの Lessons  Lea rned 紹介（ U ITP）  

・ SHOW プロジェクトの 3 つのサイトから学んだ L esson s  L ea rned  

-  充電＆車両メンテの課題：特別な知識が必要。  

-  安全オペレーターの労働条件：バスの運転より単調な仕事、スキルはよ

り IT の性質が高い。  
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-  道路インフラ： ”フルーガル “なインフラが望ましい。シャトルはインフ

ラに適用する必要がある。  

・ドイツで実証実験を行っているオペレーターからのフィードバック：自動

運転サービスは従来のバスサービスよりオンデマンドサービスで展開しや

すい。（自動運転はよりフレキシブルで、オンデマンドの方が人件費削減の

効果が出やすい）  

・自動運転オンデマンドサービスに対するオープンポイント：  

-  Vir tua l  s top をどうマネージするか？  

-  人間のアシストなしで車両へのアクセスをどう保証するか？  

-  夜間での安全保証をどうするか？  

2)  Jacksonv i l le  U 2 C プロジェクト紹介 ( Jacksonv i l l e  Transpo r t a t ion  Au tho r i ty )  

 米 Jacksonv i l le における U 2 C (Ul t ima te  Urban  C i rcu la to r )プログラムの取組み

紹介。  

3)  CT fas t r ack  BRT 自動運転バスプロジェクトの紹介（コネチカット DOT）  

・ FTA の In tegra t ed  Mob i l i ty  Innova t ion  ( IMI )  デモプロジェクトに選定。  

・3 台の 40 フィート EV バスを Lv4、最高速度 40mph で運行する。正着制御

を実施。 3 台まで隊列走行可能。  

・交差点において、バスと交通制御装置とのコミュニケーションを使用する。 

・プロジェクトは 3 台の New F lye r バスを使用予定。2023 年春から運賃収入

のサービスを開始予定。  

4)  MOVES Pro jec t s の紹介（ Pr ince ton 大学）  

・ニュージャージー州トレントン市の MOVES プロジェクトの取り組み紹介。 

・相互連携したキオスクからなるコミュニティ中心の自動運転車の展開。水

平に動くエレベーター。  

・ Ci ty  Ha l l、鉄道駅、高校、ウォルマート、フェリー船着場等、主要なポイ

ントをカバーする。  
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③ ITS 世界会議 2022 情報収集概要（ 2022.9 .18-22）  

 

A.  ITS 世界会議 2022  

2022 年の ITS 世界会議は 28 回目の大会として米ロサンゼルスで開催された。

本世界会議は昨年に引き続き対面会議での開催となった。参加者数は 6 ,500 人

以上とのことで、昨年の ITS 世界会議（ドイツハンブルグ）に比べ少ない結果

となった。ただし、SIS(Spec ia l  In te re s t  Ses s ion )は昨年よりも多くの聴衆が参加

し、盛況な印象であった。  

 

B.  聴講セッション概要  

(a )  S IS :  Connec ted  and  Au toma ted  Dr iv ing  Research  Coope ra t ion  Between  Europe  

and  Japan  

 SIP-adus と欧州委員会とのジョイントセッション。内容は 1 .1 .6 を参照。  

 

(b )  RF :  U rban  Connec ted  Au toma ted  Shut t le  sy s tems  and  se rv ice s  

  世界各地で行われている自動運転のシャトルサービスに関する取り組みの

紹介。  

1)  Korea  Transpor t  In s t i tu t e（韓国交通研究院）  

・モビリティの世界的な課題：スマート＆グリーン、持続可能性が求めら

れている。  

・乗用車の自動化の動き： Hyunda i は L v3 を 23 年末に入れると言ってい

る。  

・ Pub l ic  & Sha red の自動化： Lv4 は制限された ODD で実現できている。ニ

ュージーランドの例、ドライバーは不在だが、安全保安員が乗っている。  

・韓国世宗（セジョン）における取り組み。 Urban  Connec ted  Automa ted  

Mob i l i ty  (UCAM)を走らせる。  

・ UCASS・ UCAM の課題：以下を議論し、取り組む必要がある  

-  Green  & Smar t：世界的な気候変動、急速な都市化・高齢化社会、シェ

アリングエコノミー  

-  UCASS、 UCAM による MaaS： BRT、コミュニティセンターとのラスト

＆ファーストマイルの接続性  

-  国際標準： ISO  TC 204,  WG17  Nomad ic  & Mob i le  Device s ,  WG19 

In teg ra t ed  Mob i l i ty,  WG8 Pub l ic  Transpo r t  

・ 2026 年の ITS 世界会議（＠韓国江陵）のアナウンス。 20 台以上のシャト

ルを走らせる予定。  
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2)  HMI  Techno log ies /Ohmio  Au tomot ion（ニュージーランドの製造会社）  

・ファースト、ラスト、オンリーマイル交通の問題：これらの交通は十分

ではない。 UCASS がシェアド、オンデマンドのファースト、ラスト、オ

ンリーマイルサービスとして理想的。  

・ UCASS が効果的で実現可能な交通となるためのチャレンジ： Lv4 への移

行、運行速度の増加、オンデマンド・ダイナミックルートの達成、乗客イ

ンタラクションへの取り組み、他の交通モードとの統合等。  

・ドライバーレス運行への移行：監視コントロールルームの導入、新しい

インフラ（路側機センサー）の導入、信号の改善。  

・乗客インタラクションへのチャレンジ：多言語対応、 Disab i l i t y への対

応、車両プロバイダー間の標準化の必要性。  

・公共交通エコシステムとの統合：他の交通モードとの統合、料金収受、

乗客情報や計画システムとの統合（ MaaS を含む）。  

・ Nex t  s tep： UCASS のプロジェクトが必要  

・ケーススタディ  

-  オーストラリア BusBo t：オンデマンドサービス、世界で初めて乗車監

視員なしの自動化公共交通サービスを提供。  

-  韓国セジョン：スマートシティでの適用。分析用に多くのデータを取

得。  

-  オーストラリアシドニー： 5G を使用して有効性を確認、テレオペレー

ションの取り組み。  

3)  S ingapore ’s  Approach  to  Autonomous  Mobi l i ty（シンガポール陸上交通庁）  

・都市モビリティに向けたビジョン：人々が徒歩、自転車、公共交通を選

択し、都市のモビリティが最も資源効率の良い方法で達成される、車の少

ないシンガポールを作る。  

・シンガポールの自動運転の展開ロードマップ： Phase1：テストベッド

（トライアル）、 Phase2：街への展開（限定的な展開）、 Phase3：島全体へ

（完全な運行の展開）  

・自動運転のトライアル： Sen tosa でオンデマンドタイプのトライアルを実

施。 3 ,700 名以上が乗車。  

・商用化に向けたトライアル：サイエンスパーク 2 と Ju rong 島での実証実

験。Wil le r s 社との連携トライアルも実施。  

・自動運転車のテストサイトとして、 2016 年に TUV SUD と連携して

CETRAN(Cent re  o f  E xce l lence  in  Tes t ing  & Resea rch  o f  Avs  –  NT U)を立ち上

げた。  
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・自動運転車の様々なプラットフォームへの活用。  

・自動運転に関する Nat iona l  S tanda rd の作成： LTA と関連団体で共同開発。

2019 年 1 月に 4 つの TR をリリース。  

・自動運転の展開に向けたチャレンジ：法制度、テレオペレーション、商用

化へのシフト、新タイプの PF の供給、 V 2X 要件  

4)  HMI  Techno log ies /Ohmio  Au tomot ion  

・ UCASS の市場プレーヤー： O l l i は撤退？ Navya と E asyMile がメジャーだ

が 200 台レベル。  

・現在の米、欧州、アジアパシフィックでの自動運転シャトルの取り組み

状況。東京オリンピックでの事故、こういうことは起こり得る。  

・中国での取り組み：  

-  Ba idu： Apolong  I I  ロボバスの開発。 Apolong  I  は中国 22 の都市、公園

で展開、 120 ,000 以上のサービスを提供。  

-  WeR ide： Lv4 のミニバス。最高速度は 40kph。広州  In te rna t iona l  B io  

Is land と南京 Eco -H i-Tech -I s land でサービスを開始。  

・欧州での取り組み： AVENUE、 ULTIMO、 SHOW、 Ride - to -Autonomy プロ

ジェクトの紹介。  

・次は何が必要か？  

-  製品よりソリューションを届ける  

-  インフラ、車両、マネジメントシステムの全体のエコシステム  

-  エンドユーザーは乗客  

-  顧客との連携アプローチをとる  

-  顧客のニーズと要件に適応したソリューションを実行する  

 

(c )  S IS :  Oppor tun i t i es  and  Cha l lenges  fo r  A utoma ted  Veh ic l es  in  Rura l  Areas  

  田舎地方での自動運転実証実験に関する取り組みを紹介し、その機会とチ

ャレンジについて議論するセッション。  

1)  In t roduc t ion  (The  PLUM Cata lys t )  

・なぜ、田舎地方で自動運転なのか？  

田舎地方に住んでいるのは米人口の約 19％だけだが、全ての道路死亡事

故の 45％は田舎地方の道路で発生しており、田舎地方の道路での死亡率

は 54％で 2 .4 倍も高い。協調型自動運転車は大きなインパクトをもたらす

ポテンシャルを持っている。  

・米における田舎地方での協調型自動運転の取り組み状況の紹介。車両タ

イプはシャトルと乗用車が多い。  
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・田舎地方における自動運転車のチャレンジ。政府資金によるサービスで、

殆どが完全な需要応答サービスとして運行されている。田舎地方の人口分

布は高齢者、障碍者の割合が多く、多くが貧困ラインを下回っている。  

2)  ADS fo r  R ura l  Amer ica（アイオワ大学）  

・ ADS fo r  Rura l  Amer ica のプロジェクトゴール：安全性の改善、自動運転

システム試験の田舎地方道路での検証、モビリティの向上、データの提供  

・走行ルートの説明。車両は Ford を使用、様々な違うタイプの道路を含む

ルートとなっている。  

・データ収集計画：全 6 フェーズのうち現在はフェーズ 3 まで実施。デー

タの取得を目的としたデモがメイン。  

・実証実験を通じた Lessons  & Learned  

-  車両には ADAS がついているが、自動運転車は異なる。最高速度を抑

えていることの問題、他の車両との速度差、停止からのスロースター

ト。制限速度がわかりにくい。ブラインドコーナーや丘があり、狭い砂

利道もある。天候も大きな課題。  

-  氷により L iDAR が検知できないケースがあった。  

-  カメラベースの信号検知を使用しているが、交差点レイアウトにより

信号を誤検知し急ブレーキがかかるケース。サイドストリートの赤信号

を認識するケースがあった。  

-  Safe ty  Dr ive r のトレーニングが重要である。  

3)  C i ty  o f  Grand  Rap ids ,  MINNESOTA! and  goMA RTI（ Grand  R apids 市）  

・ミネソタ州、 Grand  Rap ids 市での取り組み。 Grand  R ap ids 市はとても古い

社会で、収入レベルは低い。  

・最初は自動運転の実証実験をためらっていたが、助成金があり参加し

た。  

・チャレンジの内容は他の田舎地方と変わらない。 Grand  R ap ids 市は雪が

多く約 6 .2 ヶ月間、雪がある。  

・ goMA RT I プロジェクト  

-  4 つのプロジェクトゴール：田舎の冬の条件での自動運転技術の運行、

自動運転車の経験の提供による地域コミュニティとのつながりと教育、

特に交通への課題を持っている住民への安全でアクセス可能なモビリテ

ィの提供、この実証により経済開発がもたらす影響の理解。  

-  2022 年秋より開始、車両はトヨタシエナを使用。  

-  17 のバス停を設ける  
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4)  May  Mobi l i ty  

・May Mob i l i ty 社のミッション：自動化を通してより安全で、グリーン

で、アクセス可能な世界を作る。日本（広島）とアメリカの 10 都市で展

開。複雑な環境で実証実験を実施している。  

・ Sta r t  w i th  Peop le：個々のレベルでどれだけのギャップがあるのか？乗客

へのコアメトリクスは何か？  

・商業的に面白いパイロットを計画している。例：テレアシスト（遠隔オ

ペレーターによるアシスト）  

・ goMA RT I プロジェクトでの生活の Po in ts  o f  In te re s t：エンターテイメン

ト、日用雑貨等の様々なカテゴリーの PoI を設定。  

・自動化車両の説明：ベースはトヨタシエナ。車椅子のアクセシビリティ

を考慮。 Cab in  awareness を入れているのが特長。  

5)  Via（米ニューヨークに本社を置くソフトウェア会社）  

・ Via 社の自動化モビリティのミッション：自動化技術が効率的で手頃で、

アクセス可能な移動サービスの提供を可能にする。  

・オンデマンドのマイクロ輸送がここ数年増加している。  

・ Via 社はカスタマーサービスオプションを持っており、田舎地方のレジリ

エンシーへのマッピング能力を持っている。これは Goog le  Map の API を

基本としている。  

・田舎地方でのケースステディ：  

-  アラバマ州 BRATS プロジェクト： 30 台の Van を使用。スマート Book ing

の取り組み。  

-  ノースカロライナ州 RIDE プロジェクト：固定バスルートからサービスの

カバーが 150％増加。  

-  ミネソタ州 goMARTI プロジェクト：オンデマンドサービス。  
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④ Transport  Research  Arena (TRA) 2022 情報収集概要（ 2022.11 .14-17）  

 

A.  Transpo r t  Research  Arena  (TRA)  2022  

Transpo r t  Research  Arena  (TRA)は、隔年で開催されている欧州で最大規模の

交通に関する会議であり、自動運転関連だけでなく全ての交通モード（道路、

鉄道、航空、海運）をカバーしている。  

2022 年の TRA は  ポルトガルリスボンにて 4 日間に渡り開催された。約 2 ,200

名が参加し、 G reen  Mob i l i ty と Deca rboni sa t ion、交通インフラに関する課題、

持続可能でスマートなモビリティ等について議論が行われた。  

 

B.  聴講セッション概要  

(a )  S t ra teg ic  Ses s ion  :  CCAM in  Eu rope  –  Pav ing  the  way  to  dep loymen t  

  このセッションでは、 CCAM (Coopera t ive ,  connec ted  and  au toma ted  mob i l i ty )

の社会実装に向け取り組む方向性について有識者による議論が行われた。  

 CCAM がもたらす社会的側面として、障がい者への対応やグリーン化への

対応が考えられること、また今後のチャレンジとして違う分野間での連携や

Lessons  Learned の共有が重要である、といった意見や、社会実装に向け地方

自治体を巻き込むことが持続可能なオペレーションに不可欠であること、国

際連携として北米やアジアとの連携や、国際調和、標準化が重要であるとい

った意見、また技術面ではまだ信頼性が足りておらず、実装には高レベルの

安全性・信頼性が必要である、という意見が出された。  

 

(b )  T he  Fu tu re  o f  Transpo r ta t ion :  What  ro le  fo r  EU -US  Co l l abo ra t ion  in  R &I?  

  欧州と米国の今後の国際連携のトピックについて意見交換するセッション。

後半では、欧州と米国の連携について、 SLIDO を使って聴衆へのアンケート調

査が行われた。  

1)  EU -US Coope ra t ion  f ramework  & EU po l i cy  p r io r i t i es  fo r  t ranspor t  R &I（欧

州委員会）  

・欧州と USDOT は 2013 年 2 月にバイラテラルの ”Imp lemen t ing  Ar rangement”

を締結。  

・全ての交通モードでの連携活動として、 Hor izon  2020 でプロジェクト連携

を開始。  

・欧州委員会（ DG RTD,  DG MOVE）と U SDOT,  TRB で EU-U S のシンポジウ

ムを 2013 年から 18 年にかけて 6 回開催した。  
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・ 2022 年 10 月に行われた EU-US Jo in t  Consu l ta t ive  Group で将来のシンポジ

ウム立ち上げが公式に承認された。 2024 年から 27 年にかけて毎年 1 回、 4

つの新たなシンポジウムを開催予定。  

・ Hor izon  E urope  クラスター 5 における 4 つの Key St ra t eg ic  Or ien ta t ions  

(KSO)の説明。  

・このセッションは将来の EU-US 連携のトピックを議論する予備的なワーク

ショップ。フォローアップを TRB 2023 で実施する予定。  

2)  U .S .  DOT Resea rch  Pr io r i t i es  and  In te rna t iona l  Co l labo ra t io n  O ppor tun i t i es  

(USDOT)  

・ USDOT の研究プライオリティとグランドチャレンジ。安全が第一優先。

戦略的ゴールとして 5 項目（ Safe ty,  Economic  S t reng th  and  Globa l  

Compe t i t iveness ,  Equ i ty,  C l ima te  and  Sus ta inab i l i t y,  Transforma t ion）を設

定。  

・ Trans fo rma t ion では将来交通の Sys tem -o f- sys t ems がグランドチャレン

ジ。  

・連携のプラットフォーム：共同研究が最終ゴール。ただ多くの課題があ

る。欧米双方でファンドを出す。  

3)  The  Fu tu re  o f  Transpor ta t ion :  Wha t  Ro le  fo r  EU -US Co l labora t ion  in  R esea rch  

and  Innova t ion  (TRB)  

・ EU-US の交通シンポジウム。ゴールは欧米での交通セクターのイノベー

ションを加速しつつ、国際交通研究コミュニティ内での共通理解、効率、

大西洋を横断した連携をプロモートすること。  

・シンポジウムでの時間の多くは参加者による議論に費やした。  

・全ての参加者は意見、課題、チャレンジ、研究アイデアの共有に多くの

価値を見出した。  

・交通におけるクリティカルイシューの枠組みの紹介。  

4)  L essons  and  Oppor tun i t ie s  o f  EU -US co l l abo ra t ion  (EU pe rspec t ive s )  (ECTRI)  

・国際連携のベネフィット：  

-  他国で直面している課題の理解促進  

-  追加の研究資金、先進設備、技術スキルへのアクセス  

-  重複した研究の回避  

-  最先端の技術や運用方法をより早く展開できる  

-  ポジティブで永続的な信頼関係の構築、専門家間のより良い信頼関係

と情報交換パイプの構築  

-  個々の研究者の国際的な認知度向上による利益  
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・国際連携は信頼関係が重要である。  

・ ECTRI と TRB で MOU を 2006 年に締結。 EU-US シンポジウムでは

ECTRI が欧州側の研究者探しをサポート。  

・ TRB In te rna t iona l  Coord ina t ing  C ounc i l  ( ICC )：米国 6、欧州 2 を含む 17 の

パートナーと米国 7、欧州 5 を含む 16 のメンバーで構成。交通のすべて

のモードにおける国際的な観点、プラクティス、あらゆる側面の研究とサ

ービスの評価をファシリテートする。  

・ TRB ICC の研究テーマ：気候変動へのチャレンジ、交通経済学、交通の

デジタル化、分野横断的な課題。  

5)  SLIDO を使った聴衆への意見集約  

Q：過去に EU または US のパートナーと R＆ I プロジェクトで連携したこと

があるか？（回答 30 名）  

→ 全くない（ 33%）、 1 回（ 30％）、 2 -3 回（ 30％）、 6 回以上（ 7％）  

Q：どのようなタイプの連携研究に参加したか？（回答 19 名）  

※キーワード入力  

→ Bas ic  r esea rch ,  Tes t  beds ,  R IA  

Q：米国の大学＆研究機関と欧州カウンターパートとの交通 R＆ I に関し、

より効率的に連携するためには何が必要だと思うか？（回答 23 名）  

※キーワード入力  

→ Fund ing ,  Common  research  agenda ,  Time,  Common  Vis ion 等  

Q：米国の政府ファンドのプロジェクトと欧州ファンドのプロジェクトとの

交通 R＆ I に関し、より効率的に連携するためには何が必要だと思うか？  

（回答 17 名）  ※キーワード入力  

→ Transpo r t  indus t ry  p layer,  Coord ina t ion ,  Jo in t  g loba l  ac t ions 等  

Q： 2030 年までに、将来の交通システムを実現するために取り組むべき世

界的なチャレンジは何か？（回答 30 名）  ※キーワード入力  

→ Leg is l a t ion ,  Cybe r s ecu r i ty,  C l ima te  Change ,  Modal  sh i f t ,  C i r cu la r  economy 等  

Q：今後の EU-US 交通研究シンポジウムの観点から、特定のグローバルチャ

レンジに取り組むために US が最も貢献できる連携エリアはどれか？  （回

答 27 名）  

→ 1)脱炭素化、 2 )デジタル化、 3 )自動化と新モビリティサービス、 4 )Equ i ty

と Inc lu s ion、 5)交通安全、 6 )交通セクターの労働者不足、交通従事者の

スキルアップ、 7 )空質、 8 )インフラ、 8 )サプライチェーン崩壊の緩和、

10)その他  
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(c )  In te rna t iona l  d imens ions  o f  E uropean  compe t i t iveness  and  t echno logy  leade rsh ip  

  モビリティ分野における欧州の国際的な技術競争力とリーダーシップに関

する取り組みについて議論するセッション。  

1)  S t reng ths ,  Weaknesses  and  Oppor tun i t i es  fo r  Eu rope :  T he  S ta tu s  o f  Road  

Transpo r t  Research  in  Compe t ing  Marke ts :  US ,  Ch ina ,  Sou th  Korea  and  Japan  

(VDI /VDE-IT )  

・このセクションの目的  

-  道路交通研究の戦略に対するファクトシートを紹介する。ただしこれ

はまだ精度を上げられるし、ダイナミックに変化するもの。 Web 上で常

に Upda te を行っていく。  

-  自動化、都市モビリティ、電動化に関する国際的なアプローチを比較。  

-  国際的な開発の観点から、欧州がすべきこと、すべきでないことを議

論。  

-  次の 10-15 年に向けた道路交通研究の方向性についてインプットを行

う。  

・ファクトシートの特徴  

-  E RTRAC の WG テーマに沿った政策、プログラム、研究内容を記載  

-  産官学の主要プレーヤーをマップ化  

-  社会経済のトレンドと COVID -19 の影響を記載  

-  強み・弱みに対する Find ing  

・ファクトシートは日本、アメリカ、中国、韓国、欧州についてそれぞれ

作成。  

・世界のどこと連携すべきか、するべきでないか、中国に対する欧州の状

況について SWOT 分析を行った。  

＜中国に対し優れており、機会となるもの＞  

 ソフトウェア定義のコントロールにフォーカス  

 →E/E アーキテクチャのトランスフォーメーション  

＜中国に対し優れており、脅威となるもの＞  

 ソフトウェア定義のコントロールにフォーカス  

 →欧州に影響を及ぼす標準化  

＜中国に対し劣っており、機会となるもの＞  

より少ない車両センサーでの認識  

→冗長による便益のプロモーション  

＜中国に対し劣っており、脅威となるもの＞  

より少ない車両センサーでの認識  
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→欧州の技術を無視したコントロール設計  

・道路交通研究のアプローチの比較  

-  自動化に関する比較では、アジア（日本、中国、韓国）はインフラベ

ース（例として日本は東京臨海部 FOT）、アメリカは車両ベース、欧

州は Mixed のアプローチである。  

-  シェアドモビリティの役割に関する比較では、アジア（日本、中国、

韓国）では公共交通を補完するもの、アメリカは個々の移動を補完す

るもの、欧州はシームレスで統合されたマルチモーダルな交通であ

る。  

-  電動化に関する比較では、日本は水素技術が支配的、中国、韓国はバ

ッテリーが支配的、アメリカと欧州は技術中立である。  

2)  S t reng then ing  the  E uropean  resea rch  ne tw orks :  a  sys tema t ic  app roach（アリス

トテレス大学）  

・欧州の研究者ネットワークの強化に向けた社会ネットワークの分析。過

去に二つのレポートを発行している。  

・コンセプト： ERTR AC に関連する分野における欧州の R＆ I エコシステム

の完全なマッピングと構造分析を行う。  

・使用データ：欧州委員会によって提供された Hor izon  2020 のプロジェク

トにフォーカス。  

・方法論のサマリー：ネットワークの主な形態上の特徴を調べるため社会

ネットワーク分析を使用。 FUTURE-RADAR で特定した関係者の相対位置

を特定。  

・想定される成果：  

-  どの関係者がネットワークのコアを構成しているか？  

FUTURE-RADAR で特定された関係者の相対位置は何か？  

-  欧州の産業プレーヤーはどれだけこのネットワークと統合されている

か？関係者間でニーズやソリューション情報の伝達の有効性を改善す

る余地はあるか？  

・ 4 つのトピック ( ICE fo r  HEV,  Ba t t e ry  ce l l s ,  Advanced  func t iona l  mater i a l s ,  

Power  e lec t ron ics )について評価を実施。  

・ Conc lud ing  remarks：  

-  この検討は社会ネットワーク分析が効果的にイノベーションのエコシ

ステムをマップ化し、その構造に関して価値のある見識を提供できる

ことを証明した。  
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-  予想された通り、全てのよく知られた研究センターや機関がよく知ら

れた研究分野に位置していることが明らかになった。  

-  更なる調査が必要な幾つかの想定していない組織が存在することもわ

かった。これはこのアプローチが本当に関係するプレーヤーを見逃し

ておらず、他の新しい研究エリアの調査手段として使用できることを

示している。  

-  全体を通じて、分析結果は 10 年に及ぶ Green  Veh ic l e の活動が、将来

に渡り安定した強固なネットワークを形成し、ずっと進化し続ける研

究ニーズに適用でき、高い品質で新たな関係者を引きつけ、組み入れ

ることができる結果となったことを示している。  

・ Some thought s  and  Out look：  

-  Fu ture  Hor izon からの 27 プロジェクトの分析では、水の流れのような

ネットワークの結果を示していた。  

-  状況はこの 3−4 年で劇的に変化した（例として、 2018 年では欧州で誰

もリチウムイオンのセルを製造できなかった）。  

-  さらに多くのファンディングが可能となっており、多くのプロジェク

トが近年立ち上がった。  

-  ファンディングは産業界からも来ているように見える。  

-  現在の産業界の認識：ダイナミクスは大規模に増加しており、プロジ

ェクトでは遅すぎるかもしれない。  

-  国からのファンディングを受けている地域は EU ファンディングの必要

性が少なく、その逆も然りである。  

-  ドイツの省庁は大規模なファンディングに対しクラスターアプローチ

を取ることを決めた。  

-  しかしながら EU のファンディングは従来固有の EU 研究ネットワーク

の建造を支持している。  

-  学際的で分野横断的な連携に価値があることに同意する。  

3)  Conc lud ing  remark（欧州委員会）  

・このセッションはモビリティと国際連携の内容を含んでおり、本日の議

論の内容にとても満足している。  

・国際連携は Win -Win であるべきである。国際競争力やネットワーク分析

にも非常に注目している。  

・今後は科学技術の中期的なフレームワーク作りに取り組んでいく。  

・国際的な観点を入れて St ra teg ic  R esearch  & Innova t ion  Agenda  (SRIA )の

Update に取り組む。  
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⑤ Transportat ion Research  Board  (TRB) Annual  Meet ing 2023 情報収集概

要（ 2023.1 .8-12）  

 

A.  TRB Annua l  Mee t ing  2023  

・ 102 回目を迎えた TRB Annua l  Mee t ing は米ワシントン DC にて昨年に引き続

き対面会議として開催された。  

 

B.  情報収集の概要  

(a )  米国や中国の自動運転に関するプロジェクト実施状況  

 米国および中国でも自動運転については研究を推進する段階から実証を通

じて社会に導入してゆくフェーズにある。両国とも、その推進には政府（政府

系機関も含む）や民間の後押しが重要であるとの認識が示されていた。実証実

験をマネジメントする仕組みも紹介されており、米国ジョージア州やテネシー

州では週の運輸局（ Sta te  DoT）が実証実験の進捗や、所属する研究者による研

究の推進状況を可視化するといった取り組みを進めていることが示されてい

た。  

 

(b )  Human  Mach ine  In te r face の研究  

 自動運転の Human  Mach ine  In te r f ace（ H MI）に関する研究は引き続き行われ

ている。車内だけでなく、自動運転車の周辺にいる他の車両や歩行者等を対象

として E xterna l  HMI  (eHMI)も研究が進められている。その評価には Vir tua l  

Rea l i ty（ VR）技術も活用されており、英国リーズ大学からは、室内壁面に仮想

環境の VR 映像を投影し、その映像を実験参加者が見てふるまう様子から eHMI

の効果を評価する試みが紹介された。ミシガン大学では、専門家と一般の人を

対象として eHMI に期待するところを調査した研究が報告されていたほか、オ

ランダ TNO からは eHMI 研究の動向を調査した研究が紹介された。 eHMI の研

究については評価だけでなく、研究状態や今後期待する点のアンケート調査が

実施されており、研究そのものを広げようとする傾向が見られた。  

 

(c )  In te l l igen t  Transpor ta t ion  Sys tem の最新動向  

 自動運転も関連が深い In te l l igen t  Transpor ta t ion  Sys tem( ITS)の分野について、 

米国では Safer,  Greener,  Smar te r  fo r  a l l を掲げ自動運転の実証実験が進められ

ている。自動車のみならず、無人航空機に代表される航空の自動運転も含めて、

今後のビジョンを策定している。米国では自動運転が関わる領域の中に、イン

フラも含められている。インフラは道路や道路設備から通信までを広く扱うと
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予想される。E merging  t echno logy  と呼ばれる、これまで道路交通分野にはあま

りなじみのない領域で自動運転の実現に必要、あるいは積極的な分野を同定し

ていることも紹介された。  

 

(d )  日米欧それぞれの活動  

  米国では USDOT の傘下に Automa ted  Sys tem Safe ty  C en te r  o f  Exce l l ence  を

設けており、自動運転を陸上交通だけでなく航空も含めて考えている 。

NHTSA からは安全の観点での活動紹介があり、乗客の安全性考慮も必要で

あるとの紹介があった。米国では運輸に関連したデータストレージが公開

されているように、データ共有に関する関心も高い。サンフランシスコ大

学からは Cru ise の自動運転車両に対する安全性評価の取り組みや、利用者

を対象とした利用の意欲や動向に関する調査について紹介があった。  

  IEEE の SA AD dec is ion  mak ing  g roup  organ iza t ion では自動運転の交通シナ

リオの総覧を作成して出版されたところであり、 SAE の Automa ted  veh ic l e  

sa fe ty  conso r t ium からは自動運転の安全性についてのメトリクスを示した

との報告があった。  

  欧州は Green  dea l ,  D ata  s to rage ,  Mob i l i ty  S to rage  EU のミッションを自動運

転では重視している。 Hor izon  Europe  27 ではエネルギーとモビリティと同

一の領域で扱う。自動運転の受容性は各人の属性によって異なる、利用者

を巻き込んだ導入が必要ではないかとの紹介があった。  

  欧州 SHOW pro jec t でレベル 4 モビリティの実現を目指している。プロジェ

ク ト で 取 得 さ れ た デ ー タ を 可 視 化 す る Dashboa rd や 流 通 を 促 進 す る  

Marke tp lace を Web で公開する予定である。  

  日本からは SIP -adus、その活動として行われた DIVP®の成果が共有された。 

 

(e )  自動運転に関連した研究の動向  

 ポスターセッション発表などの傾向から、自動運転の研究についても車両技

術から徐々に道路設備も含めた通信活用などのインフラの話題、利用動向や社

会受容性の調査に関するもの、自動運転に強く関連する各分野の研究動向の調

査といった内容に移りつつあることが分かった。インフラへカメラやセンサー

を設置してデータを取得し、それを活用する試みとしては交差点内の行動予測

（ UC リバーサイド校からの発表）のほか、高速道路上を走行する車両のデー

タ収集（ヴァンダービルド大学）、SIP-adus でも取り組まれたような、自動運転

の普及がもたらす効果の推計（アテネ工科大からの発表）や、自動運転を利用

した人のアンケート調査（リヨン大学からの発表）等のほかにも、ソーシャル
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メディアから自動運転に対する態度を分析した研究（ウェストバージニア大学

の発表）、インフラストラクチャへ自動運転として期待することが専門家と一

般の方でどう違うのかを調査したもの（リーズ大学の発表）などがこれらの事

例である。  

自動運転に関連する研究の分野についての動向調査としては、コンピュータ

ビジョン（セントラルフロリダ大学の発表）、道路の保全管理（ウェストバージ

ニア大学の発表）、交通全般（ミラノ工科大学の発表など）が存在した。これら

は本事業でも取り組んだ日本国内の自動運転研究動向の分析と類した取り組

みであり、自動運転という広い分野のありようそのものを研究する課題が派生

しつつあることを示している。  

 

( f )  モビリティ分野での国際連携の可能性  

気候変動対策や CO 2 削減はモビリティ分野でも共通の目標である。会期中

に行われた国際連携について議論するワークショップでは、連携の具体例とし

てもこれらは最重要視されており、自動運転はその次に重要視される主題であ

る。欧州ではエネルギーとモビリティを一体として扱い、その課題を解く手段

の一つとして自動運転を扱う動向もある。米国では技術のもたらす利益と不利

益の両面に着目している。合同イベントの開催、プロジェクト間の連携、その

上位にあるプログラム間の連携といった段階で情報交換を進め、様々な分野の

人が連携している状態を目指すとの紹介があった。ワークショップでは連携の

促進に重要なものは Fund ing， Flex ib le  Mechan i sm ,  Awareness  o f  oppo r tun i ty  and  

ways  to  engage  なども参加者からは挙げられていた。  
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1.2  専門家レベルにおける、海外研究機関と連携する研究テ

ーマ形成の促進  

 

※国内の学学連携及び自動運転関連研究を進めるアカデミアの増加に資する

連絡会議の開催については、2 .1 諸項目と関連が深いことから、2 .1 .6 に記載

した。  

 

1.2.1   日独連携研究テーマ形成の促進  

日独連携の個別分野の協力については、本業務着手時点における協力のフ

ェーズは下記の通りであった。  

・ Human Fac to r  

2019 年度第 2 四半期から具体的な連携が開始されたところ。  

・ Soc io -economic  Impac t  A sses smen t  

担当する専門家の特定が進んでおり、今後専門家同士の議論を進め、共

同研究できる具体的な内容の有無について検討を進める。  

・ Safe ty  Assu rance  (Val ida t ion ,  Mode l ing ,  S imu la t ion )  

今後、日本側で担当する専門家を特定し、専門家同士の議論を進め、共

同研究できる具体的な内容の有無について検討を進める。  

・ Cyber secur i ty  

今後、担当する専門家を特定し、専門家同士の議論を進め、共同研究で

きる具体的な内容の有無について検討を進める。  

 

本学では政府間会議及び上記の各個別分野の進捗推進を図るべく、  

 ”Coord ina t ing  Sec re t a r ia t”として、各分野の活動に対して、それぞれ以下の支

援を実施した。  

 

(1 )  Soc io -economic  Impac t  Assessment の専門家支援  

SIP 自動運転において当該分野に関する委託を実施している同志社大学、東

京大学のメンバーと、そのカウンターパートであるドイツ航空宇宙センター及

びその他関係機関の研究者が一同に会して行った第 1 回会合及びその準備会議

に対して、各種支援を実施した（表 1 -2 -1-1）。  
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表 1 -2 -1-1 Soc io -economic  Impac t における会議等の支援内容  

日時  場所  参加者  会議内容・支援内容  

2019 /8 /5  

15:00 -

17:00  

同志社大学  同志社大学三好教

授・渡邊研究員、筑

波大学谷口教授、東

京大学中野教授・鹿

野島准教授、内村特

任研究員  

＜会議名称＞  

・日独連携会議に関

する事前打ち合わせ  

＜支援内容＞  

・日独連携について

の最新情報の提供  

2019 /10 /7

及び 10 /8  

 

ドイツ航空宇

宙センター・

ベルリン事業

所（ドイツ）  

＜日本側＞  

内閣府古賀企画官、

同志社大学三好教

授・渡邊研究員、筑

波大学谷口教授、東

京大学中野教授・鹿

野島准教授、内村特

任研究員  

＜ドイツ側＞  

Tors t en  FLE ISCHER 

(KIT ) ,  Jens  SCHIPPL 

(KIT ) ,  Tob ia s  

KUHNIMHOF 

(RWTH) ,  Michae l  

SCHRÖMBGES 

(RWTH) ,  F lo r ian  

FRANK (Fede ra l  

Min i s t ry  o f  E duca t ion  

and  R esearch  B MBF) ,  

Chr is t ine  

EISENMANN (DLR) ,  

Chr is t ian  WINKLER 

(DLR) ,  La rs  

KROEGER (DLR),  

Owain  NEUMANN 

(DLR)  

＜会議名称＞  

Fi rs t  mee t ing  of  

p ro jec t  members  

＜支援内容＞  

・日独連携について

の最新情報の提供  

 



 

  

86 

 

  

(2 )  日独連携 Expe r t  Workshop の開催支援  

日独連携の個別連携研究テーマの研究促進のため、日独政府（内閣府、独

BMBF）の関係者および連携研究テーマの専門家が参加する日独連携 E xpe r t  

Workshop の開催を支援した。開催概要は表 1 -2 -2-1〜 1-2 -2 -4 に示す通り。  

 

表 1 -2 -2-1  第 3 回日独連携 Exper t  Workshop 開催概要  

 

日時： 2019 年 11 月 15 日  

場所：メルパルク東京 6F ラルミエール会議場  

参加者：  

ドイツ：BMBF：連邦教育研究省（ Depu ty  Direc to r  Genera l  Ze i se l 氏他）、Safe ty  

Assu rance 専門家、Cybersecu r i ty 専門家、VDI/VDE -IT（ Coord ina t ing  

Sec re ta r ia t）他  

日本：内閣府（葛巻 PD、各サブ PD、古賀参事官他）、 Safe ty  Assu rance 専門

家、Cyber secur i ty 専門家、東京大学（大口、鹿野島、梅田）、NEDO 他  

主な議事：  

⚫  Safe ty  A ssu rance の取り組み紹介＆論議  

⚫  Cyber secu r i ty の取り組み紹介＆論議  

Workshop 概要：  

⚫  「 Safe ty  Assu rance」および「 Cybersecu r i ty」の取り組みについて、日

独双方より以下のプレゼンテーションを実施。  

⚫  BMBF より、“今回の二つのトピックスはとても重要であり、どちら

も日独で協力しなければいけない領域。具体的な進め方を午後のステ

アリング委員会で論議したい”、SIP -adus 側より、“今後窓口を決めて

具体的な協力の形について決めていきたい”、とのコメントがあり、

両トピックスにおいて継続して日独連携を検討していくこととした。 
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表 1 -2 -2-2  第 4 回日独連携 Exper t  Workshop 開催概要  

 

日時： 2020 年 11 月 25 日  

場所：Web 会議  

参加者：  

ドイツ：BMBF：連邦教育研究省（ Depu ty  Direc to r  Genera l  Ze i se l 氏他）、Safe ty  

Assu rance 専 門 家 、 Cyber secu r i ty 専 門 家 、 Socio -economic  Impac t  

Assessmen t 専門家、 VDI/VDE-IT（ Coord ina t ing  Sec re ta r ia t）他  

日本：内閣府（葛巻 PD、各サブ PD、垣見参事官、古賀参事官他）、 Safe ty  

Assu rance 専門家、C ybersecu r i ty 専門家、東京大学（大口、鹿野島、梅

田）、 NEDO 他  

主な議事：  

⚫  Soc io -economic  Impac t  A sses smen t の取組み紹介＆論議  

⚫  Safe ty  A ssu rance の取組み紹介＆論議  

⚫  Cyber secu r i ty の取組み予定の紹介  

Workshop 概要：  

⚫  「 Soc io -economic  Impac t  Assessmen t」の取組みについて、 11/9 に実施

したセッション内容を中心にプレゼンテーションを実施。日独同一ア

ンケートによる個人の受容的態度に関する日独の違いや、 CO VID-19

を受けた生活変化について議論が行われた。  

⚫  「 Safe ty  Assu rance」の取組みについて、日独双方よりプレゼンテーシ

ョンを実施。その後の論議では、今後 Euro  NCA P に対する意見反映に

向けコミュニケーションルートを作っていくことや、独側の OEM 参

加体制についての説明があり、最後に来年春に Safe ty  Assurance の専

門家会合を実施予定であることが示された。  

⚫  「 Cyber secur i ty」の今後の取組みについてプレゼンテーションを実施。

今後日本側で”T hrea t  In te l l igence”と”Veh icu la r  Honeypo ts”、独側で”

Pla t fo rm and  Hardware  Secur i ty”と”Secur i ty  Compos i t ion  for  Au to mot ive  

sys t ems o f  sy s tems”について取組んでいくことが示された。  

⚫  最後に今後も継続して日独連携を進めていくことを確認した。  
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表 1 -2 -2-3 第 5 回日独連携 Exper t  Workshop 開催概要  

  

日時： 2021 年 12 月 6 日  

場所：Web 会議  

参加者：  

ドイツ：BMB F：連邦教育研究省（ Depu ty  Direc to r  Genera l  Ze i se l 氏他）、Soc io -

economic  Impac t  Assessmen t 専門家、 Human Fac to r s 専門家、 Safe ty  

Assu rance 専門家、 V DI/VDE-IT（ C oord ina t ing  Sec re t a r i a t）他  

日本：内閣府（葛巻 PD、各サブ PD、植木参事官、福島参事官他）、 Soc io -

economic  Impac t  Assessmen t 専門家、 Human  Fac to r s 専門家、 Safe ty  

Assu rance 専門家、東京大学（大口、鈴木、梅田）、 NEDO 他  

主な議事：  

⚫  Soc io -economic  Impac t  A sses smen t の取り組み紹介＆論議  

⚫  Human  Fac tor s の取り組み紹介＆論議  

⚫  Safe ty  A ssu rance の取り組み紹介＆論議  

⚫  話題提供： Arch i t ec tECA2030 の概要紹介  

Workshop 概要：  

⚫  2022 年 Q 1 で終了する Soc io -economic  Impac t  Assessmen t と Human  

Fac to rs につき、これまでの進捗状況および成果についての報告が行

われ、今後の予定として双方とも日独連携を半年程度延長して面直の

合同会議等を行う計画が示された。  

⚫  Safe ty  Assu rance の取り組みついて、日 DIVP と独 VIVALDI の連携活

動を中心に進捗状況報告が行われ、ロードマップとして 2022 年 5 月

に ASAM 等も参加した業界シンポジウムをドイツで実施する計画が

示された。  

⚫  Lv3 以上の自動運転車の ECS(E lec t ron ic  component s  and  sys tems)の評

価フレームワークを検討する Arch i tec tE CA2030 プロジェクトの概要

紹介があり、 2022 年 5 月に開催する業界シンポジウム等を活用して

PEGASUS Fami ly プロジェクト等と連携していく可能性が示された。  
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表 1 -2 -2-4 第 6 回日独連携 Exper t  Workshop 開催概要  

  

日時： 2022 年 10 月 14 日  

場所： ANA クラウンプラザホテル京都  2F“朱雀”  

参加者：  

ドイツ： BMBF：連邦教育研究省（ Stefan  Menge l 氏）、 Socio -economic  Impac t  

Assessmen t 専門家、H uman  Fac tor s 専門家、Safe ty  A ssu rance 専門家、

Cyber secu r i ty 専門家、 VDI/VDE -IT（ Coord ina t ing  Sec re ta r ia t）  

日本：内閣府（葛巻 PD、各サブ PD、木村参事官他）、Soc io -economic  Impac t  

Assessmen t 専門家、 Human  Fac tor s 専門家、 Safe ty  Assu rance 専門家、

Cyber secu r i ty 専門家、東京大学（大口、鈴木、梅田）、 NEDO 他  

主な議事：  

⚫  日独政府による連携活動の振り返りと今後の取り組み紹介  

⚫  Human  Fac tor s の取り組み成果報告＆論議  

⚫  Soc io -economic  Impac t  A sses smen t の取り組み成果報告＆論議  

⚫  Safe ty  A ssu rance の取り組み成果報告＆論議  

⚫  Cyber secu r i ty の取り組み成果報告＆論議  

Workshop 概要：  

⚫  日本から日独連携活動の振り返りと今後の取り組みとして次期 SIP の

概要を説明した。  

⚫  BMBF より、現在の連携プロジェクト成果と連携活動に関連する省庁

の連携について説明があり、連携継続に向けた意欲が示された。  

⚫  「 Human Fac to rs」の取り組み成果について、各共同研究の成果に加え、

合同ワークショップの取り組みや、 ISO の標準化活動への貢献につい

て説明があった。  

⚫  「 Impac t  A sses smen t」の取り組み成果について、これまでの活動経緯

と成果、今後出版予定の日独における自動運転の普及と受容に関する

共同出版の内容について説明があった。  

⚫  「 Safe ty  A ssu rance」の取り組み成果について、 Safe ty  A ssurance 全体

の日独連携の枠組みと VIV ID での連携活動内容に加え、成果として

ASAM 標準化活動への貢献について説明があった。  

⚫  「 Cyber secur i ty」の取り組み成果について、 4 つの取り組み成果に加

え、日独連携活動で学んだ内容について日独双方から説明があった。 
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1.2.2  日 EU 連携、 Horizon2020 を軸とした連携研究テーマの調査、支援  

 日 EU 連携活動において、1 .1 .3 に記載の状況を受け、先方のプロジェクト期

間を考慮して候補の絞り込みを行い、日 EU 連携の候補となる対象プロジェク

トのリストを作成した（表 1 -2 -2-1）。本リストを SIP -adus 国際連携 WG および

モビリティ・イノベーション連絡会議にて展開し、具体的な日 EU 連携プロジ

ェクト候補の検討を行った。以降、連携の可能性がある研究テーマについて、

対象プロジェクトの調査、専門家の支援等を行った。  

 

表 1 -2 -2-1  日 EU 連携候補対象プロジェクトリスト  
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(1 )  HEADSTART プロジェクトとの連携活動支援  

 欧州委員会（ DG-RTD）より HEADSTART プロジェクトの担当者を紹介して

もらい、 2020 年 6 月より連携活動を開始した。なお、 2 回目以降は関連する日

SAKURA プロジェクトのメンバーにも参加いただき、 SAKURA プロジェクト

との合同会議の形で開催した。  

本学としては、”Coord ina t ing  Sec re ta r ia t”として先方との打ち合わせの日程調

整、日本側メンバーへの参集依頼、会議資料の共有等のサポートを行った。ま

た、HEADSTART プロジェクトの情報収集として HEADSTART が主催するイベ

ント（表 1-2 -2 -2）に参加し、日本側の専門家と情報共有を行った。  

この欧州 HEADSTART プロジェクトとの連携活動は、 2021 年 4 月に実施し

た会合にて、連携活動のアウトプットとして共同の Whi te  Paper 作成を合意、

SIP -adus 側の窓口として共同 White  Pape r 作成の支援を行った。  

 共同 Whi te  Pape r の作成にあたっては、 2021 年 6 月以降月 2 回のペースで内

容に関する議論が行われ、 2021 年 11 月に SIP -adus  Workshop にて専門家間に

よる最終確認を行う Breakou t  Workshop を開催し、本共同 Whi te  Pape r の内容を

最終化、 2021 年 12 月に公表した（図 1-2-2 -1）。  

本共同 Whi te  Pape r の公表に関し、 SIP-adus ウェブサイトへの掲載について

支援を行った。  

 

表 1 -2 -2-2  HEADSTART イベント概要  

日時  タイトル  主な内容  

2020 /5 /11 -15  HEADSTART 

Week  

 

・ HEADSTART プロジェクト概要  

・ Overa l l  me thodo logy  and  p roces se s  fo r  

te s t ing  and  va l ida t ion  of  au toma ted  veh ic le s  

・ Truck  p la toon ing ユースケースへの

HEADSTART Va l ida t ion  me thodo logy の適

用  

・ Tra ff ic  jam chauffe r ユースケースへの

HEADSTART Va l ida t ion  me thodo logy の適

用  

・自動運転における HEADSTART 

Cyber secu r i ty  va l ida t ion  

2020 /10 /22  HEADSTART 

Mid - te rm even t  

・ Scena r io  based  Va l ida t ion  

・ HEADSTART Methodology の紹介  
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・ Posi t ion ing ,  Communica t ion (V2X) and  

Cyber secu r i ty  

・ From Methodo logy  to  Procedu re  

・ HEADSTART ユースケースの取組み紹介  

・ HEADSTART Exper t  Ne twork  

・今後の取組み紹介  

 

 

 

図 1 -2 -2-1  HEADSTART /SAKURA/SIP -adus 共同 Whi te  Pape r 表紙  
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(2 )  H i-DRIVE プロジェクトの調査  

 欧州研究枠組みプログラム Hor izon  2020 の下で最後に立ち上がった自動運

転の大規模実証を行うプロジェクト、Hi-Drive プロジェクトについて、今後の

連携研究テーマ候補として調査を行った。  

 本 H i-Dr ive プロジェクトは、 2021 年 7 月 7 日のキックオフミーティングに

対し SIP-adus への登壇依頼があり、国際連携パートにて SIP 自動運転の FOT

国際連携領域リーダーが登壇し、東京臨海部実証実験の活動について紹介を行

った。本学も SIP-adus 国際連携活動の事務局として H i-D r ive のキックオフミ

ーティングに参加し、Hi-Dr ive プロジェクトに関する情報収集を行った。概要

は表 1 -2 -2 -3 の通り。  

 

表 1 -2 -2-3  H i-D r ive プロジェクトキックオフミーティング概要  

 

 COVID-19 の影響で、完全オンライン会議にて開催。 Hi-Dr ive プロジェクト

関係者約 150 名が参加し、 Hi-Dr ive プロジェクト全体概要の説明、各サブプ

ロジェクト（ S P）リーダーよるサブプロジェクト取り組み内容説明を中心に

行われた。以下、プロジェクト全体概要と各 S P の取り組み内容を記載。  

a .  Hi-D rive プロジェクト概要説明  

➢  Hi-D rive は高度運転機能を持つ乗用車の大規模実証実験を伴う L3 P i lo t

の後継プロジェクト。  

➢  プロジェクト期間は 2021 /7 -2025 /6 の 4 年間。予算は総額 37m€。  

➢  自動車 OEM、サプライヤ、研究機関等、 44 のパートナーが参加。コー

ディネータ機関は L 3  Pi lo t に引き続き Volkswagen が務める。  

b .  SP1:  Co l labora t ions 取り組み説明  

➢  SP1 では全体のプロジェクト運営・管理、全パートナーのコーディネ

ート等を行う。  

➢  また、 L3 P i lo t にて作成した CoP（ Code  of  Prac t ice）をさらに拡張し、

試験のための C oP の開発を行う。  

➢  国際連携のコーディネートも行う。米や日との国際連携活動を実施す

る。  

c .  SP2:  Enab le rs 取り組み説明  

➢  ドライバーへのテイクオーバーリクエストの頻度を最小化し、 ODD の

拡張にチャレンジする。  

➢  SP2 は自動車 OEM を中心に 25 のパートナーが参加する。  
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➢  技術的な取り組みとして、 Connec t iv i ty、 Pos i t ion ing、 Cyber secur i ty、

Mach ine  lea rn ing に取り組む。  

d .  SP3:  Veh ic le s 取り組み説明  

➢  SP3 での主なチャレンジは車両を提供し、 SP5  (Opera t ions )の実証準備

をすること。  

➢  SP3 は 22 のパートナーが参加。以下 6 つの WP を設定。  

WP3.1：技術コーディネート、 WP3.2：インタラクション  

WP3.3：初期定義、データロガー、 WP3.4： Enab le rs の導入  

WP3.5：車両準備、 WP3.6：車両事前試験  

➢  まずはユースケースの定義を行う。 10 月にキックオフミーティングを

開催する。  

e .  SP4:  Methodo logy 取り組み説明  

➢  SP4 では Research  Ques t ion を特定し、共通のデータフォーマットを合

意する。また、高度自動運転システムや関連する E nab le r s を試験・評

価するプロシージャを合意する。学際的な評価手法を確立するため、

背景理論やインパクトメカニズムを見直す。また、高度自動運転技術

のユーザー、ヒューマンファクタの側面に取り組むべく、交通システ

ムレベルでのポジティブな効果の理解を促進する。  

➢  以下 5 つの WP を設定。  

① Resea rch  Ques t ions、② Data  Requi remen ts、③ E xpe r imen ta l  

p rocedu re s、④Methods  fo r  u se r  eva lua t ion、⑤Methods  fo r  e ff ec ts  

eva lua t ion  

➢  まずは Resea rch  Ques t ion の作り込みを行うとともに、ベースとなる技

術の共通理解を得る。  

f .  SP5:  Ope ra t ions 取り組み説明  

➢  SP5 では、テストサイトでの Opera t ions、プリテストの計画とモニタ

ー、テスト準備活動のコーディネートを行うとともに、ヴァーチャル

or 実環境でのトライアルの実行を行う。また、データエンジニアツー

ルの設計、 SP6(User s )、 SP7(E ffec ts )で評価するための実験データ収集

を行う。  

➢  テスト条件として、低視界条件、エッジケースシナリオ、クロスボー

ダーコリドーを考えている。  

➢  SP5 のチャレンジ： Enab le rs の Feas ib i l i t y をテストする（信頼性と性能

面）。デジタル -フィジカル間の一貫性と補完性のある試験を行う。デ

ータを収集し使用可能にする。  
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➢  以下 6 つの WP を設定。  

WP5.1：技術コーディネート、 WP5.2：インタラクション  

WP5.3： Opera t ion の準備、 WP5.4： Opera t ions  

WP5.5：データエンジニアリングツールとデータベース  

WP5.6：ショーケース  

g .  SP6:  User s の取り組み説明  

➢  SP6 では実証に基づくユーザーベースの検討を行う。異なるユーザー

グループのニーズを理解し、マッピングする。どの要素が C AV のユー

ザー受容と認知に影響するかを評価する。 CAV での乗り物酔い、快適

性改善を調査する。また、ユーザーモニタリングの開発を行い、交通

弱者や他の道路ユーザーに必要とされる情報を決定する。  

➢  以下 4 つの WP を設定。  

① User  accep tance  and  awareness、② Human- l ike  d r iv ing  and  u se r  

comfo r t、③ Dr iver  moni to r ing  and  re la t ed  HMI、④ In te rac t ions  wi th  o ther  

road  u se rs  

h .  SP7:  Effec t s の取り組み説明  

➢  SP7 ではシナリオを収集し、エッジケースを取り除いて Hi-D rive の機

能評価のためのテストケースを生成する。コモンシナリオとエッジケ

ースシナリオのデータベースを開発し、運用する。高度自動運転シス

テムの enab le r s の技術性能を評価し、高度自動運転の安全面、効率

面、モビリティ観点でのインパクトを評価する。また、方法論やツー

ルに関するデータ評価から得られた知見を提供する。  

➢  SP7 のメインは以下 5 つの WP。  

① Tes t  ca se  de f in i t ion  fo r  Scena r ios  and  Edge -C ases、  

② Edge -Case  and  Scenar io  da tabase、③ Technica l  eva lua t ion、  

④ Impac t  Asses smen t、⑤ Soc io -Economic  Impac t s  

➢  インパクト評価では安全面だけでなく環境への影響も評価する。  

➢  SP7 では多くのパートナーが SP4  (Me thodol ogy )にも関わっている。  

i .  SP8:  Ou treach の取り組み説明  

➢  SP8 は、国際的な Vis ib i l i ty、ユーザーの受容性、実現可能なビジネス

戦略、業界標準に取り組む。  

➢  以下 5 つの WP を設定。  

①普及とコミュニケーション、②普及啓発とデモ、③標準化への貢

献、④ビジネスイノベーションとオペレーションモデル、⑤ユーザー

の教育とトレーニング  
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➢  普及とコミュニケーションは EU 内だけでなく海外も考慮する。メッセ

ージは ”Everyday  i s  Automa ted  D r iv ing . ”  

➢  デモンストレーションキャンペーンを 2022 年から実施予定。  

➢  ユーザーの教育とトレーニングでは、 PAVE との調和アプローチを行

う。  
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1.2.3  新たな国際連携研究テーマの検討  

(1 )  Leve l  4  Mob i l i ty  Serv ice 実用化研究の取組み  

 SIP 第 2 期自動運転終了後を見据えた国際連携研究テーマとして、過去の

SIP -adus  Workshop  B reakou t セッションでの論議等を踏まえ、無人運転 L eve l  4  

Mob i l i ty  Se rv ice の実用化実現を目指した検討を行った。  

 なお、本検討においては、 ITS Japan と連携し、 ITS Japan 自動運転研究会の

メンバーや、モビリティ・イノベーション推進連絡協議会のメンバー等に声掛

けを行うとともに、本学発のベンチャー企業にも声掛けを行い、若手研究者・

事業家も巻き込んだ活動を行った。  

また、本テーマを国際連携研究テーマとすべく、以下の活動を行った。  

⚫  2019 年 10 月に行われた Soc io -economic  Impac t  Assessment における日独共同

研究第 1 回会議（於ドイツ宇宙研究所ベルリン事業所）において、新たな国

際連携研究テーマとして取り組んでいる「 Leve l  4  Mob i l i ty  Se rv ice 実用化検

討」の状況説明を行った。  

⚫  ITS 世界会議（ 2021 年 10 月＠独ハンブルグ）にて Level  4  Mob i l i ty  Serv ice

実用化に向けた議論を行うセッションを企画・運営した。本セッションでは

欧米の専門家を招いて世界各地の最新の取り組み状況を共有するとともに、

Leve l  4  Mob i l i ty  Se rv ice 実用化に向け、解決すべき課題について議論を行っ

た。  

⚫  2022 年 11 月に独モンハイムで実施している L eve l  4  Mob i l i ty  Se rv ice 実用化

に向けた実証実験の様子を視察、運行走行環境の確認を行うとともに、持続

的なビジネス展開に向けた課題等について実際に運行を行っている事業者

メンバーと意見交換を行った。  

 

本研究テーマは、経済産業省、国土交通省自動車局のプロジェクトに応募・

採択され、新たなコンソーシアム体制での活動を 2021 年 9 月よりスタートし

た。本取り組みについては 2 .1 .7 にて詳述する。  

 

(2 )  欧州 TransAID プロジェクトとの連携活動  

Leve l  4  Mob i l i ty  Se rv ice 実用化研究に関し、 ITS  Japan と共同で欧州 Hor izon  

2020 傘下の TransA ID プロジェクトとのワークショップを 2020 年 4 月に実施

し、情報を TransAID プロジェクトの Web ページに掲載した。  

（参考） TransAID プロジェクト Web 掲載ページ  

h t t p s : / / w w w. t r a n s a i d . e u / 2 0 2 0 / 0 4 / 2 0 / e u - j a p a n - 7 - 8 - 4 - w o r k s h o p - p r e s e n t a t i o n s - a r e - a v a i l a b l e /  

  

https://www.transaid.eu/2020/04/20/eu-japan-7-8-4-workshop-presentations-are-available/
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(3 )  欧州 SHOW プロジェクトとの連携活動  

 Leve l  4  Mob i l i ty  Serv ice 実用化研究に関し、 ITS  Japan と共同で欧州 Hor izon  

2020 傘下の SHOW プロジェクトとの連携活動を行った。  

具体的には、 2020 年 9 月に ITS  Japan と東京大学モビリティ・イノベーショ

ン連携研究機構が連名で SHOW プロジェクトと NDA（秘密保持契約）を締結

し、連携に向けた活動を開始した。本連携活動は、 Level  4  Mobi l i ty  Se rv ice 実

用化研究が (1 )で記載の RoAD to  the  L4 プロジェクト  テーマ 4（プロジェクト

通称： CooL4 プロジェクト）に採択され、研究活動を開始したのに伴い、 2021

年度後半以降は CooL4 プロジェクトとの連携活動として行われた。  

本連携活動は、更なる連携を視野に 2021 年 10 月に ITS  Japan と東京大学モ

ビリティ・イノベーション連携研究機構が連名で SHOW プロジェクトと MOU

（研究連携協定）を締結した。また、 SHOW、 CooL 4 両プロジェクト間の 1 回

目の国際合同ワークショップが 2022 年 3 月に開催され、2022 年 6 月に受容性、

法律関係をテーマとした合同ワークショップ、 2022 年 7 月に Mo bi l i ty  Se rv ice

の技術課題をテーマとした合同ワークショップが開催された。  

以下、C ooL4 プロジェクト採択前に本施策として実施した S HOW プロジェクト

との会議内容を示す。（表 1-2-4-1）  

 

表 1 -2 -4-1  SHOW プロジェクトとの会議開催内容  

日時  参加者  主な会議内容  

2020 /9 /9  

17:00 -18 :00  

（日本側）  

ITS Japan、東京大学  

（欧州側）  

SHOW プロジェクトコーディネ

ータ、 UITP  

・ ITS  Japan/UT mobI の取組

み紹介  

・ SHOW プロジェクト取組

み紹介  

・今後の進め方、 ND A 締結

に向けた論議  

2020 /10 /27  

17:00 -18 :00  

（日本側）  

ITS Japan、東京大学   

（欧州側）  

SHOW プロジェクトコーディネ

ータ、 VEDECOM  

・連携に向けた互いの関心

事の紹介  

・今後の連携に向けた論議  

2020 /12 /14  

19:00 -20 :00  

 

（日本側）  

ITS Japan、東京大学  

（欧州側）  

・ SHOW ユースケースと対

比した柏自動運転バスの取

組み紹介  
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SHOW プロジェクトコーディネ

ータ、 VEDECOM  

・今後の情報交換に向けた

論議  

2021 /3 /3  

17:00 -18 :00  

（日本側）  

ITS Japan、東京大学  

（欧州側）  

SHOW プロジェクトコーディネ

ータ、 VEDECOM、 IDIADA、

AIT  

・ SHOW 側からの連携に向

けたトピック紹介  

・連携のレベル、連携アイ

デアの論議  

2021 /6 /24  

16:00 -17 :00  

（日本側）  

ITS Japan、東京大学  

（欧州側）  

SHOW プロジェクトコーディネ

ータ  

・MOU 締結に向けた内容の

論議  

・今後の連携に向けた論議  

2021 /9 /15  

17:00 -18 :00  

（日本側）  

ITS Japan、東京大学   

（欧州側）  

SHOW プロジェクトコーディネ

ータ、 VEDECOM  

・MOU 締結内容の最終確認  

・今後の合同ワークショッ

プ開催に向けた論議  

2021 /9 /28  

17:00 -18 :00  

 

（日本側）  

ITS Japan、東京大学、三菱総合

研究所  

（欧州側）  

SHOW プロジェクトコーディネ

ータ  

・MOU 締結イベントの内容

論議  

・今後の合同ワークショッ

プ開催に向けた論議  

2021 /10 /19  

18:00 -18 :30  

（日本側）  

ITS Japan、東京大学、三菱総合

研究所  

（欧州側）  

欧州委員会 (DG-RTD)、 SHOW

プロジェクトコーディネータ、

UITP  

SHOW- ITS Japan /東京大学

MOU 締結イベント  

 

  



 

  

100 

 

  

1.3  自動運転関連研究者のデータベースの拡充  

 

 自動運転の社会実装と言われる、自動運転を実社会へ機能として導入してそ

の維持を目指すために、輸送機械である車両技術、走行環境を整える土木技術、

様々な要素との連携や協調を実現する通信技術、複雑な環境における行動予測

や判断を実現する情報技術といった具体的な技術領域にかかる研究だけでな

く、法律や制度、倫理や受容といった非技術的な領域まで、広い検討が求めら

れている。そのための研究活動や実証のための活動が進んでいると言われてお

り、 SIP -adus でも臨海部実証をはじめとして重要な成果を上げている。一方、

このような広い分野が関係する自動運転という領域で、各々の要素で検討が尽

くされていてこれを実現するために要求される機能や性能をどの程度満たし

ているのかという点は捉えきれていない。官民 ITS ロードマップやデジタルを

活用した交通社会の未来 2022 [ 1 ]で提唱されている 2030 年代の近い将来におい

て、自動運転の技術や法制度を社会で使用できるようにするためには、自動運

転に関する現状の研究開発状況を客観的に捉え、これまでの取組の知見を活用

できる領域、自動運転の実現に求められる新しい研究領域や対応が可能である

と期待される研究開発実施主体を見つけることが必要である。  

本事業では、自動運転の研究状況に関する情報を収集して研究の動向を分析

することで、自動運転の社会への実装に寄与する知見の集約を試みた。この取

り組みで得られた知見は今後の国内アカデミアの連携や、国際連携のテーマ推

進及び体制構築に資すると期待している。自動運転に取り組んでいる研究者や

研究テーマについてまとめたものを自動運転関連研究者データベースと定義

して構築に向けた取り組みを行ってきた。2022 年度は、過年度の実施内容を踏

襲し、次の  (1 )～ (3 )に取り組んだ。  

 

(1 )  研究者データの継続的な収集による研究者データベース拡充  

(2 )  インターネット等公表情報に基づく調査  

(3 )  研究者データベース利活用の事例として公表データと併せて分析するこ

とによる自動運転研究動向の分析  

 

取り組み (1 )では 2021 年度と同様に自動運転研究者データベースへの情報提

供依頼をモビリティ・イノベーション連絡会議（以降、MI 連絡会議）参加者へ

行い、情報収集を行った。 (2 )では、 MI 連絡会議構成機関および個人会員など

を対象として、インターネットに公表されている各機関の Web ページから所属

研究者の情報収集を行った。(3 )では収集した情報と、文献情報データを併せて
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分析することで、自動運転の研究動向を客観的に捉えることを利活用事例の一

つとして示した。  
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1.3.1 自動運転関連研究者データベースの構築に向けた調査  

自動運転関連研究者データベースの構築を目指してモビリティ・イノベーシ

ョン連絡会議へ参加する委員に対して依頼を発出し、自動運転に関連した研究

者の調査を実施した。昨今、研究者は対外発信を求められていることもあり、

研究動向を登録するサービスは R esea rch  Map [ 2 ]や Resea rch  Ga te [ 3 ] [ 4 ]など複数存

在する。過年度に実施した検討では、既に存在するこれらのサービスとは異な

る観点として、研究者同士の連携がどのような影響を自動運転分野にもたらす

のかを客観的に評価し、これを示すこととした。本事業では、2020 年より継続

的にデータベース調査時にアンケート調査も併せて実施している。これと公知

のデータを組み合わせることで、自動運転の研究全体の動向把握を試み、その

中で本データベースがどのような位置にいるのかを評価することとした。それ

に向け、2022 年度も過年度と同様に自動運転関連研究者データベースの調査を

実施した。  

図 1-3-1-1 は 2022 年度に実施した自動運転関連研究者データベース構築の依

頼の際に発出した案内文である。モビリティ・イノベーション連絡会議に参加

している研究者だけでなく、同じ組織に所属している研究者や機縁のある研究

者などへも参加について呼びかけていただくように依頼した。実際の調査では

表 1-3 -1 -1 に示す内容を、 Web を介した調査によって取得した。取得に際し、

データ分析および利用についての同意を得た。 2022 年度の調査では 11 件の回

答を得た。調査件数の経過について過年度と 2022 年度分のまとめを表 1 -3 -1 -2

に示す。  

 

図 1 -3 -1-1  自動運関連研究者データベース調査依頼  
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表 1 -3 -1-1  研究者データベースの情報収集内容  

実施者  東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構  

 

研究目的  研 究目 的 は 自動 運 転 に関 連 す る研 究 の 動向 を 調 査す る こ

と。自動運転実現に向けた研究の状況を調査すること。  

自動運転に関連する研究者のデータベースの作成を目指す

こと。  

本研究は、東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機

構が受託している「戦略的イノベーション創造プログラム

（ SIP）第 2 期／自動運転（システムとサービスの拡張）／

自動運転に係る海外研究機関との共同研究の推進に向けた

連携体制の構築」事業の一環として実施していることを記

述  

 

研究内容  ①研究方法、②研究協力の任意性と撤回の自由、③個人情報

の保護、④研究成果の発表、⑤研究参加者にもたらされる利

益及び不利益、⑥資料・情報の取扱方針、⑦費用負担、⑧そ

の他について整理  

 

調 査 実 施

について  

一般財団法人計量計画研究所（ IBS）に業務の一部を委託し

ていること。個人情報を共有するが、取扱には十分注意する

こと。  

 

デ ー タ 入

力画面  

・連絡先（メールアドレス）  

・氏名、所属先  

・研究参加に関する確認（同意）  

・所属先の種類  

・専門分野（複数回答）  

・自動運転に関連する学会への所属状況（複数回答）  

・自動運転に関する研究テーマ（複数回答）  

・自動運転に関する研究キーワード（ 3 つまで）  

・自動運転の研究を開始してからの経過年数  

・ SIP 事業への参加状況  ※ 2022 年度のみ実施  

・研究推進体制  ※ 2022 年度のみ実施  
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表 1 -3 -1-2  各年度の自動運転関連研究者データベース情報収集の経過  

調査年度  調査方法  特徴  調査件数  

2 0 1 9 年度  メールによる依頼と

回答収集  

研究者の機縁を活用した情報

収集  

研究活用への同意は取得して

いない  

2 2 9 件  

2 0 2 0 年度  W eb 調査、メールで参

加依頼、研究活用の同

意取得も実施  

利活用検討のための分析を本

データで実施するため、ま

た、研究活用への同意を個人

単位で取得するため、 We b 調

査へ変更  

3 3 件  

2 0 2 1 年度  W eb 調査、メールで参

加依頼、研究活用の同

意取得も実施  

2 0 2 0 年度と同様の調査方法で

実施  

4 件  

2 0 2 2 年度  Web 調査、メールで

参加依頼、研究活用

の同意取得も実施  

2 0 2 1 年度と同様の調査方法で

実施  

11 件  
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1.3.2 収集した自動運転関連研究者データベースの傾向  

自動運転研究者データベース構築を目指した調査では、モビリティ・イノベ

ーション連絡会議に参加している研究者の機縁と既知の情報による調査を行

った 2019 年度が最多であり、その後広く各研究者の情報を集約する方法とし

た 2022 年度からは少数の回答結果となった。機縁や既知の情報を集約する方

法は多くの件数を集められる。一方、個々人の実際の研究状況などを把握する

ことは困難である。2020 年度以降実施したアンケート調査では、件数を多く得

ることは難しいが、個別の研究者に対してアンケート調査を実施することが可

能であり、具体的な研究を進める際に倫理的観点から取得が必要である承諾も

得やすい。  

過年度の回答結果も含め本事業内で収集したデータから抽出された情報を

以下にまとめる。表 1-3 -2 -1 はアンケートに回答した研究者が当時所属してい

た研究機関である。モビリティ・イノベーション連絡会議に参加している国公

立大学・私立大学・公的研究機関だけでなく、研究者の機縁による調査である

ことから企業等も含まれることが想定されたため、その他の項目も設定した。

表 1-3 -2 -2 は自動運転に関連して所属している学会を自由記述によって調査し

たものである。所属学会は国内外の別によらず記載するものとした。回答内容

の中には学会の下部にある部門名まで答えているものもあるが、ここでは調査

内容のうち、学会名で集約したものを記載している。表 1-3-2-3 は自動運転に

関する研究を開始してからの経過年数についての回答結果である。年度ごとに

質問の聞き方が異なるため、複数年の結果から集約できる内容を掲載した。  

 

表 1-3 -2-1  自動運転関連研究者データベースへ回答のあった研究者の内訳

（調査時点）  

回答者所属  期間中の回答人数  複数年での回答者  

国公立大学  7 人  1 人  

私立大学  2 2 人  4 人  

公的研究機関  3 人  2 人  

その他  3 人  0 人  

合計  3 5 人  7 人  
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表 1 -3 -2-2  自動運転に関連して所属している学会（調査時点）  

学協会名  

記載件数  

*同一 の 方の 回 答 も含 む  

* *回答 数 5 件 以 上を 記 載  

自動車技術会  2 3 件  

交通工学研究会  6 件  

日本機械学会  6 件  

IEE E  6 件  

土木学会  5 件  

電信情報通信学会  5 件  

情報処理学会  5 件  

 

表 1 -3 -2-3  自動運転の研究を開始してからの年数（調査時点）  

範囲  件数  

1 0 年未満 *  3 1 件  

2 0 年未満 * *  9 件  

3 0 年未満 * * *  4 件  

*  1 0 年未満（ 2 0 2 0 年度， 2 1 年度） 5 年未満（ 2 2 年度）， 5 年以上 1 0 年未満（ 2 2 年度）

の回答件数の和  

* *  2 0 年未満（ 2 0 2 0 年度， 2 1 年度） 1 0 年以上 2 0 年未満（ 2 2 年度）の回答件数の和  

* * *  3 0 年未満（ 2 0 2 0 年度， 2 1 年度） 2 0 年以上 3 0 年未満（ 2 2 年度）の回答件数の和  

 

回答傾向は、私立大学に所属する研究者からの回答が多く見られた。所属学

会では自動車技術会が最多であり、交通工学研究会、日本機械学会、IEEE への

所属が続いた。様々な技術を統合して作られる自動車を主に扱う自動車技術会

への所属が多い傾向にある。交通工学研究会は土木、機械学会は機械、IEEE は

電気・通信・情報のより基礎的な分野における学協会である。自動車よりもよ

り狭い範囲を扱うため、今回の調査でも自動車技術会より少ない回答数になっ

たと考えられる。  

自動運転研究者関連データベースの構築に際し、自動運転の研究に関連した

研究キーワードも調査した。この結果を単語単位で分析して動詞、助動詞、接

続詞を除き、キーワードでの登場回数に応じてフォントのサイズを変化させた

ワードクラウドを図 1-3 -2 -1 に示す。ワードクラウド図は、文章などの中で特

徴的な単語を表す図である。フォントのサイズが大きいほど、頻出の単語など
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文章の特徴を表すものである。朱色で着色されたものは特に登場回数が多い順

に 5 番目までの単語である。  

 

 

図 1 -3 -2-1  研究キーワード調査への回答から作成したワードクラウド図  

 

単語の登場回数は「運転」、「自動」、「交通」、「システム」、「社会」

の順に多い。これに続く単語の内、特徴的なものは「 HMI」「シミュレーショ

ン」「安全」「計画」「 V2X」「ヒューマン」である。これらは、具体的な研

究対象や手段をイメージしやすいものも含まれている。これに対して、上位 5

番目までの単語は、これに続く順位の単語と同等かそれ以上に大きい範囲を示

す言葉であり、「運転」や「自動」の単語は今回の調査で「自動運転」に関連

する研究について回答を求めたため多く現れる単語になったと考えられる。こ

の結果から、今回調査した研究者は研究テーマとして自動運転に関連するテー

マを遂行していることが明らかである。  

本事業で収集した情報は、国内の自動運転研究に従事している研究者から集

められたものである。このデータは回答者の属性や傾向が既知のデータである

から、自動運転について参照することができるデータの一つとなる。他に多く

のデータを入手した際に、このデータを基準として参照することで、量の多い

データを精度よく解釈することが可能となる。本事業で取りまとめた研究者情

報の利活用方法の事例を示すため、2022 年度の事業ではモビリティ・イノベー
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ション連絡会議で集めたデータと、公開されているデータを比較することで、

自動運転の研究がどのように進んでいるのか、モビリティ・イノベーション連

絡会議の関係者からたどれる可能性のある研究者とともに、その取り組み内容

について調査を行った。  
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1.3.3 自動運転関連研究者データベースを活用した自動運転研究動向の分

析  

本事業で収集した自動運転関連研究者の情報と、公表されているデータを合

わせて利用し、データベース利活用イメージの一つとして自動運転の研究動向

を分析した。研究動向の分析は国内外の様々な分野で取り組まれている。国内

では、文部科学研究所が工学分野、特に SDGs とかかわりの強い分野の研究動

向を分析している [ 1 5 ]ほか、ロボット分野 [ 7 ]や建築分野 [ 8 ]エ ラ ー !  参 照 元 が 見 つ か り ま せ

ん 。を対象とした先行研究が存在する。海外では、道路交通分野 [ 1 0 ]や鉄道分野

を対象とした研究動向の分析がなされている。  

研究動向の分析には二つの主要なアプローチがある。一つは文献の引用や被

引用関係に着目するもので、海外で鉄道分野を対象とした分析はこちらに当た

る。もう一つは文献を執筆した著者の共著関係に基づくものである。こちらは

国内で行われたロボット分野や建築分野の動向分析が該当する。共著関係は研

究者の活動の活発さや、研究者の連携状況を可視化するものとして注目されて

いる。共著関係だけに着目した先行研究も、情報通信分野の事例 [ 6 ]などで見受

けられる。この分析は定量的な議論を可能とするネットワーク分析を使用した

もので、これを活用して、ある機能を持った集団の特徴を分析する分野を社会

ネットワーク分析 [ 1 0 ] [ 1 2 ]と呼ぶ。この分析では、ネットワークを構成する集団

を構成する参加者、この場合は研究者が、どのような役割を果たしているのか、

あるいは、どのようなネットワーク内の特徴を持っている著者が役割を果たし

うるのかを分析する方法であり、これを利用した研究動向の分析として活発な

活動が期待される研究者の分析 [ 1 4 ]が行われている。  

研究動向を分析する手法のうち、残る一つは文献に記載された記述内容を分

析する手法である。文献に記載された内容を読解し、整理するための道具とし

て、近年では計算機による自然言語処理手法が活用されている。この手法では、

研究機関が発行している論文の記載内容から各機関の特徴を導いた研究 [ 9 ]が

国内では行われており、海外でも先に挙げた道路交通分野の研究動向分析では

論文誌ごとの特徴を自然言語処理によって抽出して比較した結果 [ 1 0 ]が紹介さ

れている。  

本事業では、自動運転の研究動向を分析しこの分野に参画する研究者がどの

ような活動を進めているのかを明らかにして、その情報活用に資する自動運転

関連研究者データベースを構築するという目的を踏まえ、公表されている日本

国内の文献を対象として題目を自然言語処理によって分析することと、共著関

係を定量的に分析することを行った。自然言語処理には先行研究でも利用され

た実績のある LDA トピックモデル [ 1 3 ]を採用し、共著関係の分析には社会ネッ
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トワーク分析 [ 1 2 ]を採用した。この分析結果に対してモビリティ・イノベーショ

ン連絡会議を通じて収集したアンケート結果を合わせることで、自動運転の研

究状況に関する分析を行った。  

分析対象となる文献の入手には国立研究開発法人科学技術審振興機構（ JST）

が運営する国内論文の電子ジャーナルプラットフォームである科学技術情報

発信・流通総合システム J -STAGE（以下、 J -STAGE と記載する）を利用した。

J -STAGE は多くの文献情報と、一部の文献は本文を掲載している。文献情報は

J -STAGE API を利用することで、インターネットを経由して入手することがで

きる。今回、 API にある本文検索機能を用いて「自動運転」「車両」「交通」の

全てを本文に含む文献の情報を入手し、今回調査した研究者の情報と併せて分

析を行った。分析対象となった文献の特徴を表 1-3-3 -1 に示す。ここでは、こ

の文献を自動運転関連文献と呼ぶ。  

 

表 1 -3 -3-1  研究動向分析に利用した自動運転関連文献のデータ  

データ取得日  2 0 2 3 年 2 月 1 8 日  

データ取得先  J S T J - S TAG E  

検索条件  J  S TAG E  A PI の検索機能を利用し以下の条件で検索を

行った  

・本文に「自動運転」「車両」「交通」の単語をすべて

含むもの  

・年数指定なし  

・論文 /雑誌 /予稿集の区別なし  

分析対象の文献数 *  2 ,3 1 6 件  

分析対象の著者数 *  3 ,7 8 4 人  

*  著者 に つい て 記載 が な いも の 、「委 員 会 」「 研 究 会 」「 編 集部 」 の 語が 含 ま れて い る もの は 除い

た。 著 者 の表 記 ゆれ に つ いて は 可 能な 限 り揃 え て 分析 を 行 った 。  
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図 1 -3 -3-1  自動運転関連文献の発行年毎の件数  

 

図 1-3-3-1 は取得された文献を対象として 1970 年から年ごとに件数を積み上

げたグラフである。長期的な傾向として、 2000 年頃に 50 件をピークとする山

があり、その後一度件数が減少するが、 2010 年頃から増加傾向に転じたのち、

SIP -adus 開始後の 2015 年から急激に文献の件数が増加していることが読み取

れる。なお、2023 年については 2 か月分のデータのみが含まれるため、相対的

に少ない件数となっている。  

取得した文献の題目の内容を推定するため、自然言語処理モデルである LDA

トピックモデルを用いた分析を行った。この手法は、トピックと呼ばれる、文

章に潜在的に含まれるものを推定し、似たトピックのものをまとめるものであ

る。文章群にこれを適用すると、各文章を分類してまとめることができる。ト

ピックは代表する単語ごとに定義される。この単語を読むことで、トピックの

意味を解くことができる。トピックの意味から、まとめられた文章がどのよう

な含意を持つのかを推定することができる。今回、論文の和文題目を一文章と

して分析した。分析には市販のソフトウェアである Mat lab の Tex t  Analys i s  

Toolbox を用い、トピック数を 20 と設定して分析した。表 1-3 -3 -2 は抽出され

たトピックの一覧である。  
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表 1 -3 -3-2  自動運転関連文献の和文題目から抽出されたトピック  

 

*論文の題目から抽出されたトピック 1〜 20 に含まれる確率の高い順に 10 番

目までの単語、表側はトピックの番号、表頭はトピック内の順位である  

 

図 1 -3 -3-2  特定のトピックの件数推移  

 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 

1 社会 特集 未来 経済 空間 問題 報告 展開 実現 デザイン 

2 安全 自動車 事故 支援 機能 保険 システム 考察 交通 駐車 

3 制御 車両 操舵 回避 予測 物 障害 自律 モデル 運動 

4 システム 開発 新 自動車 シミュレーション 理論 超 小型 光 速度 

5 研究 鉄道 将来 知能 サービス 今後 展望 人工 概要 関連 

6 推定 画像 位置 認識 提案 手法 交差点 信号 制度 検出 

7 交通 システム 都市 情報 効果 支援 活用 部門 世紀 比較 

8 情報 ITS 日本 応用 通信 学会 構造 提示 中心 遠隔 

9 自動車 システム 現状 電気 設計 AI MaaS 教育 スマート 駆動 

10 研究 移動 モビリティ 交通 距離 政策 車間 解析 考察 高齢 

11 技術 自動車 開発 工学 機械 動向 次世代 人間 展望 船 

12 影響 運転 評価 車 自動 型 操作 生成 変化 追従 

13 道路 研究 考慮 評価 高速 特性 合流 分析 ドライバー 計測 

14 技術 動向 活用 開発 課題 地域 時代 調査 状態 量 

15 運転 自動 車 研究 基礎 走行 協調 検討 自律 普及 

16 運転 自動 社会 システム 課題 支援 実現 導入 取り組み 高齢 

17 走行 車両 制御 研究 利用 隊列 考慮 群 適用 車載 

18 交通 可能 高度 流れ 車 産業 手法 エネルギー 機 意識 

19 運転 自動 環境 自動車 ロボット 地図 周辺 防止 振動 動作 

20 分析 ドライバ 型 公道 データ モデル 実験 構築 検討 学習 
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トピックが推定された論文の話題を確認したところ、トピック 1 はモビリテ

ィや移動、産業構造など、広い観点から自動運転について言及していると思わ

れる表現が多く見られた。トピック 2 も同様に自動運転を構成する要素単独の

技術を扱ったものではなく、その利用方法や、自動運転を使用する際の制度設

計について扱っていると推測される題目が多く見られた。トピック 16 および

20 も同様である。これらは非技術的な領域の研究を表すトピックであると考え

られる。トピック 3 は技術的な話題に関連すると推測されるトピックが多く見

られた。トピック 3、 11、 13、 17 はいずれも現在の自動車でも研究課題として

存在する題目であった。トピック 6 やトピック 9 は映像認識技術を活用したと

思われるものや、 A I、MaaS といった CA SE に属する語が題目に含まれる文献

が該当していた。これらは自動運転に付随して新しく進展してきた研究課題で

あることか伺われる。  

技術領域と非技術的領域に分類された文献の件数を 1995 年から 2022 年の間

にマッピングしたものが図 1-3-3 -2 である。青色の線は技術領域に属するトピ

ック 3、 11、 13、 17 と分類された文献を示し、緑色の線は非技術的領域に属す

るトピック 1、2、16、20 と分類された文献の件数を表す。橙色の線は、新しく

進展してきたトピック 6、 9 と推定されるものである。全体的な文献の本数は

2010 年ごろから増加し始めて、その後 2015 年から急激に増える傾向にあると

ころ、技術的領域の文献は 2011 年頃から増加する傾向にあり、非技術的領域

の文献は，2014 年から増え始める傾向にある。自動運転に付随して新しく進展

してきた研究トピックについては、 2012 年頃から増え始め、 2017 年にかけて

ピークを迎えている。 SIP-adus 期間中にあたる 2014 年以降は、技術領域と推

定される文献、非技術領域と推定される文献、新しく進展してきた研究の文献、

これらはおおむね同じ件数で推移していることから、技術・非技術・自動運転

への活用が見込まれる研究の全てが同時に進められてきたと考えられる。  
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(a )  S IP -adus 開始前（ 2012 年時点）の状況  

 

(b )  S IP -adus 開始後（ 2022 年時点）の状況  

*点は 著 者を 表 す ノー ド 、 線分 は 共 著関 係 を表 す エ ッジ で あ る。 濃 い灰 色 は 基準 と し た時 点 の年

より 前 から 8 年 以内 に 出 版さ れ た 文献 を 表す 。 赤 い 菱 形 の 点は 2 0 2 0 年 度 か ら 2 0 2 2 年度 の 自 動運

転関 連 研 究者 デ ータ ベ ー スの 調 査 に 回 答 のあ っ た 研究 者 を 表す 。  

 

図 1 -3 -3-3  自動運転関連研究の共著ネットワーク  
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図 1-3-3 -3 は、自動運転に関連する国内文献の共著関係をネットワークグラ

フとして可視化したものである。点は著者を表し、点間の線分は共著関係を表

す。著者および共著関係は確認された最新の論文の出版年が基準とした年の 8

年前までに入るものを可視化した。 (a )は SIP -adus 開始前の 2012 年を基準の年

に可視化したものであり、（ b）は SIP-adus の実施期間に当たる 2022 年を基準

の年としたものである。  

両図を比較すると、SIP -adus 期間中に見られる自動運転関連文献の著者およ

び共著ネットワークは開始前に比べて両方とも増加していることが分かる。こ

の著者のうち、モビリティ・イノベーション連絡会議での調査に回答のあった

ものを赤い菱形で示した。図中で赤い菱形によって示したモビリティ・イノベ

ーション連絡会議での調査に回答した研究者は、SIP -adus 開始前・開始後のい

ずれにも見られるが、 SIP-adus 開始前には 5 人であったのに対して、 SIP -adus

開始後は 20 人となっている。調査では自動運転の研究を開始して 10 年未満と

の回答が最多だったことと矛盾しない。  
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1.3.4 公表情報を活用した自動運転関連研究者データベースの拡充  

自動運転に関する研究の多くは複数人で推進されていると考えられる。自動

運転関連文献の中でモビリティ・イノベーション連絡会議を対象とした自動運

転関連研究者の調査回答者と共著関係にあるものは、自動運転に関連する研究

を推進している可能性が高いと考えられる。回答者の属する共著ネットワーク

の一部分に着目して分析を行った。図 1 -3-4 -1 は自動運転関連文献から作成さ

れた共著ネットワークのうち、自動運転関連研究者データベースの調査に回答

のあった研究者が所属している部分ネットワークを抽出したものである。エッ

ジの色は、青色が技術領域、緑色が非技術的領域、橙色が新しい分野の領域を

表す。  
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(a )  S IP -adus 開始前（ 2012 年時点）の状況  

 

(b )  S IP -adus 開始後（ 2022 年時点）の状況  

*濃い 灰 色は 基 準 とし た 時 点の 年 よ り前 か ら 8 年 以 内に 出 版 され た 文 献 を 表 す 。 赤 い 菱形 の 点は

前掲 の 図 と同 様 に自 動 運 転関 連 研 究者 デ ータ ベ ー スへ の 回 答が あ った も の 。  

 

図 1 -3 -4-1  自動運転に関連する共著ネットワークの分野動向  
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表 1 -3 -4-1 自動運転関連研究者データベース調査回答者が属する共著ネットワ

ークの特徴  

基準年  2 0 1 2 年  2 0 2 2 年  

自動運転関連研究者データ

ベース調査への回答者  
5 人  2 0 人  

著者（ノード）総人数  1 6 2 人  8 4 3 人  

文献 2 件以上の著者の人数  1 0 0 人  

（総人数の 6 1 .7 %）  

3 4 2 人  

（総人数の 4 0 .6 %）  

共著（エッジ）総本数  3 3 3 本  2 ,4 5 7 本  

自動運転の技術領域と推定

された共著関係の本数  
7 5 本  

4 5 4 本  

（ 2 0 1 2 年比 6 .1 倍）  

自動運転の非技術領域と推

定された共著関係の本数  
2 8 本  

4 8 2 本  

（ 2 0 1 2 年比 1 7 .2 倍）  

自動運転に関連して新しく

進展した分野の文献と推定

される共著関係の本数  

2 2 本  
3 1 8 本  

（ 2 0 1 2 年比 1 4 .5 倍）  

*著者 と 共著 関 係 は基 準 の 年か ら 8 年前 ま での 期 間 を対 象 と した  

 

表 1-3-4 -1 の著者人数はモビリティ・イノベーション連絡会議での調査に対

して、回答のあった研究者の共著関係をたどることができる研究者の人数であ

る。 2012 年を基準の年としたときは 162 人であったものが、 2022 年では 843

人まで増加している。著者には大学院生のように自動運転の研究に一時的に従

事していた者も含まれる。先行研究に倣い、期間内に 2 件以上の論文著者とし

て登場するものに限ってみると、2012 年時点では 100 人、2022 年時点では 342

人である。2022 年時点の 342 人は自動運転に関連した研究を推進している可能

性が高い研究者であると考えられる。増加した分野は、非技術的領域に関する

ものや、自動運転に関連して新しく進展した分野の文献と推定されるものが多

い傾向あることが分かる。図 1 -3 -4 -1 に示した、回答のあった研究者の属する

共著ネットワークの題目を分析した結果を見ても、緑色で示した非技術的領域

と橙色で示した新しい分野との共著関係であるエッジが増えている。  

利活用の一環として、本事業の調査で回答のあった著者と、モビリティ・イ

ノベーション連絡会議による連携活動の意義についても分析した。図 1 -3 -4 -2

は、自動運転に関連した研究を行っている研究者の共著ネットワークの活動状

況を表すため、文献発行の多いものを赤色で、少ないものを黄色で着色したも
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のである。モビリティ・イノベーション連絡会議で回答のあった研究者は同様

に赤色の菱形で示している。  

 

(a )  S IP -adus 開始前（ 2012 年時点）の状況  

 

(b )  S IP -adus 開始後（ 2022 年時点）の状況  

*赤色 は 共著 関 係 が多 く 、 黄色 は 共 著関 係 が少 な い 部分 を 表 す 。 エ ッジ は 共 著関 係 が 多い も のほ

ど短 く 、 少な い もの ほ ど 長く な る 。  

図 1 -3 -4-2  自動運転に関連する共著ネットワークの活動状況  
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自動運転関連研究者データベース調査に回答した著者ノードの一部は、直接

の共著関係にあってネットワーク内に集中している傾向にあり、接続されてい

るエッジも活発な活動状況を示す赤い色が多い。このことから、今回の調査に

回答した著者は、それぞれが直接共著の関係にあり、比較的多くの論文を発行

しており、活発な研究活動を進めている傾向にある特定の研究グループが多く

含まれていると言える。  

モビリティ・イノベーション連絡会議の場を活用した意見交換を個々の研究

者の視点からみたとき、この活動は活発に研究を進めている研究者同士が、普

段共同で研究を進めている研究者、すなわち今回分析した共著ネットワーク上

に現れてくる研究者以外との情報交換を行うことができる機会であった。図 1 -

3-4 -2 に示した活動状況の図で 2012 年と 2022 年を比べた時、 2022 年の活動は

2012 年よりも活発になっていることが分かるが、その活動はある 1 点から放

射状に進んできたものではないことも分かる。これは一つのネットワークの中

心から発達してきたのではなく、個別に存在していた複数のネットワークが結

びついた結果として大きなネットワークになっていったとも考えられる。  

自動運転という一つのテーマに関する意見交換を複数の研究者で行うこと

によって、参加したそれぞれの研究者の所属している研究の推進が図られ、そ

れが相互に接続して大きな研究推進体制を作ろうとしたモビリティ・イノベー

ション連絡会議の設置と、このネットワークの拡大は時期がほぼ同じであった

と言える。モビリティ・イノベーション連絡会議による連携活動を通して、急

拡大するネットワークの全貌を研究者間で情報共有することが可能であり、自

動運転に関連する分野の動向や認識を、実際に研究を進めている研究者が共有

する機会であったと言える。自動運転に関する研究は SIP -adus の実施期間を含

む 2022 年段階で増加したことは分かったが、 2020 年度に公表された特許庁の

調査 [ 1 1 ]ではこの分野における論文発行数は国内では低下していることが指摘

されている。今後、増加した自動運転の研究がどのように推移していくのか、

分野として一定の規模を維持するのか、研究者の活動が他の分野に移るのかは

今回の分析結果だけでは判断できない。  
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1.3.5 自動運転関連研究者データベース構築のまとめ  

本事業では自動運転関連研究者データベースの構築を実施し、その活用の一

例として公表されている文献のデータと併せて分析することで自動運転の研

究動向を客観的に示した。本事業で進めた結果の一部はすでに対外公表をして

いるものも含め、今後、論文などの形として取りまとめることを計画している。 

研究者データベースの構築にあたり、データベースに関連した情報を多く収

集することが課題であった。2019 年度の機縁を利用した調査や、インターネッ

ト等で公表されている情報から、概要的な情報を得ることは可能であるが、そ

の情報を集約するための費用や作業時間は多い。特に、研究者は年度の途中で

も転籍することが珍しくなく、継続的なデータの収集が望ましいところではあ

るが、費用や作業時間がかかるデータ収集を続けられるのかという課題がある。

オンラインアンケートの形式によって研究者個々人から収集したデータをま

とめる形では、詳細な分析ができる一方で、件数を多く得ることは難しかった。

明確なインセンティブの付与が無い限り、また研究に直結する作業でない限り、

研究者の積極的な関与を得ることは今後も難しいと考えられる。  

本事業では、これらの利点と課題点を踏まえ、公表されている文献データと

オンラインアンケートで得られた詳細なデータを合わせることで、自動運転の

研究そのものをある程度は客観的に把握できることに着目し、自動運転関連研

究者データベースの目的であった自動運転の分野動向の把握が可能であるこ

とを示した。  

収録内容の継続的な更新については検討が出来ていないところであるが、今

回用いた J -STAGE の文献データは国内の学会情報を多く集めており、国立研

究開発法人が維持管理している点で、今後も継続した情報集取がなされると期

待される。これに、ある程度の年度を区切る形で、研究者を対象とした詳細な

情報収集や、産業界として直面する課題や期待するところの情報、その時々の

共著ネットワークなどから把握できる連携関係の情報を合わせることで、自動

運転の研究を社会に実装するための一助となる継続した仕組みを構築するこ

とは可能である。  
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2. 自動運転分野における国際連携の研究を促進する組

織の設立計画の立案並びに調整  
 

2.1  持続的な連携モデル（組織形態、構成員等）の検討  

 

2.1.1   国内活動状況の調査  

自動運転分野の学術研究を連携して行うにあたり、新たな組織の設立が期待

されている。本施策ではまず平成 30 年度戦略的イノベーション創造プログラ

ム（ SIP）第 2 期自動運転（システムとサービスの拡張）、自動運転に係わる海

外研究機関との共同研究の指針に向けた基礎調査（東京大学） [ 1 ]において調査

した国内の事例を参考としながら、国内において類似する学主導の組織の活動

状況について情報収集を行った。  

具体的には、国内の自動運転分野における各大学の取り組み状況について、

モビリティ・イノベーション推進連絡協議会（表 2-1 -1 -1）やシンポジウム、セ

ミナー等への参加を通じて情報収集を行った（表 2-1 -1 -2）。  

 

表 2 -1 -1-1 モビリティ・イノベーション推進連絡協議会開催内容  

日時  情報交換先  内容  

2019 /7 /22  九州工業大学、東北

大学、名古屋大学、

日本大学、明治大

学、横浜国立大学  

最近のモビリティ動向に関する話題提供を

するとともに、参画大学研究者との情報交

換・意見交換を実施  

2019 /12 /12  東北大学、名古屋大

学、同志社大学  

最近のモビリティ動向に関する話題提供 を

行い、参画大学研究者との情報交換・意見

交換を実施  

2020 /8 /6  東北大学、日本大

学、名古屋大学、法

政大学、立命館大

学、中央大学  

C O VID -1 9 を受けた状況について参画大学

研究者との情報交換・意見交換を実施  

2020 /12 /12  金沢大学、筑波大学、

東北大学、同志社大

学、名古屋大学、日本

大学  

・ポストコロナに向けたモビリティ・ビジ

ョンの紹介（東京大学）  

・福島イノベーションコースト構想の紹介

（東北大学）  

・静岡県下田での自動運転バス実証実験の

取組み紹介（名古屋大学）  
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2021 /12 /9  金沢大学、慶應義塾

大学、埼玉工業大学、

電気通信大学、東北

大学、同志社大学、名

古屋大学、日本大学、

明治大学、法政大学、

中央大学、広島大学、

早稲田大学、大阪大

学  

・新規メンバーの活動紹介（埼玉工業大学、

電気通信大学、広島大学）  

・参画大学研究者からの取り組み紹介、情

報共有  

 

2022 /5 /10  金沢大学、埼玉工業

大学、中央大学、筑波

大学、東京都市大学、

名古屋大学、日本大

学、明治大学  

・埼玉工業大学で実施している自動運転バ

スの概要説明、試乗  

・参画大学研究者との情報交換・意見交換  

2022 /12 /9  立命館大学、東京都

市大学、同志社大学、 

東北大学、福岡大学  

・参画大学研究者との情報交換・意見交換  
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表 2 -1 -1-2 国内における関連組織の取り組み状況調査  

日時  場所  情報収集先  内容  

2019 /11 /20  名 古 屋 大 学 環

境 総 合 館 １ 階

レ ク チ ャ ー ホ

ー ル （ 愛 知 県

名古屋市）  

名古屋大学  未来社会

創造機構  

名古屋大学 C O I 法整備ユ

ニッ ト 主催 の シン ポ ジウ

ムに お いて 、 大学 研 究者

との 情 報交 換 ・意 見 交換

を実施  

 

2019 /11 /27  福 島 ロ ボ ッ ト

テ ス ト フ ィ ー

ル ド （ 福 島 県

南相馬市）  

東北大学  未来科学技

術共同研究センター、

明治大学  自動運転社

会総合研究所  

福島 浜 通り 次 世代 モ ビリ

ティ セ ミナ ー 第 ３ 回 にお

いて 、 最近 の モビ リ ティ

動向 に つい て 参加 者 との

情報 交 換・ 意 見交 換 を実

施  

2020 /1 /21  福 島 ロ ボ ッ ト

テ ス ト フ ィ ー

ル ド （ 福 島 県

南相馬市）  

東北大学  未来科学技

術共同研究センター、

明治大学  自動運転社

会総合研究所  

福 島 浜 通り 次 世代 モ ビリ

ティ セ ミナ ー 第 ５ 回 拡大

シン ポ ジウ ム にお い て、

最近 の モビ リ ティ 動 向に

関す る 講演 を 実施 す ると

とも に 、参 加 者と の 情報

交換・意見交換を実施  

2020 /1 /28  御 茶 ノ 水 ソ ラ

シ テ ィ  カ ン

フ ァ レ ン ス セ

ン タ ー （ 東 京

都千代田区）  

名古屋大学  未来社会

創造機構  

名 古 屋 大 学  未 来 社 会 創

造 機 構  モ ビ リ テ ィ 社 会

研究 所 主催 の シン ポ ジウ

ムに お いて 、 関係 者 との

情報 交 換・ 意 見交 換 を実

施  

2020 /2 /26  い わ き 市 立 中

央 台 公 民 館

（ 福 島 県 い わ

き市）  

東北大学  未来科学技

術共同研究センター、

明治大学  自動運転社

会総合研究所  

福島 浜 通り 次 世代 モ ビリ

ティ セ ミ ナ ー 第 ６ 回 にお

いて 、 最近 の モビ リ ティ

動向 に つい て 参加 者 と の

情報 交 換・ 意 見交 換 を実

施  
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2.1.2 想定される国内類似組織の調査  

(1 )  持続的な連携モデルの検討・特徴整理  

SIP 第 2 期自動運転終了後を見据えた、持続的な連携モデルの検討を行った。

我が国における持続的な連携モデルとしては、平成 30 年度戦略的イノベーシ

ョン創造プログラム（ SIP）第 2 期自動運転（システムとサービスの拡張）、自

動運転に係わる海外研究機関との共同研究の指針に向けた基礎調査（東京大学）

[ 1 ]を参考に、 3 つの連携モデルが考えられ、各連携モデルの特徴、メリット、

デメリットは表 2 -1 -2-1 に示すとおりである。  

 

表 2 -1 -2-1 持続的な組織形態の比較  

 技術研究組合  

（例： AICE）  

学会（社団法人）  

（例：土木学会）  

NPO 法人  

（例： ITS  Japan）  

設立方法  主務大臣認可＋登記  登記のみ  所轄庁の認証＋登

記  

設立期間  N/ A  2 週間程度  4〜 6 ヶ月  

設立時の  

資金  

なし  なし  なし  

外部資金等

の受け皿と

なりえるか  

可  

（補 助 金 を受 け る計 画 あ

り。 組 合 員か ら の賦 課 金 徴

収、 利 用 が一 般 ）  

可  

（外 部 資 金に よ る調 査 研 究

事業 を 実 施。 学 会員 か ら

の会 費 徴 収、 利 用が 一

般）  

可  

（法 人 格 を持 つ ので 基

本可 能 ）  

人材の確保  各組合員からの参画（出

向不要）、大学への研究

費を拠出することで研究

者の確保可  

学会員として確保  

（学生会員、一般会員）  

会員として確保  

（各企業、大学か

ら）  

継続性  目的が達成されると解散  

（ただし、 2 期目を検討

する組合も有）  

半永続的に活動  半永続的に活動  
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(2 )  国内既往組織の調査  

学を中心とした組織形態の一つとして、表 2 -1 -2-1 における学会（社団法人）

等の組織形態について、具体的な組織人員体制、予算等を検討するため、類似

組織として交通工学研究会、日本モビリティ・マネジメント会議（ JCOMM）の

調査を行った。  

＜交通工学研究会＞  

①  設立目的  

 交通工学研究会は、道路交通に関する社会の要請に応えて多様で先進的な研

究を行い、その成果を広く還元することにより、道路交通の安全と円滑化を通

して社会の健全な発展に寄与するとともに、交通工学に携わる技術者を育成す

ることを目的としている。  

 

②  交通工学研究会のあゆみ  

交通工学研究会は、事務局を東京大学生産技術研究所内におき、会員 400 余

名の任意団体として発足した。  

1966 年（昭和 41 年）の設立以来、当会は交通工学に関する調査研究を中心

に活動してきたが、事業規模が大きくなり社会的地位や責任を明確にする必要

性や、任意団体のままでは受託研究を受けにくいとの問題が顕著になってきた。 

これらの課題を解決し、健全な運営を期するため、当会は 1978 年（昭和 53

年）の常務理事会で社団法人化を図ることを決定し、 1979 年（昭和 54 年）に

社団法人化されている。  

また、2011 年 4 月 1 日からは、公益法人制度改革に伴い「一般社団法人  交

通工学研究会」として活動を行っている。  

 

③  組織の構成  

大学、道路交通関連メーカー・研究所、建設会社等、 UTMS 協会、国土交

通省道路局・都市局、警察庁  

 

④  組織の人員体制（ 2019 年度）  

会員数：正会員 1512 名、学生会員 132 名、団体会員 186 団体  

 

⑤  活動予算規模（ 2019 年度） *  

正・学生会員会費収入：約 1590 万円、団体会員会費収入：約 1480 万円  

事業収益（受託研究事業、出版事業等）：約 8140 万円  

*交通工学研究会 We b ページ掲載の「第 1 0 回通常総会議案」より抜粋  
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＜日本モビリティ・マネジメント会議（ JCOMM）＞  

①  設立目的  

 一般社団法人日本モビリティ・マネジメント会議（ JCOMM 法人）は、適切

な形のモビリティ・マネジメント（ MM）が日本国内において効果的に広範に

推進されていくことを支援することを目的として、日本モビリティ・マネジメ

ント会議（以下、JC OMM）の持続的な開催・運営を主たる事業として展開して

いくための法人である。  

 

②  事業内容  

一般社団法人 JCOMM は、（社）土木学会の事業運営小委員会である。

JCOMM 実行委員会から支援を受けつつ JCOMM を主催していくほか、同実行

委員会の活動として推進してきた JCOMM ホームページの管理、 JCOMM ニュ

ーズレターの発行等の事業活動を行っている。  

1．日本モビリティ・マネジメント会議の開催及び運営  

2． JCOMM 賞の審査並びに授与  

3．モビリティ・マネジメントに関する技術の普及  

4．モビリティ・マネジメントに関わる調査及び研究  

5．モビリティ・マネジメントに関する広報並びに出版  

6．モビリティ・マネジメントに関する記録文書収集・保管の整備  

7．モビリティ・マネジメントに関する国際交流  

8．前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業  

 

③  組織の構成  

大学、地方行政、交通関連メーカー・研究所、建設コンサルタント等  

（なお、事務局は京都大学都市社会工学専攻藤井研究室内となっている）  

 

④  組織の人員体制（ 2019 年度）  

会員数：個人会員 120 名、法人会員 29 団体、行政会員 24 団体  

 

  



 

  

129 

 

  

2.1.3 ドイツの産学連携組織（ IKA・ FKA）の調査  

SIP 第 2 期自動運転終了後を見据えた持続的な組織形態の海外事例の調査と

して、自動車分野における代表的な事例であるドイツのアーヘン工科大学の自

動車工学研究所 IKA と、その産学連携組織である FKA についての調査を行っ

た。  

ドイツ産学連携組織（ IKA・ FKA）については、平成 22 年度文部科学省イノ

ベーションシステム整備事業  大学等産学官連携自立化促進プログラム『産学

官連携に関する調査研究報告書  次世代自動車研究開発における、大学と産業

界との連携のありかたについての提言』 [ 2 ]（以降、先行する調査報告書）にお

いて、現地でのインタビューを含めた詳細な整理がなされているため、この先

行する調査報告書を引用し、自動運転に関する学学連携組織の準備という観点

をもとに整理を行った。  

 

(1 )  IKA および FKA の概要  

以下は、先行する調査報告書 [ 2 ]からの引用である。  

「アーヘン工科大学の自動車研究機関である IKA（ Ins t i tu t  f ü r  Kra f t fahzeuge）

は 1902 年に設定され、 110 年の歴史を持つ。 1995 年に新キャンパスに移設さ

れた。また、1981 年には、産業界との連携を高めることを目的として、企業体

に近い FKA（ Forschungesgese l l scha f t  Kra f t fahrwesen  mbH  Aachen）が設立され

た。その理由は、企業と大学との間でしばしば知的財産権に関する問題が生じ

るためである。したがって、企業は大学とではなく、 FKA と共同研究を行い、

契約は IKA・大学と締結する。大学と IK A の間では知的財産や秘密保持に関す

る厳密な契約を結んでいる。」  

 「公的機関からの受託研究は IKA が担い、企業との共同研究は FKA が担当

する体制を組んでいる。従業員は 230 名であり、内訳はエンジニア、ワークシ

ョップ 60 名、管理部門 40 名、学生研究者（ S tuden t  Worker） 130 名である。学

生研究者に対しては教育を行うとともにプロジェクトに参加させる。その他に

連携を持つ研究員が 70 名ほどいる。」  

 

企業との共同研究の場合、アーヘン工科大学と IKA の間で契約を結ぶが、実

際の研究は FKA と行うという形であることがアーヘン工科大学での特徴と言

える。その理由に知的財産の問題が生じるとの言及がある。日本でも産学連携

の推進に際し、この部分は今後さらなる検討が必要になると考えられる。特に、

自動運転では関連する分野が従来の自動車産業の領域よりも広範囲にわたる

ことから、知財管理や調査の能力もより高いものが求められると考えられる。 
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公的機関と企業で研究を受けるものが IKA と FKA に分かれる点も興味深い。

ただし、今回の調査では公的機関から受託研究を大学・ IKA が担当する理由は

本調査報告書からは読み取ることができなかった。  

また、当時の調査では、 FKA には研究者が 130 名に対し、技術者が 60 名、

管理部門が 40 名在籍している。技術者 1 人当たり 2 名の研究者、管理部門で

は 1 名あたり 3 名の研究者となる。技術者や管理部門など研究を補助する人員

の割合が比較的多い印象である。これは、FKA が企業との共同研究を担当する

性格であることにより、IKA に比べ実際の作業や実験に相当する部分を担う性

格が強いため、技術者や管理人員が多いのではないかと推測される。  

 

(2 )  活動の研究資金  

以下は先行する調査報告書 [ 2 ]からの引用である。  

「研究領域は 55%が先端研究、 20%が現在の自動車研究、 25%が次世代自動

車に関するものである。研究資金の内訳は、 62%が国内外の自動車関連企業・

機関から（その内 17%が自動車関連、 4 5%が部品関係の企業・機関との共同研

究）であり、 38%が公的機関からである。」  

 

研究資金について当時の内訳をみると、自動車関連のものが 17％に対し 45％

が部品関係であることから、部品に関する研究資金が多い印象である。大学な

どの研究対象となるのは、操舵、加減速など、自動車の機能に関するものが多

い。そのため、部品関係の研究資金が多いものと推測される。一方、この推測

に基づくと、自動車の機能に関する研究は部品メーカーと行うこととなるため、

自動車メーカーに代表される自動車関連企業とはどのような領域の共同研究

がなされているのかは興味深い点である。  

 

(3 )  保有する施設や設備  

2010 年にまとめられた、先行する報告書 [ 2 ]に示された当時のインタビューで

は、テストコースの建設が言及されていた。2019 年時点では Aldenhoven  Tes t ing  

Cente r  [ 3 ]  が設置され稼働していることから、これを活用した研究が進められて

いると考えられる。このほか、 IKA では 2020 年 3 月時点でドライビングシミ

ュレータ 2 台 [ 4 ]や試験車両を保有している [ 5 ]。いずれも、研究途上にある自動

運転に関する機能の有効性を確認する実験や、現状のドライバーに対する運転

行動の調査、自動運転機能の受容性確認に関する研究へ用いる設備であること

から、自動運転の研究を強く推進する設備を保有しており、この分野への研究

に力を入れていることが推測される。  
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(4 )  IKA、 FKA の体制  

先行する調査報告書 [ 2 ]によると、 7 部門に分かれる体制を取り、直接の研究

開発を担う 6 部門に加え、戦略とプロセスの開発部門が含まれている。この部

門は技術探索、特許探索、プロジェクトマネジメントを担う [ 2 ]。これ以外の 6

部門が技術開発に直結する内容であるのに対し、この部門は主にマネジメント

を主体としている。直接的には自動車の研究開発を行うものではないが、研究

開発の動向や、プロジェクトの遂行を目的とした組織を含むことは IKA、 FKA

に当時見られた特徴の一つと言える。  

 

(5 )  次世代自動車開発の一例  

 参考とした先行する調査報告書 [ 2 ]では 2010 年以前の自動車研究開発につい

て触れている。その中で、電気自動車開発に関する Studen t  C ar  P ro jec t が紹介

されている。当時は自動運転ではなく電気自動車 (EV)が次世代自動車と目され

ていたため、具体例として挙げられたものと推測される。 IK A のホームページ

[ 6 ]では、2020 年 3 月時点においても Studen t  Car プロジェクトは Research  p ro jec ts  

の Stud ie s に属している。 Studen t  Ca r  プロジェクトは 2010 年 12 月に終了 [ 7 ]し

たが、 Stud ie s に属するプロジェクトは現在も複数が存在している。  

 

(6 )  今後の検討に際し参考となるコメント  

以下は先行する調査報告書 [ 2 ]からの引用である。  

「その他  

①  公的機関からの資金は IKA の資金ソースの重要な部分であるが、出費の証明

などに非常に細かな帳票が必要であり、管理費用が増えるので消極的になり

やすい。  

②  州や国の担当者が技術や産業界のニーズを十分に把握しているわけではな

いので、大学や IKA からインフォメーションを提供して啓発することが必要

である。これにより、必要とされるプロジェクトを誘起できる。  

③  公的研究資金にては、州、国、 EU からの 3 種類がある。  

④  大学と企業の 2 者のみのプロジェクトの場合、研究員の人件費にほとんど費

やされることが多い。  

⑤  自動車会社は大企業であり、多額の研究費が保証されている。その一方で、

企業の方針に沿った方向のみの研究にテーマが絞られており、それ以外のテ

ーマを設定することは困難である。 IKA は多方面の研究テーマであり、企業

の行っていない分野で依頼がある。また、企業との共同研究では企業の希望

に沿うものである必要があり、科学的な信念だけでなく、技術、実用化や製
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品化も必要である。  

⑥  自動車会社は多くの研究スタッフを有するが、 IKA の資金の 45%は Tera1、

Tera2 の部品会社であり、中小企業も多い。  

⑦  自動車のバッテリーに関しては、他の研究部門がアーヘン工科大学にある。」 

 

2010 年当時の報告書に記載されているこれらの事項は、 2020 年時点でも

IKA・ FKA が引き続き自動車研究の一翼を担う代表的な研究組織であることを

考慮すれば、今後検討する新組織についても十分参考になると目される。  

まず、項目①，③，④，⑥は主に活動資金について述べている部分である。

当時の IKA や FKA では公的機関からの資金に加え、部品会社や中小企業から

の資金も多く含まれていた。当時の比率は先行調査で触れられているが、現在

までの比率の経時変化は、新組織の活動を支える資金の獲得について参考にな

ると思われる。  

項目②の担当者が産業界のニーズを踏まえているわけではないという 言及

と IKA や FKA から情報提供を受けるという点からは、IKA や FKA に知的財産

やマネジメントを執り行う部門があること、また先行する調査報告書 [ 2 ]ではこ

の部門がマネジメント機能、コンサルティングサポートを行っていると記載さ

れていることから、当時よりコミュニケーションも重要な活動の一つとしてい

たと推測される。  

次に、研究活動について項目⑤の記述に着目すると、研究実施に関する裁量

性と予算規模のトレードオフが当時は見られたことがわかる。また、 IKA が多

方面の研究テーマを実施することに対して企業は一つのテーマ実施を望むと

いう点について、現在の状況に当てはめると、自動運転分野は当時の次世代自

動車よりもさらに広範囲の領域に及ぶことから、このような課題が自動運転分

野でも頻出することが予想される。また、当時の次世代自動車の一つであった

EV において重要な部品であるバッテリーについては、 IKA 以外の研究組織が

あることも読み取れる。これらの組織が EV についてどのように研究活動を進

めていたのか、連携の有無や成果は、学学連携の一つの先行事例になりうるの

ではないかと推測される。  
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2.1.4 ドイツの産学連携プロジェクト（ UNICARagil）の調査  

2 .1 .3 にて調査した自動車分野における代表的な事例であるドイツのアーヘ

ン工科大学の自動車工学研究所 IKA と、その産学連携組織である FKA の取組

み内容調査として、両組織が参画する UNICARagi l プロジェクトの活動調査を

行った。  

ここでは、特にレベル 4 の自動運転を推進する産学連携プロジェクトである

UNICARagi l の中間成果報告資料を調査した。この成果報告は、中間成果報告

会が新型コロナウィルス感染症拡大に伴い中止となったものの代わりに発行

されたものである。  

 UNICARag i l は、レベル 4 自動運転機能を活用した無人車両の研究プロジェ

クトとして 2018 年 4 月から推進されているドイツの研究開発プロジェクトで

ある。連邦教育研究省から 2 ,600 万ユーロの助成を得て、アーヘン工科大学を

代表として、表 2 -1 -4-1 の参画機関により実施されている。  

プロジェクトでは、それぞれ機能が異なる AutoSHUTTLE， AutoCARGO，

AutoTAXI，AutoEL F の 4 つの無人車両を想定し、これを運行するための周辺技

術として、クラウドを活用した管制システムや、無人航空機（ In fo -bee :インフ

ォビー）と連携した交通状況、交通に寄与する周辺環境の情報を遠隔で取得す

ることについて検討している。表 2-1-4-2 に各開発項目を示す。  

 安全性についても検証を進めている。 UNICARagi l では機能を持つモジュー

ルを組み合わせて車両を構成する。これは乗用車をはじめとした現行の自動車

とは異なる構成となっている。安全性評価プロセスも UNICARagi l ではモジュ

ールごとに取り組むことを検討しており、これまでの一つの統合されたシステ

ムとしての車両に対するものとは異なる。 ISO26262 に基づく議論を進めると

しながら、これらの違いを考慮した安全性評価の枠組みを検討している。  

 

表 2-1 -4-1   UNICAR agi l プロジェクト参加機関と担当内容（ 2020 年時点）  

研究機関  プロジェクトでの担当  

アーヘン工科大学  構造設計，駆動モジュール、クラウド

活用・機能， AutoSH UTTLE ユースケ

ース、インフォビー  

ダルムシュタット工科大学  安全な停止挙動の開発、高精度自己

位置推定  

カールスルーエ工科大学  AutoCARGO ユースケース、運動計画

の設計  

シュトゥットガルト大学  メカトロニクス設計  
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ミュンヘン工科大学  HMI， AutoTAXI ユースケース  

パッサウ大学  IT セキュリティ  

ウルム大学  汎用センサーモジュール開発、車両

周辺モジュールのモデリング  

ブラウンシュヴァイク工科大学  セキュリティ、AutoE LF ユースケース

分散システムの通信  

f lyXdr ive  G mbH  インフォビー（スタートアップ企業） 

iMAR Nav iga t ion  GmbH  ロバスト自己位置推定  

Atla tec  GmbH  カメラベースの自己位置推定開発  

IPG Au tomot ive  GmbH  シミュレーション開発  

Valeo  Scha l te r  und  Senso ren  Gmbh  センサー開発  

VIRES S imula t ions techno log ie  GmbH  シミュレーション開発  

Schaff le r  Tecno log ie s  AG & Co.  KG  ホイールハブドライブ開発  

Maxion  Whee ls  Ge rmany Ho ld ing  G mbH  専用ホイール開発  

※ GmbH は有限会社、 AG＆ Co.KG は株式・合資会社に対応する  

 

表 2 -1 -4-2   UNICAR agi l プロジェクト開発項目  

開発項目  内容  

AutoSHTTLE  バス機能を持つ公共交通向け車両  

AutoTAXI  ライドシェアを想定した公共交通向け車両  

AutoCARGO  無人配送機能を持つ運送用車両  

AutoELF  個人・家族向けの移動サービスを提供する占有できる車

両  

In fo -bee  上空から交通状況の遠隔監視機能を実現する無人航空機  

 

 UNICARag i l は、従来の自動車開発とは全く異なるアプローチを行う、研究

成果を広く活用するという目的の下、意図的に大規模な企業へ頼っていないと

いう記述もあり、今後の産官学連携や本事業で取り組んでいる新組織の検討に

際し参考となる情報を含んだプロジェクトであると言える。  
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2.1.5 新組織の実現に向けた実施事項と課題の整理  

2020 年度には、従来の自動運転関連の研究に加え、COVID -19 の経験を通じ

て新たな社会（ New norma l）の模索が始まり、モビリティにおいても移動・物

流双方において New  no rma l に適した新たなモビリティのあり方を考える必要

が生じた。こうした新たなモビリティのあり方検討にあたっては、技術面のみ

ならず社会科学・倫理的側面を考慮する必要があり、様々な分野における叡智

の結集が求められている。  

上述した背景を踏まえ、2020 年度に SIP 第 2 期自動運転終了後に新組織に求

められる活動内容について検討を行い、活動内容案として表 2-1 -5 -1 に示す通

り整理した。なお、本活動内容については、組織形態によって一部を実施しな

い可能性があることに留意する必要がある。  

 

表 2 -1 -5-1  新組織に求められる活動内容（案）  

 

＜政策・施策への提言＞  

・新たなモビリティ社会に向けた政策、施策への提言  

・政府関係の有識者会議への委員派遣  

＜叡智の結集と社会への寄与＞  

・新たなモビリティ社会に向けた提言に基づく研究開発の実施による社会

実装の推進  

・幅広い学術ネットワークを活用した分野横断的な研究開発の推進  

・幅広い学術ネットワークの更なる拡充（研究者データベースの構築）  

・有識者の叡智と産業界のニーズとのマッチングの推進  

＜国際連携＞  

・海外研究機関、プロジェクトとの連携  

・国際調和の推進  

＜人材育成、研究成果の社会還元＞  

・定期的な学術発表・学術セミナーの開催  

・研究成果に関する刊行物の発行  

・若手研究者の育成、モビリティ人材の輩出  
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2023 年度以降、SIP 第 2 期自動運転で実施してきたモビリティ・イノベーシ

ョン連絡会議の役割を継承する組織を実現させるために必要な実施事項と課

題を、表 2-1 -5 -2 のとおり整理した。  

表中の実施事項②については、組織の活動内容案として、表 2-1 -5 -3 に示す

案を作成した。  

また、表中の実施事項③については、2 .1 . 7 において、共同研究体制の構築の

試行に関する取組内容を示す。  

人材育成事業の企画、試行については、 SIP -adus の別事業となる「自動運転

による社会・経済に与えるインパクト評価と普及促進策に関する研究」と連携

して、自動運転による生活の変化について若い世代である学生を議論に巻き込

めるような学生コンテストを企画し、 2022 年 2 月 17 日に開催された SIP -adus

サービス実装推進 WG において、企画案の提案・報告を行った。2022 年 5 月に

はエントリー募集が開始され、大学院・大学・高専の 10 校 31 名、13 チームの

参加を得て、内閣府・デジタル庁後援の下、自動運転技術を用いたビジネスプ

ランを競う学生コンテストが実施された [ 8 ]。  

また、モビリティ・イノベーション連絡会議の継承組織としての広報活動等

として、2022 年秋に開催された SIP -adus  Workshop に関与していく方針に関し、

内閣府及び SIP -adus 関係者と意見交換を行い、調整を図った。その結果、実際

に新たに設立された継承組織が SIP -adus  Workshop の共催団体として名を連ね、

次年度以降、国際連携の窓口としての役割を継承していく方針が国内外からの

参加者へ周知された。  

実施事項④～⑥については、 2 .2 においてその取り組み内容を示す。  
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表 2 -1 -5-2 新組織の実現に向けた実施事項と課題  

実施事項  課題  

①組織の役割、位置づけの整理  

②組織の活動内容案の検討  

③組織の活動内容の試行  

 ・共同研究体制の構築  

 ・データベースの構築  

 ・人材育成事業の企画、試行  

 ・広報活動等の試行  

④組織形態の検討  

⑤①～④に関するモビリティ・

イノベーション連絡会議関係

者、関係省庁との調整  

⑥④を踏まえた組織設立準備  

・既存組織との違いの明確化  

・運営規模、収支見込みとのバランス  

 

・具体的な事業における調整  

・参加メリットの明確化、データ収集  

・具体的な事業の企画、実施  

・継承組織としての広報等活動機会  

・利用可能な運営資源見通し  

・多様な意見の聴取  

 

 

・必要な法手続きの確認、書類作成  

 

表 2 -1 -5-3 組織の活動内容案  

・新たなモビリティ社会に向けた政策、施策への提言  

・新たなモビリティ社会に向けた分野横断的な研究開発・社会実装の連

携促進  

・新たなモビリティに関する学術ネットワーク構築と産学連携支援  

・新たなモビリティに関する海外研究機関・プロジェクトとの連携促進  

・新たなモビリティに関する連携セミナーの開催  

・新たなモビリティに関する人材育成、情報発信  

・その他、この組織の目的を達成するために必要な事業  
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2.1.6 「モビリティ・イノベーション連絡会議」の開催  

大学・研究機関における研究開発テーマ、実証実験テーマ等の調査を行うと

ともに、国際研究状況の情報共有を行い、 SIP 第 2 期自動運転終了後を見据え

た国際連携の可能性を有する研究テーマについて探索を行うため、東京大学モ

ビリティ・イノベーション連携研究機構が幹事を担い、 13 大学 14 センター／

ユニットから成る「モビリティ・イノベーション推進連絡協議会」を核として、

広範な分野から大学の専門家を中心とした検討会のメンバー及び、産業技術総

合研究所（ A IST）、日本自動車研究所（ JARI）、交通安全環境研究所（ NTSEL）、

理化学研究所（ R IKE N）をメンバーに加えた、国内の学学連携及び自動運転関

連研究を進めるアカデミアの増加に資する「モビリティ・イノベーション連絡

会議」（以下、「連絡会議」という。）を開催した。  

2019 年時点の本連絡会議の構成員は表 2-1-6 -1 の通り。  

 

表 2 -1 -6-1  モビリティ・イノベーション連絡会議構成員  

モビリティ・イノベーション推進連絡協議会（会長：須田  義大）  

 ・ 金 沢大学  新学術創成研究機構  未来社会創造 コア  自動運転ユニット  

・ 九 州工業大学  自動運転 ・ 安全運転支援総合研究センター  

・ 群 馬大学  研究 ・ 産学連携推進機構  次世代モビリティ社会実装研究センター  

・ 慶 應義塾大学  モビリティカルチャー研究センター  

・ 筑 波大学  人工知能科学センター  

・ 東 京大学  モビリティ・ イノベーション連携研究機構  

・ 東 京農工大学  スマートモビリティ研究拠点  

・ 東 北大学  未来科学技術共同研究センター  

・ 同 志社大学  技術 ・ 企業 ・ 国 際競争力研究センター  

・ 同 志社大学  モビリティ研究センター  

・ 名 古屋大学  未来社会創造機構  モビリティ社会研究所  

・ 日 本大学  生産工学部  自動車工学 リサーチ・ センター  

・ 明 治大学  自動運転社会総合研究所  

・ 横 浜国立大学  持続可能なモビリティシステム研究拠点  

自動走行システムの社会的影響に関する検討会 （ 座長 ： 大 口  敬 ） ※  

 ・ 法 政大学  糸久正人准教授 （ 技術経営 ）  

・ 法 政大学大学院  今井猛嘉教授 （ 刑法 ）  

・ 慶 應義塾大学  植原啓介准教授 （ 情報通信 ）  

・ 東 京大学  大口敬教授 （ 交通制御工学 ）  

・ 東 京大学大学院  垣内秀介教授 （ 民事手続法 ）  
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・ 香 川大学  紀伊雅敦教授 （ 都市 ・ 交 通計画 ）  

・ 東 京大学大学院  北村准教授 （ 教育学 ）  

・ 名 古屋大学大学院  倉地亮特任准教授 （ サイバーセキュリティ）  

・ 東 京大学大学院  佐倉統教授 （ 科学技術社会学 ）  

・ 立 命館大学  塩見康博准教授 （ 交通工学 ）  

・ 同 志社大学  田口聡志教授 （ 行動経済学 ）  

・ 横 浜市立大学大学院  中村彰宏教授 （ 公共経済 ）  

・ 東 京農工大学  ポンサトーン・ ラクシンチャラーンサク教授 （ 機械力学制御 ）  

・ 早 稲田大学  森本章倫教授 （ 都市計画 ）  

・ 大 阪大学  山崎吾郎准教授 （ 文化人類学 ）  

・ 同 志社大学  山本達司教授 （ 会計学 ・ 金融 ファイナンス）  

国立研究開発法人等  

 ・ 産 業技術総合研究所 （ AIST ）  

・ 日 本自動車研究所 （ JAR I）  

・ 交 通安全環境研究所 （ NTSEL）  

・ 理 化学研究所 （ RIKEN ）  

・ 筑 波大学  国際産学連携本部  川本雅之  教授  

※モビリティ・イノベーション推進連絡協議会参加の有識者を除く  

 

なお、本連絡会議は学学連携体制の強化により構成員の拡充を行った。詳

細は 2 .1 .10 に記載する。  

開催した連絡会議の主な議題は表 2-1-6-2 の通り。なお、各回の議事概要は

以下の連絡会議ウェブサイトに掲載されている。  

ht tp s : / / apmi . jp /con ten ts / ac t iv i ty.h tml  

  

https://apmi.jp/contents/activity.html
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表 2 -1 -6-2  モビリティ・イノベーション連絡会議の主な議題  

開催時期  主な議題  

2019 年 10 月  ・ S IP 第 2 期 「自動運転に係わる海外研究機関との共同研究

の推進に向けた連携体制の構築 」業務の概要  

・ 自動運転関連研究データベースの利活用に向けた検討  

・ 国際研究動向の共有  

・ 国際連携研究テーマの検討  

2019 年 12 月  ・ 自動運転関連研究データベースの拡充に向けた調整  

・ 国際研究動向の共有  

・ 国際連携研究テーマの進捗状況報告  

2020 年 2 月  ・ 国際研究動向の共有  

・ 国際連携研究テーマの進捗状況報告  

2020 年 8 月  ・ 自動運転関連研究データベースの 19 年度調査結果 、データ

ベース運用に向けた論議  

・ モビリティ・ イノベーション連絡会議のホームページ案の紹介  

・ 国際研究動向の共有  

・ 国際連携研究テーマの進捗状況報告  

2020 年 10 月  ・ S IP 第 2 期自動運転後の学学連携活動の構想紹介  

・ 国際研究動向の共有  

・ 国際連携研究テーマの進捗状況報告  

2021 年 3 月  ・ 自動運転関連研究データベースの整備状況報告、データベ

ース更新作業の連絡  

・ モビリティ・ イノベーション連絡会議のホームページ公開に向け

た相談  

・ 国際研究動向の共有  

2021 年 9 月  ・ 連絡会議委員の見直し、委員からの話題提供  

・ 国際連携研究テーマ（ R oA D  to  th e  L 4 プロジェクトテーマ 4）

の紹介  

・ モビリティ・ イノベーション連絡会議のホームページ開設  

・ 国際研究動向の共有  

2021 年 12 月  ・ SIP 第 3 期に関する情報共有 （内閣府 ）  

・ 自動運転関連研究データベース更新作業の連絡  

・ 国際研究動向の共有  

・ SIP  第 2  期終了後の連絡会議のあり方について  
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2022 年 3 月  ・ モビリティを活用したビジネスイノベーションコンテスト  

・ 国際研究動向の共有  

・ 自動運転関連研究データベース更新の進め方 、データベース

の利活用に関する検討  

・ 2023 年度以降の活動継続に向けて  

2022 年 6 月  ・ 連絡会議委員の追加について  

・ モビリティを活用したビジネスイノベーションコンテスト  

・ 国際研究動向の共有  

・ 2023 年度以降の活動継続に向けて  

2022 年 10 月  ・ 自動運転関連研究データベースの利活用に関する検討  

・ モビリティを活用したビジネスイノベーションコンテスト  

・ 国際研究動向の共有  

・ 2023 年度以降の活動継続に向けて  

2022 年 12 月  ・ これまでの全体活動報告  

・ 今後の連絡会議を引き継いだ活動  

・ 参加委員からのコメント  
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2.1.7 学学連携を中心とした共同研究体制の検討  

ITS Japan と連携し実施してきた自動運転 Level  4  Mob i l i ty  Serv ice 実用化研

究について、モビリティ・イノベーション連絡会議のメンバーを含め、関連す

るいくつかの大学、研究所等と連携し、大学中心のコンソーシアムによる共同

研究体制の構築を行った。本コンソーシアムは、 2021 年より新たに開始した、

自動運転レベル 4 等の先進モビリティサービスの実現・普及に向けて、研究開

発から、実証実験、社会実装まで一貫して取り組む「自動運転レベル 4 等先進

モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト」（ RoA D to  the  L 4 プロジ

ェクト）のテーマ 4「混在空間でレベル 4 を展開するためのインフラ協調や車

車間・歩車間の連携などの取組」の受託者に採択され、2021 年 9 月よりコンソ

ーシアム体制による具体的な研究活動をスタートした。本コンソーシアムの主

要メンバーは表 2 -1 -7-1 に示す通りである。  

 

表 2 -1 -7-1  RoAD to  the  L4 プロジェクトテーマ 4 主要メンバー（ 2022 年時点）  

＜大学＞  

・東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構（ UTmobI）  

・名古屋大学未来社会創造機構  

・電気通信大学先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター  

・同志社大学モビリティ研究センター  

＜研究所＞  

・産業技術総合研究所情報・人間工学領域  

・一般財団法人日本自動車研究所  

＜産業界＞  

・特定非営利活動法人 ITS  Japan  

・株式会社三菱総合研究所  

・三井不動産株式会社  

・パナソニックホールディングス株式会社  

・清水建設株式会社  

・ BOLDLY 株式会社  他  

＜地域＞  

・柏市  

・柏 ITS 推進協議会  

・ UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター）他  
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2.1.8 国内の学学連携に向けた情報共有サイトの作成  

2018 年より開催している、国内の学学連携及び自動運転関連研究を進める

アカデミアの増加に資する「モビリティ・イノベーション連絡会議」の存在

を幅広く国内外に周知すべく、情報共有サイトとして連絡会議のホームペー

ジを作成し、 2021 年 8 月より公開した。なお、本連絡会議は海外研究機関と

の国際連携の可能性を有する研究テーマに関する探索も行っているため、日

本語版のホームページに加え英語版も作成した。（図 2 -1 -8 -1）  

本ホームページでは、 2 .1 .10 に示すメンバー拡充に伴い、 2022 年 3 月に会

員情報の更新を行うとともに、活動紹介として過去に実施した連絡会議の議

事次第及び議事概要の掲載を行った。また、 2022 年 3 月、 9 月、 2023 年 2 月

に会員情報の更新を行った。  

 

  

図 2 -1 -8-1  モビリティ・イノベーション連絡会議ホームページ  

（メンバーサイトの例、左：日本語版、右：英語版）  

U R L :  h t t p s : / / a p m i . j p / i n d e x . h t m l ,  h t t p s : / / a p m i . j p / e n g / i n d e x . h t m l  

 

https://apmi.jp/index.html
https://apmi.jp/eng/index.html
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2.1.9 参加意欲を触発する工夫の検討  

自動運転分野における連携を意図して設立される新組織に参加する研究者

や企業の興味は、連携活動の結果として得られるものである。研究者であれば、

研究者同士の協働による研究の推進や、特に若手の研究者であればキャリアパ

スへつながるような連携が期待され、企業の立場からは、自社の課題を解決し

うる研究に取り組む研究者との連携が期待されると考えられる。また、国際連

携における対外的な窓口を担うことも期待されていると考えられる。  

 1 .3 で述べたように、既にあるサービスにおいてもこれらの点は考慮されて

おり、その実現を目指している。新しく設立する組織への参加意欲を高めるた

めには、これらの既存サービスとは異なるメリットを参加者に提示することが

重要であると考えられる。  

 参加する研究者としては、新組織に参加することが自己の研究や、その関連

分野での研究にどのように寄与するのかという点が重要である。また、学会発

表等の場を通じて、学術研究のコミュニティに参加・所属できることが重要で

あると考えられる。以上を整理すると、新組織への参加に関し以下の観点での

メリットを提示できることが重要と考えられる。  

以上を踏まえ、組織設立計画の立案を行った。  

 

  既存の研究者連携サービス（ SNS 等）とは異なること  

  学術研究のコミュニティに根付いた活動であること  

  連携活動の成果やその効用が可視化されること  

  企業連携、国際連携の窓口  
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2.1.10 学学連携体制の強化  

2 .1 . 6 で開催状況を示したモビリティ・イノベーション連絡会議を中心とし

て学学連携体制を構築したところ、事業実施中、更なる学学連携体制強化のた

め、開始時の構成員（表 2-1-6-1）に加え、表 2-1-10 -1 に示す者を新たに受け入

れた。  

 

表 2 -1 -10 -1  追加加入のモビリティ・イノベーション連絡会議構成員  

組織名／個人名  所属等  追加加入時期  備考  

横浜国立大学持続

可能なモビリティ

システム研究拠点  

－  2019 年 6 月  モビリティ・イノ

ベーション連絡推

進協議会組織会員  

立命館大学  知能化

社会デザイン研究

センター  

－  2021 年 4 月  モビリティ・イノ

ベーション連絡推

進協議会組織会員  

埼玉工業大学  自

動運転技術開発セ

ンター  

－  2021 年 11 月  モビリティ・イノ

ベーション連絡推

進協議会組織会員  

電気通信大学  先

端ワイヤレス・コ

ミュニケーション

研究センター  

－  2021 年 11 月  モビリティ・イノ

ベーション連絡推

進協議会組織会員  

藤原章正  広島大学大学院

先進理工系科学

研究科  教授  

2021 年 11 月  モビリティ・イノ

ベーション連絡推

進協議会個人会員  

杉町敏之  東京都市大学理

工学部機械工学

科  准教授  

2022 年 5 月  モビリティ・イノ

ベーション連絡推

進協議会個人会員  

神奈川工科大学先

進自動車研究所  

－  2022 年 7 月  モビリティ・イノ

ベーション連絡推

進協議会組織会員  

小野晋太郎  福岡大学大学院

工学研究科電子

情報工学専攻  

准教授  

2022 年 12 月  モビリティ・イノ

ベーション連絡推

進協議会個人会員  
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2.2  組織設立計画の立案（ 2021 年度下期に準備委員会の設

定）ならびに調整  

 

2.2.1 新組織の設立に向けたタイムスケジュールの整理  

本事業の実施計画においては、2021 年度中に、新組織の役割や体制について

関係省庁・業界との調整を図りながら、準備委員会の検討・設立を行い、 2022

年度にかけて組織概要・規則の検討を行った上で、2022 年度の下半期に新組織

の始動、との設立に向けたスケジュールが示されていた。  

しかし、 2021 年 9 月に内閣府及び SIP -adus 関係者との意見交換、議論を行

う中で、 2022 年度秋に開催する SIP -adus  Workshop において、新組織が SIP 事

業で実施されたモビリティ・イノベーション連絡会議の承継組織であることを

示せるよう、2022 年度当初に法人格を持った形で組織設立を行う修正スケジュ

ールで、検討を進めることとなった。  

上記を受け、 2022 年度当初に新組織設立が可能となるようなスケジュール

で、2021 年度下半期より組織概要、組織規則の検討、資料案作成を行うととも

に、関係省庁等との意見交換、調整を図った。整理、作成した修正タイムスケ

ジュールを図 2-2-1-1 に示す。  

図 2 -2 -1-1  修正タイムスケジュール  

 

 

2.2.2 新組織の組織概要の検討  

SIP -adus の下で構築したモビリティ・イノベーション連絡会議の枠組みを

承継する組織として、モビリティ・イノベーション連絡会議の開催趣旨、こ

れまでの活動内容、新組織の活動・事業内容等を検討し、新組織の組織概要

について図 2 -2 -2 -1 に示す通り整理を行った。  

2019年度 2020年度

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

B.自動運転分野における国際連携の研究を促進する組織の設立計画の立案ならびに調整

B-1.持続的な連携モ

デル（組織形態、構

成員等）の検討

B-2.組織設立計画の

立案（2022年度当

初に新組織設立）

事業項目
2021年度 2022年度

新組織始動組織設立手続組織規則の検討

最終調整関係省庁・業界との相談、意見聴取関係省庁・業界との相談、意見聴取

組織概要の検討

海外事例の整理

連携モデルじの実現に向けた検討

※SIP-adus WS共催※新組織設立

国内事例の整理

連携モデル案の整理
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図 2 -2 -2-1  新組織の組織概要資料  
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2.2.3 新組織の設立に向けた関係省庁等との意見交換  

2020 年度に、政府関係者を中心に新組織設立の背景ならびに表 2 -1 -5-1 に示

す新組織に求められる活動内容案の説明を行い、新組織設立に向けた意見聴取

を行った。また、学の関係者には第 8 回モビリティ・イノベーション連絡会議

（ 2020 年 10 月開催）において同様の説明を行い、意見聴取を行った。  

SIP -adus 関係者に対しては、意見交換を 4 回（ 2020 年 4 月、 9 月、11 月、12

月）実施し、SIP 第 2 期自動運転終了後の具体的な新組織の設立に向けた論議、

それに向けた準備活動内容等の論議を行った。  

これらの意見交換を踏まえた検討・整理を経て作成された、図 2-2-2 -1 に示

した資料等を用いて、自動運転に関連する関係省庁等との意見交換を行った。

意見交換の概要について、表 2-2 -3 -1 に示す。  

 

表 2 -2 -3-1 新組織の設立に向けた関係省庁等との意見交換の概要  

意見交換実施時期  

関係省庁等： 2021 年 5 月 31 日、 6 月 1 日、 6 月 23 日、 9 月 3 日、  

10 月 21 日、 11 月 4 日、 11 月 25 日、 12 月 2 日、  

2022 年 3 月 10 日  

モビリティ・イノベーション連絡会議： 2022 年 3 月 8 日、 6 月 7 日  

 

意見交換で示された関係省庁等からの意見  

➢  モビリティ・イノベーション連絡会議は、文理融合で、大学内だ

けで無く、大学を超えて拡げていただいたのはとても有意義な先

行事例。  

➢  科学技術・イノベーション基本法、第 6 期科学技術・イノベーシ

ョン基本計画の大切なところとして、人文学と科学の連携があ

る。これは強みになるので、ここの動きで先行例になればよい。  

 

➢  SIP 第 2 期の活動の更なる発展として、 SIP 第 3 期につながる形で

検討していければ良いと思う。   

 

➢  新組織に産業界から運営資金を出してもらえるようなニーズを明

確にできるかがポイントではないか。  

➢  学の集まりであれば、産の集まりである ITS  Japan とは位置づけが

異なると思う。  
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➢  新組織の役割、意義については同意。  

➢  具体的な体制をどうするかと運用資金の問題があると認識。  

➢  SIP 第 3 期として活動できればよい。  

➢  SIP として活動が難しければ、経産省プロジェクトとして活動し

ても良いのではないか。  

 

➢  SIP -adus の活動の中で引き継げるものは経産省プロジェクト

（ RoAD to  the  L4）で引き継いでいくものと考えている。  

➢  新組織の役割、意義については、既存団体・組織との整理が必要

だろう。  

➢  SIP 第 3 期で、モビリティ関連がどうなるかは見通せない。  

 

➢  SIP で積み上げてきたものを終わりにしてしまうことは考えられ

ず、大学が関わって何らか続けていくことは必須。  

➢  経産省プロジェクトで SIP から引き取る部分に関しては、 A 省か

らも関わることになると思っている。  

 

➢  新組織では、会員の取扱等、相当量の事務作業が発生するのでは

ないか。費用もさることながら人手が必要ではないか。  

➢  各大学に対して、この組織に参加することで、なんらか予算的メ

リットも感じられる要素が必要ではないか。  
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2.2.4 新組織設立に向けた規則等の書類案作成  

2 .2 .1～ 2 .2 .3 に示した組織体制の整理、検討及び意見交換等の結果を踏まえ、

一般社団法人として新組織を設立する方針とし、規則等の案を作成した。巻末

参考資料 1 に定款案を、巻末参考資料 2 に会員規則案を示す。また、新組織設

立に向けて名称検討のための商標に関する調査を行った。  

 

 

2.2.5 新組織の設立、活動開始に向けた協力  

一般社団法人の設立登記に必要な手続について情報収集、検討等を行い、新

組織として「一般社団法人モビリティ・イノベーション・アライアンス」（以下、

「社団」という）の 2022 年 7 月の設立、活動開始の協力を行った。  

設立に先立ち、社団のウェブサイト案につき、必要な情報を検討、整理し、

図 2 -2 -5-1 に示すような案を作成した。  

 

図 2 -2 -5-1  社団ウェブサイト案  

 

加えて、イベント等でのポスター掲示、内閣府プレスリリース発行等にあた

っての資料作成協力を行い、社団の周知・広報活動の支援を行った。特に 2022

年 10 月に開催された SIP-adus  Workshop  2022 においては、社団が 2023 年度以

降も国際ワークショップを継承すること、国際連携活動のワンストップ窓口の

役割を継承することについて、国内外から参加した関係者にアナウンスされる

よう、関係省庁等との調整を行った。図 2-2 -5 -2 に SIP -adus  Workshop  2022 向

けに作成協力を行った資料等を示す。  
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図 2 -2 -5-2  S IP -adus  Workshop  2022 での周知・広報活動への協力  

 

社団の活動開始に向けた賛助会員募集への協力に関しては、 2022 年 10 月お

よび 12 月に開催したモビリティ・イノベーション連絡会議において、社団の

設立及び会員制度、今後の活動予定等について情報共有及び議論を行う機会を

設けた。図 2-2-5-3 にモビリティ・イノベーション連絡会議において共有した

資料を示す。  

 

図 2 -2 -5-3  モビリティ・イノベーション連絡会議での社団活動共有資料  
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本事業により設立・活動開始した新組織（社団）には、報告書作成時点（ 2023

年 2 月）で計 7 大学の研究組織と計 7 大学の個人研究者が入会しており、海外

の産官学が連携した研究機関とも対峙し、日本固有の課題にも対処できる、自

動車産業の競争力に資する組織としての活動を開始している。  

なお、社団の活動内容については、ウェブサイト

ht tp s : / /mob i l i ty innova t iona l l iance .org /  において公表・発信されている。  

  

https://mobilityinnovationalliance.org/
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巻末参考資料１：新組織の定款案  

 

一般社団法人 ○○○○定款（案）  

 

定款  

 

第１章  総則  

（名称 )  

第１条  この法人は，一般社団法人 ○○○○と称する。  

 

（主たる事務所 )  

第２条  この法人は，主たる事務所を東京都目黒区に置く。  

 

（目的）  

第３条  この法人は，日本におけるモビリティ・イノベーションに関する取り

組みを連携・促進し、社会経済および学術研究の発展に貢献に寄与すること

を目的とする。  

 

（事業）  

第４条  この法人は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う。  

（１）新たなモビリティ社会に向けた政策、施策への提言  

（２）新たなモビリティ社会に向けた分野横断的な研究開発・社会実装の連携

促進  

（３）新たなモビリティに関する学術ネットワーク構築と産学連携支援  

（４）新たなモビリティに関する海外研究機関・プロジェクトとの連携促進  

（５）新たなモビリティに関する連携セミナーの開催  

（６）新たなモビリティに関する人材育成、情報発信  

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業  

 

（公告）  

第５条  この法人の公告は，この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に

掲示する方法により行う。  

 

第２章  社員  

（法人の構成員 )  
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第６条  この法人は，この法人の事業に賛同する個人又は団体であって，次条

の規定によりこの法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下，

「一般法人法」という。）に定める社員となった者である正会員と賛助会員

とをもって構成する。  

 

（入会及び会費）  

第７条  この法人の社員又は賛助会員になろうとする者は，社員総会が別に定

める，会員資格及び申込に関する規則に従って，入会申込書を代表理事宛に

提出して，入会の申込みを行うものとする。  

２  入会は，理事会においてその可否を決定し，これを本人に通知する。  

３  この法人の社員及び賛助会員が支払うべき入会金及び会費は，社員総会に

より別に定める。  

 

（任意退会）  

第８条  社員は，理事会において別に定める退会届を提出することにより，任

意にいつでも退会することができる。  

 

（除名）  

第９条  この法人の社員が，次のいずれかに該当するに至ったときは，一般法

人法第４９条第２項に定める社員総会の特別決議により，当該社員を除名す

ることができる。  

（１）この定款その他の規則に違反したとき  

（２）この法人の名誉を毀損し，又はこの法人の目的に違反する行為があった

とき  

（３）その他除名すべき正当な事由があるとき  

２  賛助会員に対する除名のために必要な事項は，理事会の決議により別に定

める。  

３  前２項の規定により社員又は賛助会員を除名したときは，当該社員又は賛

助会員に対し除名した旨を通知しなければならない。  

 

（社員等の資格喪失）  

第１０条  前２条の場合のほか，社員及び賛助会員は，次のいずれかに該当す

るに至ったときは，その資格を喪失する。  

（１）総社員が同意したとき  

（２）死亡し，若しくは失踪宣告を受け，又は解散したとき  

（３）成年被後見人又は被保佐人になったとき  
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（４）第７条第３項の納入義務を１年以上履行しなかったとき  

２  会員が，前２条又は前項の規定によりその資格を喪失したときは，この法

人に対する社員又は賛助会員としての権利を失い，義務を免れる。ただし，

未履行の義務は，これを免れることができない。  

３  この法人は，社員又は賛助会員がその資格を喪失しても，既に納入した会

費及びその他の拠出金品は，これを返還しない。  

 

（社員の権利の制限又は停止）  

第１１条  この法人は，社員がこの定款その他の規則に違反した場合には，当

該社員に対して当該違反事由を示し弁明の機会を与えたうえで，理事会の決

議により，この定款に定める当該社員の権利の一部の制限又は停止を行うこ

とができる。  

 

第３章  社員総会  

（構成）  

第１２条  社員総会は，すべての社員をもって構成する。  

 

（権限）  

第１３条  社員総会は，次の事項について決議する。  

（１）社員の除名  

（２）理事及び監事の選任又は解任  

（３）理事及び監事の報酬等の額  

（４）計算書類等の承認  

（５）定款の変更  

（６）解散及び残余財産の処分  

（７）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事

項  

 

（開催 )  

第１４条  この法人の社員総会は，定時社員総会及び臨時社員総会とし，定時

社員総会は，毎事業年度の末日の翌日から３か月以内に開催し，臨時社員総

会は，必要に応じて開催する。  

 

（招集 )  

第１５条  社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に

基づき代表理事が招集する。  
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２  社員総会を招集するには，代表理事は，社員総会の日の１週間（社員総会に

出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することがで

きることとするときは，２週間）前までに，社員に対して，社員総会の日時，

場所，目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により，その通知を発

しなければならない。  

 

（議長）  

第１６条  社員総会の議長は，代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があ

るときは，理事の中から出席理事の互選により選出する。  

 

（議決権 )  

第１７条  社員総会における議決権は，社員１名につき１個とする。  

 

（総会の決議）  

第１８条  社員総会の決議は，法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除

き，総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し，出席した当該社員の議

決権の過半数をもって行う。  

２  前項の規定にかかわらず，次の決議は，総社員の半数以上であって，総社員

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。  

（１）社員の除名  

（２）監事の解任  

（３）定款の変更  

（４）解散  

（５）その他法令で定められた事項  

３  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，各候補者ごとに第１

項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２０

条に定める定数を上回る場合には，過半数の賛成を得た候補者の中から得票

数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。  

 

（決議の省略）  

第１９条  理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合

において，当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意

思表示をしたときは，当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったもの

とみなす。  

（議事録）  

第２０条  社員総会の議事については，法令の定めるところにより議事録を作
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成し，社員総会の日から１０年間主たる事務所に備え置く。  

２  議長は，前項の議事録に記名押印する。  

 

第４章  役員  

（役員の設置）  

第２１条  この法人は，次の役員を置く。  

（１）理事３名以上１５名以内  

（２）監事１名以上３名以内  

２  理事のうち，１名を会長とし，３名以内を副会長として選任することが

できるものとする。  

３  前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。  

 

（役員の選任）  

第２２条  理事及び監事は，社員総会の決議によって選任する。  

２  代表理事は，理事会の決議によって理事の中から選定する。  

３  監事は，この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができな

い。  

 

（理事の職務及び権限）  

第２３条  理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，

職務を執行する。  

２  代表理事は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を代表し，

その業務を執行する。  

 

（監事の職務及び権限）  

第２４条  監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監

査報告を作成する。  

２  監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，この法人の

業務及び財産の状況の調査をすることができる。  

 

（役員の任期 )  

第２５条  理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時社員総会の終結の時までとし，再任を妨げない。  

２  監事の任期は，選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時社員総会の終結の時までとし，再任を妨げない。  

３  補欠として，又は増員によって選任された理事又は監事の任期は，前任者
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又は現任者の任期の満了する時までとする。  

４  理事又は監事は，第２０条第１項に定める定数に足りなくなるときは，任

期の満了又は辞任により退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，

なお理事又は監事としての権利義務を有する。  

 

（役員の解任）  

第２６条  理事及び監事は，社員総会の決議によって解任することができる。  

 

（報酬等）  

第２７条  社員総会の決議により，理事及び監事に対して，その職務執行の対

価として，報酬等を支給することができる。  

２  前項の報酬等の額は，社員総会の決議により別に定める基準による。  

 

第５章  理事会  

（設置及び構成）  

第２８条  この法人に理事会を置く。  

２  理事会は，すべての理事をもって構成する。  

 

（権限）  

第２９条  理事会は，次の職務を行う。  

（１）この法人の業務執行の決定  

（２）理事の職務の執行の監督  

（３）会長，副会長の選定及び解職  

 

（招集）  

第３０条  理事会は，代表理事が招集する。  

２  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは，各理事が理事会

を招集する。  

 

（決議）  

第３１条  理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する理事を除く

理事の過半数が出席し，その過半数をもって行う。  

２  前項の規定にかかわらず，一般法人法第９６条の要件を満たしたときは，

理事会の決議があったものとみなす。  

 

（議事録）  
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第３２条  理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作

成する。  

２  出席した代表理事及び監事は，前項の議事録に記名押印する。  

 

第６章  計算  

（事業年度）  

第３３条  この法人の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月末日までの年１

期とする。  

 

（事業計画及び収支予算）  

第３４条  この法人の事業計画書及び収支予算書については，会長が作成し，

理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も，同様とする。 

２  前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの

間備え置くものとする。  

 

（事業報告及び決算）  

第３５条  この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，会長

が次の書類を作成し，監事の監査を受けたうえで，理事会の承認を受けなけ

ればならない。  

(１ )事業報告  

(２ )事業報告の附属明細書  

(３ )貸借対照表  

(４ )正味財産増減計算書  

(５ )貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書  

２  前項の承認を受けた書類のうち，第１号，第３号及び第４号の書類につい

ては，定時社員総会に提出し，第１号の書類についてはその内容を報告し，

その他の書類については承認を受けなければならない。  

３  第１項の書類のほか，監査報告書を主たる事務所に５年間据え置くものと

する。  

 

第７章  定款の変更，解散等  

（定款の変更）  

第３６条  この定款は，社員総会の決議によって変更することができる。  

 

（解散）  

第３７条  この法人は，社員総会の決議その他法令で定められた事由により解
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散する。  

 

（剰余金の分配の制限）  

第３８条  この法人は，剰余金の分配を行うことができない。  

 

（残余財産の処分）  

第３９条  この法人が清算する場合において有する残余財産は，社員総会の決

議を経て，公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１

７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  

 

第８章  補則  

（委任）  

第４０条  この定款に定めるもののほか，この法人の運営に関する必要な事項

は，理事会の決議により別に定める。  

 

第９章  附則  

（設立時の役員）  

第４１条  この法人の設立時の理事，監事及び代表理事は次のとおりとする。  

設立時理事  △△△△ △△△△ △△△△ △△△△  

設立時監事  △△△△  

設立時代表理事  △△△△   

 

（設立時社員の氏名及び住所）  

第４２条  設立時社員の氏名及び住所は，次のとおりである。  

 △△△△  住所：  

 △△△△  住所：  

△△△△  住所：  

 

（最初の事業年度）  

第４３条  この法人の最初の事業年度は， この法人の成立の日から令和５年３

月３１日までとする。  

 

以上，一般社団法人 ○○を設立のため，設立時社員  △△△△、△△△△及び△△△△

の定款作成代理人である司法書士△△△△は，  電磁的記録である本定款を作成

し，電子署名をする。  
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令和４年 ○月 ○日  

設立時社員   住所  

 

上記設立時社員の定款作成代理人  

住所  

司法書士  △△△△ （印）  
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巻末参考資料２：新組織の会員規則案  

 

（一社） ○○○○会員規則（案）  

 

第１章  総則   

 

第 1 条  活動目的   

一般社団法人  ○○○○（以下、「本協会」という）は、日本におけるモビリティ・

イノベーションに関する取り組みを連携・促進し、社会経済および学術研究の

発展に貢献に寄与することを目的とする。具体的には、以下の活動を行う。  

（１）新たなモビリティ社会に向けた政策、施策への提言  

（２）新たなモビリティ社会に向けた分野横断的な研究開発・社会実装の連携

促進  

（３）新たなモビリティに関する学術ネットワーク構築と産学連携支援  

（４）新たなモビリティに関する海外研究機関・プロジェクトとの連携促進  

（５）新たなモビリティに関する定期的な連携セミナーの開催  

（６）新たなモビリティに関する人材育成、情報発信  

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業  

  

第 2 章  会員資格  

 

第 2 条  賛助会員の会員種別・会員資格   

賛助会員は次の３種とする。  

（１）学術会員  

本協会の目的に賛同して、本協会での取り組み成果を自らの研究開発・社会実

装・人材育成において利用すること及び  モビリティ・イノベーションに係る

各業界の連携を目的として、理事会決議により別途設置する連絡会議の常任で

の出席者として連絡会議の議論に参加することに承諾した上で、入会申し込み

を行い理事会の承認を得た、学術機関に属する個人  

（２）特別会員  

本協会の目的に賛同して、本協会での取り組みおよび理事会決議により別途設

置する連絡会議の成果等を事業上利用することを目的として、入会申し込みを

行い、理事会の承認を得た法人および法人に属する個人  

（３）行政・事業者団体等会員  

本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た行政機関等、
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地方公共団体、NPO、民間の事業者団体ならびに行政機関等、地方自治体また

は学術機関に属する個人  

 

第 3 条  入会   

入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込み

をし、理事会の承認を得て会員となるものとする。  

 

第 4 条  入会不承認   

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない

場合がある。  

（１）入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場

合  

（２）過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合  

（３）暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総

会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経

済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者（（以下「反

社会的勢力」という）である場合  

（４）その他本協会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判

断した場合  

  

第 5 条  禁止事項   

会員は、次のことをしてはならない。  

（１）当会の承諾なしに、当会支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘を行

うこと  

（２）当会の承諾なしに、当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、

名刺などの印刷物を制作したり、団体を結成したり、会合を開いたり、

自然保護活動や調査を行うこと  

（３）当会の承諾なしに、当会商品の販売活動を行うこと  

（４）その他、当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること  

 

第 6 条  入会費および年会費   

１  会員は本条に定めるところに従い、年会費（以下総称して「会費」という）

を支払わなければならない。  

２  年会費の始期は４月１日とし、３月３１日までの１年間とする。なお、初年

度は、入会日（理事会の承認が下りた日）より月割にて計算することとする。 
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３  年会費は本協会が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込

む方法により支払うものとする。  

４  会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。  

（１）入会費  

１ .学術会員１口あたり  XXXX 円（非課税）  

２ .特別会員１口あたり  XXXX 円（非課税）  

３ .行政・事業者団体等会員  行政機関及び地方自治体等は 0 円。そのほかの団

体等については、有無・金額について理事会の個別承認を得る。  

（２）年会費  

１ .学術会員１口あたり  XXXX 円（非課税）  

２ .特別会員１口あたり  XXXX 円（非課税）  

３ .行政・事業者団体等会員  行政機関及び地方自治体は 0 円。そのほかの団体

等については、有無・金額について理事会の個別承認を得る。  

（３）社会貢献および業界活性化に向けた特例措置  

創業１０年以内のベンチャー企業および資本金（資本準備金含む）５億円未満

かつ従業員数１００人未満の活性化が期待される中小企業に属する場合（但し、

大企業の子会社・グループ会社を除く）には、理事会の承認に基づき、入会金

及び年会費の減額を行うことができるものとする。なお、この減額について、

理事会は、法人ごとに、減額する金額を変更することができるものとし、必要

に応じて減額を行う期間を設定できるものとする。  

５  前項の学術会員および特別会員については、学術会員および特別会員にな

ろうとする法人は、同種会員および異なる会員種別を含めて複数口の申込を行

うことができる（但し、学術会員としての出資口数は、事前に理事会の個別承

認を得た場合を除き、１口に限り申込をできるものとする。）ものとし、複数口

の申込を行う場合には口数に応じた入会金及び年会費の支払を行うものとす

る。  

６  会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを

返還しないものとする。  

 

第 7 条  変更の届出   

１  会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本協会への届出事項に変

更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。  

２  本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての

責任を負わないものとする。  
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第 8 条  会員種別の変更   

会員は、本協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。 

 

第 9 条  退会   

会員は、退会をしようとする時は、本協会所定の退会届を提出することにより、

任意にいつでも退会することができる。  

 

第 10 条  除名  

１  賛助会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によ

り当該会員を除名することができる。  

（１）法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款そ

の他の規則に違反したとき  

（２）本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき  

（３）入会金又は年会費の支払を  6 か月以上遅滞したとき  

（４）本規則及び理事会が定める会員の遵守事項に違反したとき  

（５）その他除名すべき正当な事由があるとき  

２  前項の規定により賛助会員を除名したときは、当該賛助会員に対し除名し

た旨を通知しなければならない。  

 

第 11 条  会員の資格喪失   

会員は第 9 条及び第 10 条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合

にその資格を喪失する。  

（１）正当な理由なく、会費を１年以上滞納したとき  

（２）死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき  

  

第 3 章  会員の権利と義務   

 

第 12 条  会員の権利   

１  会員は、以下に掲げる権利を有する。なお、行政・事業者団体等会員が有す

る権利については、会員ごとに理事会が入会を承認する際に設定する条件によ

るものとする。  

 

会員の権利  学術会員  特別会員  非会員  

連絡会議への参加  ○  ×  ×  

一般開放イベント・セミナ 優先受付  優先受付  一般受付  
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ー・口座等への参加  追 加 料 金

無  

会員価格  

（～ 5 名） 

通常価格  

（ 1 名）  

Web 情報閲覧・メルマガ配

信  

○  ○  ×  

行政・事業者団体等会員の有する権利は会員毎に理事会が入会承認の際に

設定  

 

２  学術会員は  連絡会議活動へのテーマ・議題の提起が可能であり、連絡会議

活動に 4 名まで参加可能とする。一般公開向けセミナーやイベント、各種講座・

講演において、学術会員および特別会員は優先的に参加することができるが、

優先募集期間以外に参加申し込みをした場合は、抽選等により参加者を決定す

ることがあることを予め同意するものとする。  

 

第 13 条  会員の義務   

１  会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定める規約、本協会

との間で合意をした約定を遵守する。  

２  会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能

な範囲で積極的に対応する。  

 

第 14 条  会員資格の喪失にともなう権利及び義務   

会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、

義務を免れる。協賛会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。

ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。  

 

第 15 条  会員情報の取り扱い   

会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の

範囲内で利用することに同意するものとする。  

（１）会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある

場合  

（２）会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物

等に掲載する場合  

（３）本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合  

（４）本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、

会員情報を取り扱わせる場合  

（５）個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合
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の情報開示など  

 

第 4 章  本会員規約の追加・変更   

 

第 16 条  規約の追加・変更   

本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ

等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるも

のとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。  

  

第 5 章  その他   

 

第 17 条  免責および損害賠償   

１  会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判

断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員

または第三者が被害をこうむった場合であっても、本協会は一切責任を負わな

いものとする。  

２  会員間（個人会員を含む）の問題に関して、本協会は一切の責任を負わない

ものとする。  

 

第 18 条  条項等の無効   

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であ

ると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けな

いものとする。  

 

第 19 条  合意管轄   

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた

場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。  

以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約

に同意し、遵守するものとする。  

 

附則   

本会員規約は、令和４年 ○月 ○日より施行する。  

正会員は、当面の間、設立時社員をもってこれにあてる。本会員規約発効後１

年を目途に正会員の資格を見直した上で、設立時社員以外の正会員の募集を行

うものとする。  


